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Ⅰ．成年後見制度の概要と利用促進に向けた取組 

１．成年後見制度の概要 

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない場合

に、家庭裁判所が本人を支援し保護する者を選ぶことで、本人を法律的に支援・保護するた

めの制度です。 

 

認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理（不

動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など）や身上保護（介護・福祉サービスの利

用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など）などの法律行為をひとりで行うのがむず

かしい場合があります。 

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被

害にあうおそれもあります。 

このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援

（意思決定支援）を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度で

す。 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 成年後見はやわかり（https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/） 

 

 成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。ま

た、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度など

本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成年後見制度 

法定後見制度 

任意後見制度 

後 見 

保 佐 

補 助 

任意後見契約 

（既に判断能力が不十分な方） 

（将来の不安に備えたい方） 
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 法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人（以下「後

見人等」といいます。）が、本人の意思を尊重しながら、本人の意思決定の支援に努め、必

要に応じて本人を適切に代理して契約等の法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行

う際に同意したり、本人にとって不利益な法律行為を後から取り消したりすることで、本人

を支援・保護します。 

なお、取消権等の行使に先立って、本人に理解しやすい言葉や絵図等を使って伝え、本人

が自ら意思決定できるよう支援することが求められています。 

 

 「後見」「保佐」「補助」の概要 

 後見開始の審判 保佐開始の審判 補助開始の審判 

要 

件 

対象者 

（判断能力） 

精神上の障害により事

理弁識する能力を欠く

常況にある者 

精神上の障害により事

理弁識する能力が著し

く不十分な者 

精神上の障害により事

理弁識する能力が不十

分な者 

開
始
の
手
続
き 

申立権者 

・本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等 

・任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人（任意後見契約法） 

・市町村長（整備法＝老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律） 

診断書 必要（家庭裁判所が必要と判断した場合には改めて鑑定を行う） 

本人の同意 不 要 必 要 

機
関
の
名
称 

本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人 

支援者 成年後見人 保佐人 補助人 

監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人 

同
意
権
・
取
消
権 

付与の対象 
日常生活に関する行為

以外の行為 

民法 13 条第１項各号及

び同条第 2 項に基づき

保佐人の同意を得なけ

ればならない旨の審判

を経た行為 

申立ての範囲内で家庭

裁判所が定める「特定

の法律行為」 

付与の手続き 後見開始の審判 

保佐開始の審判 

（＋民法第 13 条第 2 項

に基づき保佐人の同意

を得なければならない

旨の審判） 

補助開始の審判 

＋同意権付与の審判 

＋本人の同意 

取消権者 本人と成年後見人 本人と保佐人 本人と補助人 

代
理
権 

付与の対象 
財産に関する全ての法

律行為 

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法

律行為」 

付与の手続き 後見開始の審判 

保佐開始の審判 

＋代理権付与の審判 

＋本人の同意 

補助開始の審判 

＋代理権付与の審判 

＋本人の同意 

本人の同意 不 要 必 要 

責 

務 

職務 

本人の生活、療養看護及

び財産管理に関する事

務 

同意権、取消権、代理権の範囲における本人の生

活、療養看護及び財産の管理に関する事務 

身上配慮義務 本人の意思を尊重し本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務 

出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（令和 2 年 3 月改訂版、新潟県・新潟県社会福祉協議会） 
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２．成年後見制度利用促進に向けた取組 

 

（１）第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要 

 

  成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」といいます。）は、成年後見制度の

利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29号）第 12条第１項に基づき、成年後見制

度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるもので

す。令和 4年 3月 25 日には第二期基本計画が閣議決定されました。 

 

  第二期基本計画（令和４年度～令和８年度）では、「尊厳のある本人らしい生活の継続

と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進」をテーマに、成年後見制度の利用促進に

当たっての基本的な考え方として、「地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進」、

「尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善

等」、「司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり」が掲げられ、関係

者による取組や検討が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

第二期成年後見制度利用促進基本計画 

「成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方」 

◆地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進 

地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考

え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の

一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていく。 

◆尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等 

①本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること 

②成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年

後見制度が利用されるよう、連携体制を整備すること 

③成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること 

④任意後見制度や補助・保佐類型が利用されるための取組を進めること 

⑤不正防止等の方策を推進すること 

◆司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり 

地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による

権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。 

出典：「第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要について」（令和 5 年 6月 30 日 第 168 回市町村職員を

対象とするセミナー資料、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室）より抜粋 
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（２）担い手の確保・育成に向けた取組 

 

１）都道府県の役割 

 

 第二期基本計画では成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策が

示されています。その中の「優先して取り組む事項」には「担い手の確保・育成等の推進」

や「都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進」等が掲げられており、

市民後見人や法人後見実施団体の育成等に関して市町村や関係機関・団体等と協働した都道

府県による取組推進の必要性が指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成年後見制度利用促進基本計画 
「成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策」 

１ 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 

（１）成年後見制度等の見直しに向けた検討 

   スポット利用の可否／三類型の在り方／成年後見人の柔軟な交代／成年後見人の報酬の在り方／任

意後見制度の在り方 

（２）総合的な権利擁護支援策の充実 

   日常生活自立支援事業等との連携・体制強化／新たな連携による生活支援・意思決定支援の検討／都

道府県単位での新たな取組の検討 

２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 

（１）本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透 

（２）適切な後見人等の選任・交代の推進等 

（３）不正防止の徹底と利用しやすさの調和等 

（４）各種手続における後見業務の円滑化等 

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 

－尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加－ 

（２）地域連携ネットワークの機能 

－個別支援と制度の運用・監督－ 

（３）地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 

－中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり－ 

（４）包括的・多層的な支援体制の構築 

４ 優先して取り組む事項 

（１）任意後見制度の利用促進 

（２）担い手の確保・育成等の推進 

（３）市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 

（４）地方公共団体による行政計画等の策定 

（５）都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進 

出典：「第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要について」（令和 5 年 6月 30 日 第 168 回市町村職員を

対象とするセミナー資料、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室）より抜粋 
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３．社会福祉協議会による法人後見の取組への期待 

 

 成年後見制度では、自然人だけではなく、法人が後見人等になることができます。法人が

後見人等を担う利点としては、本人が若く長期間にわたる支援が予想される場合や、様々な

理由で第三者が個人として後見事務を行うことに限界がある場合等でも組織的な対応が可能

であること等が指摘されています。 

現在、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人など様々な法人が後見人等として選任され

ていますが、特に社会福祉協議会には、全国各地で住民主体の福祉コミュニティづくりを目

指した活動を展開しており、日常生活自立支援事業において判断能力の不十分な方の権利擁

護支援を担っている経験やノウハウもあることから、後見活動への積極的な取組が期待され

ています1。 

 

参考 社会福祉協議会における法人後見の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「成年後見制度利用促進における社協の取り組みと地域における権利擁護支援体制の構築に向けた基本的

な方策（第 2 次）」（令和 5 年 4 月 21 日、全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会 今後の権利擁護体

制のあり方検討委員会）より  

 
1 第二期成年後見制度利用促進基本計画 p54「法人後見の実施団体としては、社会福祉協議会による後見活動の

更なる推進が期待される 。」 

カ 法人後見の受任体制の整備 

○ 法人後見については、第二期計画においても、比較的長期間にわたる制度利用が想定される障

害者や支援困難な事例への対応などの観点から、全国各地で取り組みを推進していくことが必

要と記載されている。 

○ 社協が法人後見に取り組む意義として、個人では対応が難しい事例や長期受任が想定される若

年の障害者等を組織的に支援することや、日常生活自立支援事業利用者に継続的に関われるこ

と、法人後見支援員として住民に参画してもらい地域づくりにつなげること等があげられる。 

○ 「令和 3 年度成年後見制度にかかる取組状況調査（全社協）」によると、社協では、令和 3 年 9

月 1 日現在、633 社協（36.0％）が法人後見の受任体制を有しており 114 社協が受任体制の整

備に向けて準備を進めている。 

○ 市町村長申立件数の増加等を背景に、社協に受任を期待される案件は増加しており、令和 3 年 

9 月 1 日時点の受任件数は 6,446 件と前回調査 4,933 件と比較して 1,513 件（30.7％）増加し

ている。また、長期にわたってきめ細かな支援が必要な案件も多く、受任件数を増やすことは

容易ではない。 

○ 一方で、法人後見の受任実績がなく、現段階では受任体制の整備を進めていない社協も 57.5％

と半数以上にのぼる。 

○ 受任体制の整備を進めていない理由としては、「財源が確保できないため」が最も多く 53.1％

となっており、次いで「適正な実施のための組織内部の監督体制が整っていないため」が

41.9％、「法人後見に必要な知識を持った職員がいないため」（37.0％）、「法律や福祉の専門職

の助言を得られる体制が整っていないため」36.8％）となっている。 

○ 今後、こうした課題を踏まえて対応策を検討し、たとえば都道府県域で法律や福祉の専門職の

助言を得られる体制を整備するなど、法人後見の受任を支援する取り組みが重要である。 

○ また、法人後見を受任している社協においては、内部けん制の体制の確保や担当職員を孤立さ

せない職場づくりなど、不正防止の徹底が求められる。 
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Ⅱ．都道府県社協による法人後見実施に向けた体制整備のプロセス 

１．都道府県社協と市町村社協等の協働による法人後見の実施に向けて 

 

◎都道府県社協による法人後見（業務委託型）は、権利擁護支援体制が十分ではない地域に

おける支援体制の強化を目的とした取組です。 

 

成年後見制度は、権利擁護支援が必要な住民を支援するためのしくみのひとつであり、暮

らしている場所に関わらず、制度を利用できる体制の整備が求められています。 

都道府県社協では、地域で権利擁護支援活動を展開する市町村社協等に対して、地域特性

を踏まえた支援が行われていますが、特に過疎地域などの専門職や団体等の権利擁護支援の

担い手が僅少で、市町村社協等として、すぐには単独では法人後見に取り組むことが困難な

地域もあります。このような地域において、成年後見制度による支援が必要な住民の権利を

擁護し適切に支援するためのひとつの手段として、都道府県社協が後見人等を受任し、市町

村社協等との協働（業務委託）によって本人の生活を支援するしくみの構築が考えられます。 

ただし、都道府県社協が成年後見業務を受任して支援する体制を構築するだけでは、今後

も増加が見込まれる権利擁護支援ニーズに対応することは難しくなることが予想されます。

そのため、最終的には、都道府県社協だけではなく協働する各地域の市町村社協等も単独で

法人後見を受任したり、市民後見人養成研修修了者等が法人後見支援員や後見人等として後

見活動に参画できる体制をつくるなど、各地域の権利擁護支援体制の強化（担い手の育成・

確保等）に向けた準備も同時並行的に進めることが求められます。（下図参照） 

都道府県には、都道府県社協をはじめ市町村行政や市町村社協等、専門職団体など関係機

関等との連携のもと、2040 年問題2も意識するなど中長期的な視点で計画性を持ち、法人後見

業務や地域の権利擁護支援体制の強化に向けた取組を推進することが求められています。 

  

 
2 2040 年には、現役世代の急激な減少とともに、社会保障費の増大や高齢者の貧困化、都市やインフラの老朽化

の進展等により、持続可能な社会の維持が困難になることが指摘されています。 

【担い手の育成・サポート体制】
・法人後見実施団体の育成、団体間の連携促進とスキルアップ、サポート体制
・市民後見人等の育成、スキルアップ、サポート体制
※都道府県・市町村行政、都道府県・市町村社協、専門職団体や当事者団体等が連携して推進

権利擁護支援が必要な住民への支援

権利擁護支援の担い手が僅少で
市町村社協等が単独で法人後見
の実施が困難な地域における

法人後見の取組

（市町村社協等）
都道府県社協との協
働による後見活動

（都道府県社協）
法人後見受任機関

として活動

権利擁護
支援体制
の強化の
準備も同
時並行的
に進める

【都道府県社協】

〔市民後見人養成研修修了者等〕

法人後見支援員 市民後見人

〔市町村社協等〕

法人後見受任機関
として活動

市民後見人の
活動支援

市町村社協等の活動支援
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２．体制整備に向けた考え方、ポイント 

 

 法人後見の実施主体は都道府県社協と市町村社協等ですが、この事業全体の枠組みを整備

するのはあくまでも都道府県となります。体制整備に向けて、都道府県が主導的な役割を果

たしていくことが求められます。 

 

〇組織としての合意形成と組織間協働による体制整備 

法人が行う後見業務は長期的、継続的な関わりが求められることから、都道府県社協、市

町村社協等ともに役員をはじめ関係者間で合意形成を図り、法人後見業務を行うことについ

て組織決定する必要があります。 

また、都道府県社協と市町村社協等の業務委託による協働での取組となることから、各組

織の状況等を踏まえながら検討を重ね、スムーズに実働できる協働体制の構築を図ることが

必要です。 

 

〇多様な関係者の参加による検討の場づくり 

各地域の権利擁護支援体制の強化を図るために、関係する専門職や施設職員、当事者団体、

民生委員、行政等による検討と合意のもとで体制を整備する検討の場をもつことが重要です。  

 

〇専門職アドバイザーの配置 

後見人等の実務経験がない都道府県社協や市町村社協等が法人後見に取り組むにあたって

は、後見人等の実務経験を有する法律・福祉専門職等とアドバイザー契約等を締結し、受任

直後から終了時まで、折に触れて業務内容や役割分担等に関する助言が得られる体制を構築

することが求められます。これは、法人として信頼性の担保につながります。 

 

〇都道府県社協と市町村社協等の役割分担の考え方 

都道府県社協と市町村社協等の協働という意味では、大きくは日常生活に関わる身上保護

や金銭管理等は本人に身近な地元の市町村社協等が担い、各種契約行為や日常生活費以外の

財産管理、監督・指導等を主に都道府県社協が担うことが考えられます。 

一方で、将来的に市町村社協等が単独で法人後見の受任が可能な体制の構築を目指すこと

を踏まえれば、都道府県社協は専門職アドバイザーの助言を受けながら、受任直後や終了時、

検討が必要な状況が発生した際等に行うべき後見事務に関する重要な判断を行い、それ以外

の部分を市町村社協等が担うという役割分担も考えられます。 

また、受任当初から紛争性が懸念されるといった、支援の困難性が予測される事案等では、

困難性が生じる事務を専門職アドバイザーの助言を受けながら都道府県社協が担当する、あ

るいは法律専門職に委任契約するなどして（受任者調整の段階で法人と法律専門職を候補者

として挙げるとも考えられます。）、本人の身上保護や日常生活支援を担う市町村社協等の役

割と切り分ける方法も考えられます。個々の事案に応じて柔軟に対応することが求められま

す。 

都道府県社協と市町村社協等間での役割分担の考え方は多様であり、対象事案の特性や地域

の実情に応じて十分に検討する必要があります。 
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参考 「法人を選任する際の考慮要素」 

 

最高裁判所では、家庭裁判所が法人後見人を選任する際に一般的にどのような事情を考慮

するかを聴取して整理した考慮要素を公表しています。これらはあくまでも一般的な項目と

して整理されたものですが、法人後見の実施体制を検討する際には参考となります。 

都道府県や都道府県社協は、家庭裁判所をはじめ、市町村行政や市町村社協等、専門職団

体等との意見交換や協議を重ね、各地域の状況に応じたしくみを目指す必要があります。 

出典：成年後見制度利用促進専門家会議 第２回福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループ

（令和３年９月９日）、資料２最高裁判所資料より抜粋      
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３．体制整備の流れ 

 

 法人後見の開始にあたっては、事前に組織内での合意や検討事項の整理、定款の変更、諸

規定、実施要綱等の作成など、調整すべき事項が数多くあります。 

 

（１）実施に向けた検討 

 

１）対象地域の権利擁護支援ニーズ、支援活動団体等の担い手の把握 

  対象とする地域において、高齢者や障害者の具体的権利擁護支援ニーズについて把握す

ることが必要です。あわせて、権利擁護支援に携わる専門職や団体、市民後見人養成講座

修了者等の担い手の状況も把握します。これらの実態を踏まえて都道府県社協や市町村社

協等における実施体制を検討することが必要です。 

 

２）対象地域の市町村行政との調整 

対象地域の市町村行政における成年後見制度、日常生活自立支援事業等の権利擁護支援

に関する取組状況を把握します。 

１）で把握した権利擁護支援ニーズに関する情報提供をしながら都道府県社協や市町村

社協等による法人後見の実施の必要性について説明し、協力の合意を得ます。 

 

３）専門職アドバイザーの配置 

後見人等の実務経験に乏しい都道府県社協や市町村社協等が法人後見に取り組むにあた

っては、後見実務に精通している法律・福祉専門職等をアドバイザーとして招聘し、行う

べき事務の内容や実施方法、役割分担など重要な判断が必要な場面で助言が得られる体制

を構築しておくことが有効です。 

 

４）準備委員会による検討 

法人後見を開始するにあたっては、事前に準備委員会等を設置し、事業実施に向けた意

見交換や合意形成、調整を図ります。準備委員会には、市町村行政や専門職団体、当事者団

体、学識者等の関係者に参加を依頼します。また、家庭裁判所にはオブザーバー参加を依

頼します。 

準備委員会では、特に受任対象や利益相反への配慮、役割分担、監督・指導体制、財源確

保策等に関する意見交換や検討を行い、信頼性の高い法人後見業務実施体制の構築を目指

します。 

なお、家庭裁判所のオブザーバー参加が難しい場合には、検討した結果は家庭裁判所に

も情報共有等を行い、意見交換や助言を得るなどして信頼性を高めることも必要です。 
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①受任対象 

 法人後見を行う場合は、事前に実施要綱等で対象を定める必要があります。 

  社会福祉協議会の公益性や日常生活自立支援事業等の既存事業との関係性、法人後見

の利点等を踏まえて、受任対象者を定めます。 

 都道府県社協による法人後見（業務委託型）では、過疎地域など権利擁護支援の担い手

が僅少な地域が主な対象地域になると考えられることから、従来の市町村社協による法

人後見の対象者よりも受任対象を広げることが望まれます。ただし、事業立ち上げ当初

は比較的取り組みやすい事案として、日常生活自立支援事業からの移行者（日常生活自

立支援事業では対応困難な法律行為等の支援が必要な場合等）や日常生活支援に支障の

ない方、障害のある若年層の方などを設定し、経験を積み重ねる中でより受任対象者の

範囲を広げていくことも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（令和 2 年 3 月改訂版、新潟県・新潟県社会福祉協議会） 

 

②利益相反、関係性注意事案への配慮 

法人後見事案の受任にあたっては、本人との利害関係に配慮した対応が必要です。法

律上の利益相反はもとより、本人とサービス提供事業者や法人後見実施団体等との関係

性による濫用が生じないか注意を要する関係性注意事案についても十分に配慮し、実際

参考 新潟県・新潟県社協の手引きで例示されている受任対象の例 

①身上保護に関する生活課題が主である方 

②親族がいない、若しくはいても支援が得られない方 

③他に第三者後見人が得られない方 

④若年で長期に渡る安定的な支援を要する方 

⑤日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方 

⑥法人後見実施社協（運営委員会）が特に必要と認める場合 

上記の対象以外でも、対象者の財産状況、身体状況、精神状況等、様々な面から見て、他の後見

人等より法人が受ける方が、より良いと考えられる際には、それぞれの法人において受任を検討

する必要があります。 

 ①財産等を巡る法的なトラブルはないか。 

 ②暴力団その他反社会的団体が関わるトラブルに巻き込まれる恐れはないか。 

 ③維持管理が必要な不動産がないか。 

 ④利益相反関係にないか。 

 

【都道府県社協による法人後見の受任対象者のイメージ】 

 ① 日常生活自立支援事業からの移行者※ 

 ② 頼れる親族がいない、いても支援が得られない者 

 ③ 若年で長期間に渡る安定的な支援が必要とされる者 

 ④ 他に適切な後見人等候補者がみつからない者 

 ⑤ その他、実施団体が必要と認めた場合 

 ※①は、日常生活自立支援事業では対応が難しい法律行為（各種契約や相続等）等の支援が

必要になった利用者を想定 
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にそのような事案を受任する場合に法人後見実施団体としてどのように対応するのか、

対応方策を準備委員会で検討しておくことが必要です。（詳細はｐ17～18参照） 

 

《留意すべき事案》 

法人後見の実施にあたっては、利益相反や関係性注意事案への対応には十分な配慮が必要

です。特に、この都道府県社協による法人後見の主な対象地域では、権利擁護支援の担い手

が僅少であり、また福祉サービス等提供事業者も限られていることが想定されます。そのた

め、他に適切な後見人等候補者がいないか確認したうえで、対応面での工夫、適切な役割分

担や監督の実施等を行いながら取り組むことが必要と考えられます。 

（対応の考え方の例） 

○利益相反関係にある事案 

組織体制や監督体制の整備をとおして法人後見の透明化を図るとともに、家庭裁判所と情

報を共有して必要に応じて後見監督人等の選任の申立てを行い、本人の権利を擁護するとい

った対応が考えられます。 

○紛争性が疑われる事案 

当初から紛争性が疑われる場合には法律専門職等との複数後見で受任したり、紛争性が関

わる部分を法律専門職への委任契約により対応を依頼し、紛争解消の目処がついた段階で市

町村社協等が身上保護等の日常生活支援を行うといった役割分担も考えられます。 

   なお、個人や一般的な法人後見では難しい事案に対しては、この法人後見の体制だけ

で受け止めるのではなく、専門職団体や市町村、都道府県、警察等との連携によってサ

ポートを受けながら対応可能な組織体制の整備を目指す取組も考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③都道府県社協と市町村社協等の役割分担 

準備委員会では、都道府県社協と市町村社協等が連携・協力して支援する際の基本的

な役割分担について、市町村社協等の実施体制等を踏まえて検討します。 

  基本的な考え方としては、各地域の市町村社協等がいずれは単独で法人後見の受任が

可能な体制の構築を目指すことが考えられるため、後見事務の遂行にあたって必要とな

る判断や市町村社協等への支援環境の整備、事務の監督、家庭裁判所への報告や行政、

関係団体等との協議等については都道府県社協が担当し、日常生活を支援する中での身

上保護や金銭管理等の業務を市町村社協等が担うことが考えられます。 

[2]

個人や一般的な法人後見では難しい事案
を受任できる組織体制を整備
＜支援員＞
○支援困難事案に対応できる専門職
○地域の市町村社会福祉協議会
○社会福祉法人 等

都道府県等 都道府県社協等

委託、補助

専門職団体 警察

精神保健福祉
のアドバイザー

市町村
相談・依頼

支援困難な状態が終了した際には、
一般的な法人後見や市民後見人等に移行

法人後見

支援困難事案に都道府県等が関与する取組例 
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 ただし、これらは個別事案の状況や各地域の事情によっても異なりますので、法人後

見を立ち上げる際には地域の実情に応じて、安全で適切な後見事務が遂行できる役割分

担を検討することが必要です。 

 

④監督、指導の体制 

本人の財産管理や身上保護の適切な実施を担保するため、法人後見業務を受託する法

人内での協議・監督体制及び法人後見を受任する都道府県社協による監督、指導体制の

在り方を検討します。（詳細はｐ15～16参照） 

 

⑤財源確保 

法人後見に取り組むにあたっては、長期にわたって安定的な実施体制の維持が求めら

れるため、活動財源の在り方については十分に検討しておくことが必要です。 

   

利用可能な財源と必要経費から事業収支の見通しを試算しておくことも有効です。（詳

細はｐ19～20参照） 
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（２）実施要綱等の整備 

 

１）規程等の整備（実施要綱、運営委員会設置規程、書類様式、契約書等）都道府県社協 

法人後見の実施要綱や運営委員会設置等に関する規程を作成します。また、後見事務に

関する業務フローやマニュアル、報告様式等を整備するほか、市町村社協等との業務委託

契約書を作成します。 

【実施要綱】 

・実施要綱の位置づけ、事業としての法人後見の目的、対象者像、実施内容、個人情報

保護、苦情申立の受付、等 

・受任後の事務内容、関係書類の保管、利益相反の防止に関する事項等（適正な事務

の遂行） 

【運営委員会設置規定（要綱）】 

 ・設置目的（法人後見等の受任及び辞任の申立てに関する審査） 

 ・委員構成、任期、委員長選任、委員会開催、情報公開、事務局、その他 

【書類様式等】 

・業務フロー・マニュアル、報告様式、他 

  【業務委託契約書等】 

・従事者の要件、委託内容、報告・指導監督の体制、法人後見担当者の身分証明書、他 

 

２）法人後見運営委員会の設置（業務内容、構成員、他）都道府県社協 

法人後見運営委員会は、事案受任の要否の判断や後見業務の監督、指導・助言等を行う

重要な機関となります。構成員の配置や開催頻度などに配慮して設置・運営を行うことが

必要です。 

【法人後見運営委員会組織概要（例）】 

   設置者  ：法人後見を実施する都道府県社協 

 業務内容 ：法人後見等の受任及び辞任の申立てに関する審査 

         被後見人等からの苦情申立てに対する調査、調整及び審査 

         受任法人から諮問を受けた事項に関する答申 

         受任法人の後見業務に対する監督・指導・助言 

         その他、法人後見実施社協及び運営委員会が必要と認める事項 

 構成員（例）：法律関係者（弁護士・司法書士）、医療関係者（精神科医）、福祉関係者

（社会福祉士）、学識経験者、金融機関関係者、当事者団体、行政関係者

（高齢福祉担当及び障害福祉担当）等 5～10名程度 

 

３）定款への位置づけ 都道府県社協、市町村社協等 

社協等が法人後見の実務を担うためには定款を変更する必要があります。定款第 2 条に

「成年後見制度に関する事業」と記載します。 

なお、定款の変更は法人後見を受任する都道府県社協だけではなく、業務を受託する市

町村社協等も行い、後見事務の位置づけを明確化します。 

 



15 

 

４）会計区分の設定 都道府県社協 

法人後見に関する会計は、「社会福祉法人会計基準」により「公益事業」に分類されます。

「公益事業区分」の中に成年後見関係事業のサービス区分を設けます。 

後見報酬は法人課税法上の収益事業（請負事業）に該当し、また、消費税法上も課税収入

となるため、税務上の申告手続きを勘案して事業収支を他の事業と区分できるようにする

ことが必要です。 

 

（３）運営体制の整備 

 

１）法人後見担当部署 都道府県社協、市町村社協等 

法人後見の実務を行う際の組織体制として、本人との利益相反や関係性の濫用を可能な

限り避ける意味からも、法人後見担当者の所属を介護保険サービスや障害福祉サービス提

供部門から切り離し、兼務を避けて独立させることが望まれます。 

 

２）担当職員の配置 都道府県社協、市町村社協等 

【都道府県社協】 

都道府県社協の法人後見実務担当者は、社会福祉士・精神保健福祉士等の有資格者が望

ましい（後見実務の経験のある職員だとなお良い）と考えられます。 

なお、都道府県社協内には法人後見担当者のほか、適切な後見事務の運営を図るために

法人後見業務の責任者、会計責任者を配置します。 

【市町村社協等】 

市町村社協等の法人後見担当者は、相談援助経験のある職員が望ましいと考えられます。

（社会福祉士や精神保健福祉士等の有資格者であれば尚可。） 

  また、市町村社協等内には法人後見担当者のほか、適切な後見事務の運営を図るために

法人後見業務の責任者、会計責任者を配置することが望まれます。可能な限り、法人後見

業務に携わる職員を複数名配置し、必要に応じて協力連携できる体制を整備することが望

まれます。 

なお、地域内で市民後見人養成研修修了者等の地域住民の参画が期待できる場合には、

定期的な見守りや身上保護において本人に寄り添う法人後見支援員等の配置を検討します。

（法人後見支援員の担い手として、市民後見人養成研修修了者や日常生活自立支援事業の

生活支援員等が考えられます。） 

 

３）監督、不正防止の体制 都道府県社協、市町村社協等 

財産管理や身上保護の適切な実施を担保するため、都道府県社協による定期的な業務チ

ェックを行うほか、市町村社協等内でも定期的に業務チェックを行い、不正を防止する体

制を構築することが必要です。 

 業務を受託する市町村社協等の法人として、法人後見実務担当者のほか法人後見業務責

任者を配置して後見事務の遂行状況を定期的に確認したり、会計責任者が預貯金の収支状

況や現金出納帳等に関して定期的に確認するしくみが必要です。また、日常生活自立支援

事業で行っているのと同様に、基本的にできる限り現金は預からず、通帳印鑑等は金庫で
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保管し、金庫の開閉や通帳からの引出しの出金伝票の確認は複数人で行います。受託法人

として、事故や不正を起こさないための安全な体制を整備する必要があります。 

 都道府県社協においても、受託法人からの定期的な報告（当初は月 1 回程度が妥当と考

えられます。）を受けた際に確認するとともに、定期的（例えば 6か月ごと）に現地を訪問

して、本人や市町村社協等の法人後見担当者等と面談を行い、活動記録や預貯金通帳等の

現物を確認する定期監査を行うことも必要です。 

 なお、都道府県社協内においても法人後見実務担当者のほか法人後見業務責任者を配置

して定期報告内容や定期監査の結果を確認し、必要な指示を行う体制をとる必要がありま

す。また、会計責任者による定期的な確認も必要となります。 

  さらに、都道府県社協では、法人後見運営委員会による事務遂行の適切性の監督も重要

です。法人後見運営委員会への報告を提出し、運営委員会が定期的（例えば 6 か月おき）

に報告書をチェックし、助言を行います。また、必要が生じた場合には適宜、監督や指導

を行う体制を整えることが必要です。 

  また、定期的（通常は年１回）に家庭裁判所に活動状況や収支状況等を報告して、必要

な指導を受けます。 

 

 

 

  

被後見人等

【市町村社協等】
法人後見実務担当者（支援員）

法人後見業務責任者：都度、月次
会計責任者：2か月毎に点検

支援チーム
による調整

月次チェック
定期監査（6月毎）
助言等

相談（随時）
定期報告（月次）

監督、指示指導
支援実施後、
定期報告（月次）

都道府県社協と市町村社協等の協働による法人後見の監督、指導体制のイメージ

必要に応じてケース
会議等にも参加し、
市町村社協法人後見
担当者を支援

【市町村社協内の監督体制】
①月次報告によるチェック

・法人後見実務担当者による支援状況
（含む日常金銭管理）を定期的（毎
月）に法人後見業務責任者が確認。

・通帳残高や証拠証票等は支払いの
都度確認し、更に会計責任者が2
月に1回以上定期的に点検する。

・身上保護に法人後見支援員として市民
後見人養成研修修了者等が参画する場
合は、法人後見支援員による支援状況
を法人後見実務担当者が随時確認し、
必要な指示を行う。

法人後見運営委員会

家庭裁判所

連絡、報告監督、指導助言等

監督、
指導助言

【都道府県社協】
法人後見実務担当者

法人後見業務責任者
会計責任者

【都道府県社協による監督体制】

①月次報告によるチェック
・市町村社協からの定期報告（支援

内容、収支明細等）及び、都道府
県社協法人後見担当職員による支
援内容（財産管理、契約行為等）
を法人後見実務担当者、法人後見
業務責任者、会計責任者が確認。
担当職員に必要な指示を行う。

②定期監査（6月毎）
・6月毎に法人後見担当者等が現地

に赴き、本人及び市町村社協法人
後見実務担当者や法人後見業務責
任者、法人後見支援員等と面談を
行い、支援内容等について確認、
検討する。あわせて通帳や保管物
等の現物確認を行う。

【家庭裁判所による監督】

・毎年、家庭裁判所に成年後見活動
状況を報告し、監督を受ける。

サービス事業所Ａ

地域住民 サービス事業所B

家族・親族 市町村・
中核機関

相談

助言等

相談、
定期報告（6月毎）

専門職
アドバ
イザー

※専門職アドバイザー
就任直後や終了時、対応に困難が生
じたときなど、必要に応じて業務内
容や役割分担等の助言を行う。

【都道府県社協による監督体制】

③法人後見運営委委員による監督
・定期又は必要に応じて法人後見運

営委員会に支援状況を報告し、監
督や支援に必要な助言等を受ける。
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４）利益相反、関係性注意事案への配慮 都道府県社協、市町村社協等 

法人後見の実施にあたっては、本人との間に利益相反（自己契約）の関係に立たないよ

うに配慮することが必要です。ただし、過疎地域など社会資源が限られる地域で市町村社

協等が法人後見を実施する場合には、本人が市町村社協等の福祉サービス等を利用してお

り、他事業者の選択肢がない場合もあると考えられます。また、明確な利益相反とはいえ

ずとも、本人とサービス提供事業者や法人後見実施団体（含む受託法人）との関係性によ

る濫用が生じないか、注意を要する事案（以下「関係性注意事案」※といいます。）の受任

も考えられます。 

法人後見を実施する都道府県社協や市町村社協等においては、各種福祉サービスの提供

部門と法人後見実施部門を明確に分けて担当者の兼務を認めないなど、組織体制面で可能

な対応を行っておくことは必要です。 

ただし、その場合でも同一法人内で業務を行っていることに変わりはないため、利用契

約・利用料の支払いが民法 108 条（自己契約及び双方代理）に抵触し、利益相反と判断さ

れる恐れがあります。可能であれば、本人が利用している福祉サービスを他事業所に振り

替えるなど本人との利害関係を避ける、それが困難な場合には、他の事案よりも頻回に運

営委員会に報告を上げ、助言を受けながら業務を行うなど組織的な対応を行うとともに、

家庭裁判所に連絡し、必要に応じて後見監督人や特別代理人等の選任の申立てを行う等の

方法が考えられます。 

利益相反や関係性注意事案に該当する場合には、法人後見運営委員会で慎重に検討を行

い、家庭裁判所にもよく説明をすることが必要です。 

※「関係性注意事案」とは、本人とサービス提供事業者や法人後見実施団体等との関係性による濫用が生じな

いか注意を要する事案を指す概念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 利益相反、関係性注意事案への対応例 

 人口規模が小さく、福祉サービス提供事業者や権利擁護支援を担う関係者・団体等が少ない

過疎地域等においては、法人後見の受任にあたって利益相反や関係性の濫用に注意が必要な事

案等の発生が予想されます。 

事例１：法人後見を実施する市町村社協の理事や役員が、本人が入所予定である施設の社会福

祉法人の理事も担っている場合。 

《対応の工夫等》 

・法人後見を行う社協の業務執行権限のない理事が、本人が入所する施設の社会福祉法人の業

務執行権限のない理事を兼務している場合には、法律上の利益相反の問題はない。 

・社協の理事会で、「利益相反行為を踏まえた承認」を取っておくことが必要。 

・透明性を担保した運用を行うため、「社協理事と社会福祉法人理事の両方を担っている人が、

社協の法人後見部門の担当理事になることを避ける」、又は「法人外部のアドバイザーから後

見人等としての業務が適切か助言を受けて業務を行う」などの工夫が望まれる。 

・なお、社協の業務執行権限が与えられている理事（社会福祉法第 45 条の 16 第２項）が、

本人の入所先施設の社会福祉法人の代表理事又は業務執行権限を有する理事も兼任してい

る場合は、家庭裁判所の判断により受任が認められたとしても、後見監督人が選任される可

能性が高いものと思料。この場合、家庭裁判所に対し、兼任する理事が社協の法人後見を担

当しているかどうかなど業務の兼務状況や透明性を担保するための工夫等について丁寧に

説明する必要があると思料。 
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５）後見事務に関する保険の加入 都道府県社協 

法人後見を行うにあたっては、さまざまなリスクを想定して損害保険に加入しておくこと

が必要です。法人としては、事故がないよう細心の注意を払って業務を行える体制を整えま

すが、万が一の場合に備え、損害賠償に対応できるようにしておくことが求められます。ま

た、法人後見業務に携わる職員の業務上の怪我や感染症等罹患への対応、現金や貴重品等に

関する補償も含め、適切な保険への加入を検討します。  

事例 2 

 社協の貸付事業の利用者の法人後見の受任を検討する場合。 

《対応の工夫等》 

・市町村社協単独の貸付事業を行っている場合、貸付債権者と債務者が同一となる「法律上の

利益相反そのもの」に該当するため、そのままの受任は極めて困難と思料。 

・都道府県社協が行っている生活福祉資金（ただし債務者の生活支援は市町村社協へ委託され

ている）の場合も、利益相反関係（関係性注意事案）に該当していると考えられる。 

・透明性を担保するため、「貸付事業を行っている部門と法人後見を行っている部門を切り分

ける（兼務も行わない）」、「貸付事業からの請求への対応については、法人外部のアドバイ

ザーから後見人等としての業務として適切か、助言を受けながら業務を行う」といった工夫

をすることは考えられる。 

・もし、法人後見の受任が可能となった場合には、家庭裁判所への報告の際に債務を報告して

おくことが必要。後見監督人が選任された場合には、後見監督人への報告も求められる。 

 

事例 3 

 福祉サービスを提供している法人が社会福祉協議会に限られていたり、サービス提供してい

る民間事業所が少ない。そのような地域で自法人のサービス提供者の法人後見の受任を検討す

る場合。 

《対応の工夫等》 

例えば、以下の工夫によりサービスの透明性を担保して、家庭裁判所に説明することが考え

られる。 

・法人後見を担当する部門とサービス提供部門を切り分けて運営する 

・可能であれば、マネジメント業務を行うケアマネジャーや相談支援事業所は別法人が行う 

・分けられない場合には、法人外部のアドバイザーから後見人等としての業務として適切か、

助言を受けながら業務を行う 
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（４）財源の確保、事業収支 

 

１）財源の確保 都道府県行政、市町村行政 

法人後見では、長期に渡る安定的な実施体制が求められるため、活動財源の在り方を十

分検討する必要があります。 

財源の種類としては、後見報酬や成年後見制度利用支援事業の報酬助成の活用のほか、

行政からの財政支援、寄付等の独自財源などが考えられます。 

活動財源の確保に関しては、法人後見実施団体である都道府県社協と、その活動を支援

する都道府県がともに検討していくことが望まれるほか、この法人後見のしくみを活用す

る市町村行政の積極的な関与が期待されます。また、都道府県社協等が寄付金を集めてそ

れを活用することも考えられます。 

①後見報酬 

 家庭裁判所が、後見人等からの申立てに基づき、本人の財産の中から後見人等に報酬

を付与する審判をします。後見報酬の金額は、被後見人等の資力や後見の期間、後見事務

の内容等を考慮して家庭裁判所が決定します。 

 報酬を得られる事案が多ければ、法人後見の一つの財源となり得ますが、受任要件の

設定によっては、多くの後見報酬を見込むことが難しいことも考えられます。また、後見

報酬は事後報酬であるため、報酬付与の審判があるまでの間の財源確保も検討しておく

必要があります。 

 

②成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度利用支援事業には、市町村が成年後見の申立てに要する費用や、後見人

等の報酬の全部又は一部を市町村が助成するしくみがあります。財源は、地域支援事業

交付金（高齢者）、地域生活支援事業費等補助金（障害者）で予算化されています。 

 市町村によっては、助成対象を市町村長申立て事案に限るなど対応が異なる場合があ

りますが、都道府県社協による法人後見においても活用できるよう助成範囲の見直しを

しておくことが期待されます。また、本事業を推進する都道府県においては、市町村に対

して助成対象の拡大を働きかけるなどの働きかけも求められます。 

   

③寄付金等 

都道府県社協が寄付等を通じて多様な主体の権利擁護支援への参画や権利擁護支援に

対する地域住民や企業等の理解を促し、活動団体を支援する方策の一つとして取り組む

ことも有効と考えられます。 
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２）事業収支見込の作成 都道府県社協 

利用可能な財源と必要経費を検討し、事業運営に関する収支のシミュレーションを行いま

す。 

  

[1] 取組例のイメージ

都道府県社協

都道府県

基金等のしくみ

委託、補助

民間企業 地域住民 市町村社協 受任法人

○分配ルールの公表
○ルールに基づいた分配
○受領団体の公表

◎権利擁護支援

地域の権利擁護
支援活動の広報

寄付、遺贈等

権利擁護支援について社会課題の共有・
参画方法の提示・支援の柔軟性確保

本人

寄付等による多様な主体の参画を促す取組例 
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（５）法人後見を担う人材の育成 

 

１）人材育成研修等の実施 都道府県 

  都道府県は、地域の権利擁護支援体制の強化を図る観点から、法人後見実施団体の育成

方針を策定し、「法人後見実施のための研修」を定期的に開催したり、管内の法人後見実施

団体の連携強化、担当者のスキルアップ等を目的とした連絡会、研修会等の企画・運営に

取り組むことも期待されています。 

なお、人材養成研修については、カリキュラム内容を家庭裁判所と共有したり、講師と

して家庭裁判所にも協力を依頼するなど、家庭裁判所と連携・協力して実施することが望

まれます。 

 ※法人後見を担う人材育成については、厚生労働省の「成年後見制度法人後見支援事業・法人後見養

成研修事業」が活用できます。 

 

参考 都道府県による法人後見養成研修の推進について（令和５年２月９日事務連絡） 
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24 

 

（６）権利擁護支援の推進に向けた広報、普及啓発 

 

１）法人後見未実施の市町村社協、社会福祉法人等への広報、啓発活動 都道府県 

都道府県においては、権利擁護支援の担い手を幅広く確保するため、都道府県社協等と

連携して、法人後見未実施の市町村社協や社会福祉法人等を対象に、法人後見の実施に向

けた広報・啓発活動を展開することが望まれます。 

 

２）地域福祉や権利擁護支援の担い手となる市民後見人等養成の拡充 市町村 都道府県 

市町村においては、都道府県社協や市町村社協等と連携を図り、地域福祉や権利擁護支

援の重要な担い手となる市民後見人等の養成拡充を図ることが望まれます。 

また都道府県においては、権利擁護支援の担い手育成の取組の推進を図る各市町村への

支援に取り組むことが望まれます。 
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Ⅲ．法人後見の実務 

１．後見人等の職務 

 

 後見人等は、成年被後見人等（以下「本人」といいます。）の生活、療養看護及び財産の管

理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活

の状況に配慮しなければなりません。（民法 858条）。 

 

（１）後見人等の主な職務 

 

  具体的には，(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと，(2)

本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことが主な仕事となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「裁判手続 家事事件 Q&A」（https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi58） 

 

 

  

成年後見人への就任
◆ 家庭裁判所の審判により選任され、成年後見人
に就任します。

本人の生活への配慮

◆ 成年後見人に選任されると、まず最初に、本人の財産や収入を把握し、医療費や
税金などの決まった支出を見積もります。その上で、中長期的な見通しに立って、
療養看護の計画と収支の予定を立てます。
◆ 必要に応じて、本人のために、介護サービス利用契約、診療契約、施設の入退所
契約などの法律行為を行います。

本人の財産の管理

◆ 成年後見人を選任する審判が確定した後、１か月以内に、本人の財産を調査して、
「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出します。
◆ その後、本人の財産を他人の財産と混在させたりしないように注意しつつ、本人
のために財産を管理します。適切な管理を行うために、収入や支出についてきちん
と金銭出納帳に記録し、領収書等の資料を保管しておきます。（預貯金の流用など
財産の管理が不適切である場合には、成年後見人を解任されたり、民事・刑事上の
責任を問われることもあります。）

家庭裁判所による監督

◆ 家庭裁判所は、本人の利益がきちんと守られるよ
うに、定期的に又は随時、本人の財産の管理状況な
どについて報告を求めたり調査をします。これを
「後見監督」と言います。
◆ 成年後見人は、後見監督に備えて、日ごろから、
自分の仕事ぶりについて報告できるようにしておき
ます。

成年後見人としての役割の終了 ◆ 本人が亡くなったときなどに終了します。
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１）身上保護 

  身上保護とは、本人の日常生活の維持や社会参加を支援するために必要な金銭管理や見

守りを行ったり、介護や療養等に必要なサービスの手配等を行うことです。後見人等の職

務は、あくまでも身上保護に関する「法律行為（又はこれに付随する行為）」を行うことで

あり、介護労働等の事実行為の負担までを要求するわけではありません。 

  身上保護の主な内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
 

出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（新潟県・新潟県社会福祉協議会、令和 2 年 3 月改訂版） 

後見人等は、これらの事項に関して、契約の締結、契約内容の履行状況の監視、費用の支

払い、契約の解除等の事務を行います。なお、契約の履行状況に何らかの問題がある場合

には、契約先の事業者等に対して改善を求めたり、場合によっては市町村や関係機関に苦

情申出等を行い、本人が不利益を被る状況を速やかに改善する必要があります。 

また、必要に応じて生活保護の申請をしたり、介護保険における要介護認定に対する異

議申立てを行うなどの、一部の公法上の行為も後見人等の職務です。 

 

２）財産管理 

  財産管理とは本人の財産を適正に管理することで主な内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（新潟県・新潟県社会福祉協議会、令和 2 年 3 月改訂版） 

また、財産管理能力が十分ではないため本人が単独で行った法律行為（売買契約など）

において、本人にとって不利益な結果をもたらす場合には、後見人等はその売買契約につ

いての取消を行うことになります。この行為も重要な財産管理行為ですが、本人の意思を

尊重する観点から、取消権の行使には慎重な配慮が必要です。 

本人の居住用不動産（本人が現に居住している住居、又は将来、本人が帰住する際の住

居）について、売却・賃貸・増改築・抵当権設定などを行う場合には、家庭裁判所の事前許

可が必要となります。（本人が居住している借家について賃貸借契約を解除する場合も同様

です。） 

ア） 医療に関する事項（診療契約（入院含む）、医療費の支払等） 

イ） 住居の確保に関する事項（賃貸借契約、賃料の支払等） 

ウ） 施設の入退所及び処遇の監視・異議申し立て等に関する事項（施設契約、施設費支払等） 

エ） 介護・生活維持に関する事項（介護契約、生活保護申請、利用料支払等） 

オ） 教育・リハビリに関する事項 

カ） 本人の心身の状況に関する見守り 

ア） 印鑑や貯金通帳の保管・管理 

イ） 預金・株式等の金融資産の管理 

ウ） 不動産の維持・管理（固定資産税の支払を含む） 

エ） 保険金や年金などの受領 

オ） 必要な経費（公共料金など）の支出 

カ） 生活資金捻出のための動産及び不動産の処分 

キ） 「遺産分割協議」、「遺留分侵害額請求」などの法律行為 
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 なお、後見人等が本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を行うに当たっては、

「成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければな

らない」とされています（身上配慮義務、民法 858条）。 

 後見人等は、本人の生活や療養看護の事務を行うほか、本人の財産を専ら本人の利益のた

めに管理することが求められます。そのため、身上配慮義務を遂行するためには、本人の意

向に十分配慮し、本人をよく見守る活動が必要となります。本人の生活や身体の状況を把握

していない限り、その職務を適切に行うことはできません。 

 また、後見人等は、本人の生活状況や療養看護の状況、財産状況とともに本人の判断能力

の程度や希望する内容等も様々であることを考慮して、本人が十分に行えない自己決定権を

援助・補完するとともに、本人の生活の質の維持・向上に向けた判断を行いながら財産管理

を行う必要があります。 

 

３）家庭裁判所への報告 

後見人等に選任された場合、家庭裁判所が指定する期間内（1か月以内）に、本人の資産

や収入等の調査を行った上、「財産目録」及び「収支予定表」を作成し、内容を証明する資

料（預金通帳の写しなど）も添付して家庭裁判所に報告します（初回報告）。 

また、後見人等は、定期的に（通常は 1年に 1回程度）、家庭裁判所へ本人の生活状況や

財産状況について報告することにより、家庭裁判所の監督を受けることとなります。 

本人の死亡等により成年後見業務が終了した場合には、原則として終了時から 2 か月以

内に、家庭裁判所に対して後見業務期間中の管理計算報告を行います。 

  なお、これら家庭裁判所への報告は、法人後見を受任する都道府県社協が行います。 

 

（２）後見人等の職務ではない行為 

 

１）事実行為としての介護 

食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院等への付添いなどの行為をいいます。後見人等

は契約等の法律行為又はそれに付随する行為を行うものであり、本人に介護の必要が生じ

たときには介護保険やその他の制度を利用してヘルパー等の専門職に委ねます。 

 

２）身元保証人・身元引受人・入院保証人等になること 

  福祉施設の入所契約書には、身元保証人・身元引受人を連帯保証人としている場合があ

りますが、後見人等は「財産管理」の中で入所費用を支払い、「身上保護」の事務を行うこ

とが職務であり、これらへの就任は職務の範囲には含まれていません。 

  なお、本人の身元保証人等になりうる者がいない場合であっても、各福祉施設等の基準

省令や医師法によって正当な理由がなく入所や入院を拒んではならないとされており、身

元保証人を欠くことが入所や入院を拒む正当な理由には当たらないことに留意する必要が

あります。 

 

 

３）医療行為への同意（手術の同意書等への署名） 
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  医療行為とは、病気や怪我の診断・治療やその予防を目的とする行為であり、軽度の歯

科治療など比較的簡単なものから、手術や延命措置等広範囲に及びます。これら本人に対

する医療的行為の実施に対する判断は本人固有の一身専属性の強いもので、代理権の及ぶ

ものではないとされています。 

 

４）身分行為 

  婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁、遺言等の身分上の行為は、本人の自由な意思に

基づくことが求められる一身専属性の強い行為であり、後見人等が代理してこれらを行う

ことはできません。 

 

（３）本人の死後の事務について 

 本人の死亡により、後見人等の職務は終了となります。 

死後事務に関することは原則として相続人、又は死後事務委任契約に基づく受任者が行

います。しかし、相続人がこれを行うことが困難な場合もあり、本人死亡後の一定の事務

を後見人等が担うことを周囲から期待され、これを拒むことが困難な場合もあります。 

成年後見人は相続人が相続財産を管理できるまでの間、相続財産の管理及び火葬・埋葬

に関する契約の締結等といった一定の範囲内の事務を行うことができ、それを行うための

要件が明確にされています。 
 

参考 後見人等の職務範囲のめやす 

 後見人等ができること 
後見人等がすべきではないこと 

本来はやらないこと 

財

産

管

理 

 

・預貯金通帳、印鑑の管理 

・収支の管理（預貯金の管理、年金・給料の受
取り、公共料金・税金の支払い等） 

・不動産の管理、処分 

・遺産分割 

・本人が不利益な契約を結んでしまった場合
の取消等 

・利殖等を目的とした資産運用 

・財産の贈与 

・親族や第三者が支払うべき費用の立替、又は支払いと
いった本人の利益にならない費用の支払い 

・本人の利益にならない債務保証・財産放棄 

・日用品の購入など日常生活に関する行為に対する同
意権、取消権の行使等 

身

上

の 

保

護 

 

・日常生活の見守り 

・本人の住居の賃貸借契約の締結、費用の支
払い 

・健康診断等の受診、治療や入院等に対する
契約の締結、費用の支払い 

・福祉施設の入退所に関する契約の締結、費
用の支払い 

・介護保険制度や障害者総合支援法のサービ
ス利用契約、サービス内容の確認、見守り 

・教育・リハビリに関する契約の締結、費用の
支払い等 

・買い物や通院同行などの事実行為 

・医療行為に対する決定及び同意（生命、身体に危険を
及ぼす可能性のある検査、治療行為などをいい、投
薬、注射、輸血、放射線治療、手術など） 

・入院や施設入所の際の身元保証人・身元引受人 

・健康診断の受診、入院や施設への入所、介護、教育、
リハビリ等を本人の意思に反して強制的に行うこと 

・遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚など、一身専属的
な行為 

・居住する場所の指定（居所指定権） 

・本人の死後の事務（葬儀・相続）等 

出典：「市町村社協における法人後見業務の手引き-第 3 版-」（平成 31年 3 月、社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会）より作成 
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２．法人後見受任の準備 

 

 都道府県社協に法人後見の受任に関する相談等が寄せられた際には、市町村社協等と協働

して本人の意思確認や関連情報の収集・整理を行います。 

 

（１）行政・中核機関・家庭裁判所からの相談等受付 

法人後見の受任に関して、行政や中核機関等からの相談や、家庭裁判所からの受任可否

の照会を受け付けます。 

 

 

 

 
 
     ※上記枠内の「都道府県社協の事務」「市町村社協等の事務」は役割分担の一例として示すものであり、

個別事案や地域の実情に応じて内容は変化すると考えられます。以下、同じ。 

 

（２）情報収集 

行政や中核機関等からの相談の場合には、本人を訪問して面談したり、ケース検討会議

に参加して関係者から話を聞くなどして、本人の制度利用や生活に関する意向、生活状況

や課題、親族関係、財産等の状況を確認し、受任の適否の検討に必要な情報を収集します。 

なお、家庭裁判所からの照会の場合には、本人状況の確認方法について家庭裁判所と調

整を図ったうえで行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）法人内部協議 

作成したフェイスシートや法人後見実施要綱等に基づき、法人内部で受任の適否につい

て協議を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

《役割分担の例》 

【都道府県社協の事務】 

・対象者の状況等について、相談者から詳細を確認します。 

・市町村社協等に連絡し、情報収集等の協力を得ておきます。 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等から寄せられた情報を整理します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人と面談して制度利用の意向を確認します。本人の意向確認が難しい場合でも、必

要な後見事務を見定めるため、本人と面会を行い心身の状態や生活状況等を確認しま

す。 

・申立人に面談して本人の生活や財産、親族等の状況に関する情報を収集します。 

・フェイスシートを作成し、都道府県社協と共有します。 

【都道府県社協の事務】 

・フェイスシートをもとに、法人後見担当部門で受任の適否を検討します。 

・また、法人後見運営委員会の開催にむけた準備を行います。 

・市町村社協等には、法人後見業務受託の検討を依頼します。 

【市町村社協等の事務】 

・担当部門において法人後見業務の受託の可否を検討します。 
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（４）法人後見運営委員会での審査 

法人後見運営委員会において、法人内部での協議内容をもとに法人後見受任の適否につ

いて審査を行います。 

 

 

 

 

 

（５）法人後見受任の意向決定 

法人後見運営委員会において法人後見の受任が決定した場合、相談者である行政や中核

機関にその旨を通知します。 

  家庭裁判所からの照会の場合は、受任承諾の有無を回答し、受任を承諾する場合には、

家庭裁判所が求める資料（候補者事情説明書、法人登記事項証明書等）を提出します。提

出資料の詳細は家庭裁判所の指示に従います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・本人のフェイスシートや市町村社協等による法人後見業務受託の可否等を含め、法人

後見運営委員会に諮り、受任の適否の審査を受けます。 

 

【都道府県社協の事務】 

・法人後見受任の適否を相談者に連絡します。 

・家庭裁判所からの照会の場合は、受任承諾の有無を回答します。受任を承諾する場合に

は、関連資料の提出をあわせて行います。 
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３．具体的な後見業務の内容と役割分担の例 

（１）受任直後の業務 ～後見人等として活動するための手続き 

  

主な業務 内容 主な役割分担の例 

1）対応方針検討
会議の開催 

専門職アドバイザーから助言を受けながら、事

案に応じた業務内容と役割分担を確認 
【都道府県社協】 

対応方針検討会議で業務内容や役割分担を確認 

【市町村社協等】 

対応方針検討会議への出席、役割分担の検討 

2）登記事項証明
書等の取得 

諸手続を行う際に必要な登記事項証明書
等を取得 
①審判書の受領、審判確定の確認 

②登記事項証明書の取得 

【都道府県社協】 

登記事項証明書等の取得手続き 

3）本人や関係者
との面談、情
報収集等 

本人や関係者に面談して就任の挨拶と必要な

情報収集を実施 

①本人との面談（後見人等就任の説明、各種情

報収集） 

②申立人等への後見人等就任の報告 

③介護・福祉・医療サービス提供者への後見人

等就任の周知 

【都道府県社協】 

本人や申立人等との面談 

【市町村社協等】 

本人や申立人等との面談に同席 

サービス提供者等への挨拶等 

4）財産の占有確
保、財産状況
の調査 

本人の財産の引き渡しを受け、各種財産状況を

調査 

①財産の占有確保 

②不動産の調査 

③預貯金の調査 

④債務の調査 

【都道府県社協】 

本人財産の受領 

日常的に利用する物品等を市町村社協等へ引き

渡し 

財産調査を実施 

【市町村社協等】 

日常的に利用する通帳等の受領 

財産調査の実施 

5）関係機関等へ
の届出、各種
手続き 

関係機関等への就任届と通知等郵送先の変更

届等の提出 

①金融機関への届出 

②市町村窓口での後見人等の就任届、変更届 

③年金事務所への後見人等の就任届、変更届 

④保険会社、証券会社等への後見人等の就任届 

⑤その他必要な事業者への後見人等の就任届 

⑥郵便物の取り扱い 

【都道府県社協】 

金融機関等への届出事務 

※郵便物の転送については、専門職アドバイザー

を交えて検討。必要があれば家庭裁判所に申立て 

【市町村社協等】 

市町村窓口への届出事務 

事業者等への届出事務 

6）後見計画案の
作成 

後見計画案の作成 

①本人の意思や収支に基づく後見計画案作成 

②申請可能な年金や給付、減免等の確認 

③日常的金銭管理以外の財産管理の方針案 

④（負債）支払い必要性の確認と返済計画案 

⑤権利擁護支援チームとの方針決定会議 

⑥本人への後見計画の説明 

【都道府県社協】 

専門職アドバイザー、市町村社協等を交えて検討 

→収入確保、日常的金銭管理以外の財産管理方

法、債務支払い等を含む後見計画案を検討 

必要な申請等の実施（市町村社協等と役割分担） 

【市町村社協等】 

対応方針検討会議への参加 

必要な申請等の実施（都道府県社協と役割分担） 

本人の権利擁護支援チームとの後見方針の確認 

本人への説明 等 

7）家庭裁判所へ
の初回報告 

家庭裁判所に初回報告する書類等の作成 

①財産目録の作成 

②後見事務計画・年間収支予定表の作成 

③添付書類の作成 

④家庭裁判所への報告 

【都道府県社協】 

各種書類（案）の作成 

専門職アドバイザー、市町村社協等を交えて提出

書類等を確認 

家庭裁判所への初回報告 

【市町村社協等】 

各種書類（案）の作成、添付資料等の整備 
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１）対応方針検討会議  

◎後見人等に就任した直後や本人死亡等による後見事務終了時、業務遂行上何らかの困

難が生じて重要な判断が必要になった場合などに、専門職アドバイザーの助言を得な

がら後見人等として行うべき業務内容や具体的な役割分担等について検討する会議

を開催します。 

 

 

《対応方針検討会議の開催主催》 

 都道府県社協法人後見担当者 

《参加者》 

 都道府県社協法人後見担当者、市町村社協等法人後見担当者、専門職アドバイザー等 

《開催が必要な場面》 

 ・就任直後（行うべき業務内容や調査実施方法の確認、担当者の選定等） 

 ・対応に困難が生じた場合（例：相続が発生したとき、訴訟対応、本人や関係機関から

の苦情対応など） 

 ・本人死亡時（行うべき業務内容や手続き等の確認、担当者の選定等） 

 ・その他、必要に応じて開催 
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２）登記事項証明書等の取得  

①審判書の受領及び審判確定の確認 

◎審判確定の状況等を確認します。 

後見開始・後見人等選任の審判がなされると、審判書が家庭裁判所から送付されます。

審判が確定するのは、審判書が申立人、本人及び後見人等に告知（審判書が受領）され

てから２週間後になります。 

審判が確定しないと記録の謄写などをすることができないため、家庭裁判所に確定期

日を確認します。 

審判確定日から後見業務が始まります。登記事項証明書は、審判確定後 2～3週間後で

なければ入手できないため、虐待案件や財産保全などで緊急に支援が必要なときは、家

庭裁判所に審判確定証明書を申請して受領します。 

 

②登記事項証明書の取得 

◎登記事項証明書は諸手続を行う際に必要となるため、法務局で申請し必要部数を入手

します。 

成年後見登記は、後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成さ

れたときなどに、家庭裁判所又は公証人の嘱託によって登記されます。 

登記事項証明書の交付申請は、東京法務局後見登録課（郵送対応）または管轄の法務

局・地方法務局の本局の戸籍課（窓口のみ）で行います。支局・出張所では取り扱って

いないため、注意が必要です。 

申請を行えるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人等、後見監督人、任意後見

受任者、任意後見人、任意後見監督人です。 

取得費用は、本人の財産から支出しますが、金融機関に届け出を行うまで（代理権設

定前）は払戻ができないため、法人が一時的に立て替えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・緊急性の高い事案の場合、家庭裁判所に審判確定証明書を申請します。 

・登記事項証明書は、様々な場面で提示が求められることが多いため、法人で 1部保管し

ておきます。提出を求められた場合は原本を提示し、その場で写しを取ってもらうよう

調整することが望ましいでしょう。 

・金融機関では、証明書の有効期限をチェックされることもあるので、注意が必要です

（発行後 3か月以内のものを求められる場合が多い）。 



34 

 

３）本人や関係者との面談、情報収集等 

①本人との面談（後見人等就任の説明、各種情報収集） 

◎本人の居所を訪問して、後見人等就任に関する説明を行います。また、本人の心身や

生活の状況、今後の生活意向、親族の状況、財産の状況、必要となる支援内容等を確

認します。 

本人との面談は、都道府県社協及び市町村社協等の法人後見担当者が本人を訪問して

行います。 

本人との面談を行うにあたり、家庭裁判所で申立書等の本人に関する諸記録を閲覧（必

要があれば謄写）します。事前に担当書記官と打ち合わせた上で申請を行います。 

また、あらかじめ申立人から情報提供をしてもらうこともあります。 

なお、後見事務に法人後見支援員（市民後見人養成講座修了者等）が参画する場合、本

人や関係者と面談を行う際には、必要に応じて法人後見支援員も立ち会います。 

 

②申立人等への後見人等就任の報告 

◎本人の情報を最も多く有していると思われる申立人や親族に対して、後見人等就任の

報告を行います。また、後見事務の適正かつ円滑な遂行のための協力を依頼し、本人

の生活状況や必要となる支援内容を確認します。 

申立人や親族等への就任報告は、必要に応じて面談形式で行います。また、就任報告は

市町村社協等の法人後見担当者が行い、必要に応じて都道府県社協法人後見担当者や法

人後見支援員の同席を依頼します。 

申立人や親族等が行っていた支援内容等に関する聞き取りを行い、今後の役割分担を

確認します。 

本人の後見計画作成後、具体的な支援内容の説明とあわせて就任報告を行うこともあ

ります。 

 

③介護・福祉・医療サービス提供者への後見人等就任の周知 

◎本人が利用している介護・福祉・医療サービス事業者に対して、後見人等就任の報告

を行います。また、必要に応じて通知等の郵送先変更を依頼します。 

介護・福祉・医療サービス事業者等には、市町村社協等の法人後見担当者が中心となっ

て周知、連絡を行います。必要に応じて都道府県社協法人後見担当者、市町村社協等法人

後見支援員の同席を依頼して行います。 

サービス提供事業者から、本人に対して提供している介護・福祉・医療サービスの内容

を確認して、本人の心身の状況や生活状況等について聞き取りを行い、今後の役割分担

を確認します。 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・本人との面談を行い情報を収集します。必要に応じて関係者の面談にも同席します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人や申立人、関係者と面談を行い、必要な情報を収集します。 

・面談の日程調整等は、本人に身近な市町村社協等が行います。 
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  本人や申立人、介護等サービス事業者と面談する際に、必要な情報の収集を行います。 

  主な項目は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「市町村社協による法人後見業務の手引き－第 3 版－」（平成 31 年 3 月、埼玉県社会福祉協議会） 

 

  

《本人、申立者や親族、介護・福祉・医療サービス事業者等からの主な聞き取り事項》 

〔財産管理〕 

• 財産の管理に関する状況 

• 金融機関との取引に関する状況 

• 定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する状況 

※財産目録の作成のため、収入及び支出について、金額の分かる書類（年金振込通知や各

種領収書等）があれば収受しておきます。 

• 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する状況 

• 証書等の保管及び各種手続きに関する状況 

• 相続に関する事項 

〔身上保護〕 

• これまでの支援に関する状況（地域包括支援センターや民生委員等による見守り等） 

• 福祉サービス、生活関連サービスの受給に関する契約、費用の支払い、その他社会保障制

度の利用状況 

• 福祉施設等の入退所に関する契約、支払いの状況 

• 住居に関する契約、支払いの状況 

• 医療の受診状況や必要性、通院介助等の状況や費用の支払い状況 

• 親族等協力者の状況 
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４）財産の占有確保、財産状況の調査 

①財産の占有確保 

◎預貯金通帳や権利証、実印や証書等の占有を確保します。 

申立てにあたって添付されている財産目録から把握できる預貯金通帳や有価証券、権

利証、保険等証書、賃貸借契約書、その他財産に関する資料、印鑑等は、これまで財産管

理をしていた人から引き渡しを受けます。 

引き渡しを拒否された場合は、後見業務について理解が得られるように丁寧に説明す

ることが必要です。それでも難しい場合には、必要に応じて家庭裁判所に連絡し、年金

等が振り込まれる通帳の再発行等で対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②不動産の調査 

◎不動産の所有権、抵当権等の権利関係を把握します。 

法務局で全部事項証明書を取得し、現在の状況を把握します。 

全部事項証明書の取得に際して地番を確認する方法として、①登記済証（権利証）又

は登記識別情報に記載されている不動産の表示を確認する、②固定資産税納付書で確認

する等の方法があります。 

固定資産税の納税証明証や固定資産の評価証明書も入手します。 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・管理物件を本人等から引き継いだ場合は、「管理物引受書」を作成し、交付します。 

・これまで財産管理をしていた人から引き渡しを受ける場合は、本人や関係機関職員等同席

のもとで「管理物引受書」を交付し、財産管理をしていた人からは「管理物引渡書」を収

受します。 

・本人の自宅で財産を捜索する場合は、できるだけ本人同席のもと複数職員で対応します。 

・法人内で保管する財産については、「保管物管理票」を作成し、預かり日、保管場所（社

協内の金庫又は貸金庫）を明記し、保管物の状況をいつでも確認できるようにしておく必

要があります。また、保管物は定期的に複数の職員で確認します。 

・日常的金銭管理に使用する通帳等は、業務委託先の市町村社協等で保管し、定期預金など

の使用頻度の低いものは貸金庫で保管します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人の日常的な生活費や医療・福祉サービス等の支払いを行うための通帳等ついて 「保管

物管理票」を作成し、法人内で管理します。 

【都道府県社協の事務】 

・法務局で全部事項証明書を取得します。 

・本人等に面談する際に、固定資産税の納税証明証や固定資産の評価証明書を入手します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人等の面談に同席します。 
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③預貯金の調査 

◎金融機関へ後見人等就任の届出をする際にあわせて調査を行います。 

普通預金がある金融機関で残高証明書の発行を依頼し、定期預金など他の預金や貸金

庫の有無を確認します。（郵便局では、ゆうちょ銀行以外にかんぽ生命保険への加入の有

無や国債の保有状況も確認します。） 

また、本人や親族等関係者に確認したり、自宅を調査して未確認の通帳や現金の有無

を確認します。自宅を調査する場合は複数名で対応します。（郵便物として、定期預金の

自動更新や年次利息報告、証券会社からの資産運用報告、生命保険会社からの契約内容

のお知らせ等が届いていることもあるため、郵便物の確認も重要です。） 

確定申告をしている場合は、税務署で過去の申告書を閲覧します。 

通帳の記載を確認して、収入や支出内容を確認します。例えば、判明している金融機

関の口座に年金が振り込まれていない場合は、年金事務所で振込先の口座を確認します。

また、第三者による不正な払戻しが懸念される金融機関の口座については、取引履歴を

入手します。 

 

 

 

 

 

 

 

④債務の調査 

◎本人や家族等からの聞き取りの他、督促状や預金通帳の支払い欄の記載で確認します。 

借金などのマイナスの財産（消極財産）も調査する必要があります。 

消極財産は、本人や家族等からの聞き取りのほか督促状や預金通帳の支払欄の記載に

よって確認することができます。不明な自動引落しがあれば金融機関に照会して相手方

を特定して内容を確認するとともに、必要な書類は後見人等宛に送付を依頼します。 

督促状等で債権者を確認できた場合は、債権者に問い合わせの上で通知を出して、負

債内容や返済状況を確認します。消費者被害の場合もあるため、対応に迷った場合には

専門職アドバイザーに相談します。また、家庭裁判所等に連絡することも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・本人や関係者に面談する際に債務の状況等を聞き取ります。 

・預貯金通帳での不明な引落しや督促状等が確認できた場合は、相手方を特定して負債内容

等を確認します。 

・消費者被害が疑われる場合には、必要に応じて家庭裁判所に連絡するとともに、専門職ア

ドバイザーに相談して適切な対応を図ります。 

【市町村社協等の事務】 

・本人等の面談に同席し、都道府県社協とともに債務の調査を行います。 

 

【都道府県社協の事務】 

・本人等に面談する際に預貯金通帳等の確認を行ったり、金融機関に届出をする際に残高証

明書の発行を依頼して、本人の預貯金について調査します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人等の面談に同席し、都道府県社協とともに預貯金の調査を行います。 
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５）関係機関等への届出、各種手続き 

①金融機関への届け出 

◎本人が口座を開設している金融機関に後見人等の選任の届出、代理人届等を行います。

（後見人等が金融機関との取引について代理権を有し、代理人届が必要な場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※預貯金等の管理方法 

   預貯金等の管理については、下記事項に留意して対応することが必要です。金融機関

で必要な手続きを行います。 

《預貯金口座の名義》 

預貯金口座は、名義を本人の名前又は「本人名＋後見人等の立場＋後見人等の名前」と

します。 

《新規口座の開設》 

新たに本人名義の預貯金口座を開設する必要が生じた場合は、金融機関と調整の上、

手続きを行います。 

《複数の預貯金口座がある場合》 

本人が複数の金融機関口座を保有している場合、管理に労力を要します。小口の預貯

金はできる限り口座をまとめ、頻繁な預け替えは避けます。 

《金融機関への提出や提示が想定される主な書類》 

ア）各金融機関で用意している届出書類（成年後見制度に関する届出、印鑑票等） 

イ）成年後見登記事項証明書 

 ※原則、登記事項証明書が必要です。緊急な支援が必要なときは審判書謄本及び確定証明書

を家庭裁判所に申請して入手し提出しますが、事後に登記事項証明書の提出を求められる

場合がほとんどです。 

ウ）本人の本人確認書類、通帳、証書、届印、キャッシュカード等 

エ）法人登記簿謄本（現在事項証明書） 

オ）印鑑証明書 

カ）手続きを行う職員の身分証明書（顔写真付の職員証など） 

※法人の公印も必要になります。詳細については、各金融機関に事前に確認します。 

【都道府県社協の事務】 

・事前に金融機関に確認して必要な手続きを行います。 

・また、市町村社協等法人後見担当者や法人後見支援員が金融機関等での事務手続きを行う

ため、事務担当者として届出を行う必要があります。詳細については、各金融機関に事前

に確認し、必要な対応を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・市町村社協等で保管する本人の通帳や届出印等を用意し、手続きに同行します。 

・払い出しを行う際、金融機関で担当者の身分証明書の提示が求められることがあるため、

法人後見担当者であることを示した身分証明書を作成し、携帯します。 
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《日常的な金銭管理》 

医療・福祉サービス等の継続利用や臨時の支出に備え、一定の金額を普通預貯金や現

金として管理し、当面支出しない金額は定期預金にする等の検討もします。 

日常的に使用する普通預貯金の通帳は、リスクを回避するために預入額に一定の上限

を設けることが適当です。 

 

②市町村窓口での後見人等の就任届、変更届 

◎市町村の健康保険、介護保険、障害福祉、住民税、固定資産税・都市計画税等の各窓

口で後見人等就任の届出を行い、通知等の郵送先変更手続きを行います。 

  後見人等に就任した際には、市町村の関係窓口に就任届を行い、必要に応じて書類送

付先の変更届の手続きを行います。この手続きは、市町村社協等が担うことが効率的で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《市町村の窓口への届出》 

ア）健康保険の窓口 

後期高齢者医療又は国民健康保険の被保険者証および保険料納付書や手続書類等について、

必要に応じて送付先変更の手続きを行います。 

イ）介護保険 

介護保険の被保険者証および保険料納付書や手続書類等について、必要に応じて送付先変更

の手続きを行います。 

ウ）障害福祉 

利用している福祉サービス等に関する手続書類等について、必要に応じて送付先変更の手続

きを行います。 

エ）住民税 

住民税が非課税となる世帯かどうかを確認します。課税対象となる場合には代理人の届出等

をして、必要に応じて納税通知書等の送付先変更の手続きを行います。 

オ）固定資産税・都市計画税の窓口 

固定資産税と都市計画税は、毎年 1 月 1 日現在で、市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税

台帳、家屋補充課税台帳等）又は登記記録（登記簿）等に、所有者として登録されている人に対

して課税されます。本人が土地や建物を所有している場合には課税されていますので、代理人の

届出等をして、必要に応じて納税通知書等の送付先変更の手続きを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・市町村窓口での後見人等の就任届を行い、必要に応じて各種送付物の送付先変更届けの手続

きを行います。 
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③年金事務所への後見人等の就任届、変更届 

◎年金事務所に後見人等就任の届出を行い、通知等の郵送先変更を依頼します。 

国民年金および厚生年金については、年金事務所に「年金受給権者通知書等送付先・

支払機関・口座名義変更申出害」および「住民基本台帳による住所の更新停止（解除）

申出書」を提出します。 

郵送で提出する場合は、年金事務所から必要書類を取り寄せ、所定の事項を記入した

後、登記事項証明書の原本と一緒に送ります。共済年金も同様の手続が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《すべての手続きに必要な書類》 

 受給権者（本人）の後見人等であることを証明する以下の書類（いずれも申出書の提出日から

6 か月以内に発行されたもの）のうち、いずれか 1 つ 

・法務局が発行する「登記事項証明書」（原本） 

・後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」（コピー可）および「審判

確定証明書」（原本） 

《通知書等の送付先を変更する場合》 

 通知書送付先住所を確認できる書類（例） 

・法人の登記事項証明書 等 

《受給権者の住民票住所を変更する場合》 

 住民票（原本）※各種証明書の記載から住民票住所が確認できない場合 

《年金の受取機関又は口座名義を変更する場合》 

 カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳又はキャッシュ

カード（コピー可）等 

・申出書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。 

・公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取機関の通帳等

のコピーの添付は不要。 

 なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、

再度、申出書の提出が必要。 

・年金の受取口座を財産管理が認められている後見人等の管理する口座に変更する場合、口座名

義に年金受給権者の氏名が含まれていることが必要。 

 

出典：日本年金機構ホームページ をもとに作成 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421-13.html#cmskokennin 

 

【都道府県社協の事務】 

・必要書類を取得し、郵送により手続きを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・必要に応じて事務を担当します。 
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④保険会社、証券会社等への後見人等の就任届 

◎本人が生命保険会社や損害保険会社、証券会社等との契約がある場合は、それぞれ後

見人等の就任の連絡を行い、必要な手続関係書類を送ってもらい、手続を行います。 

 

 

 

 

⑤その他必要な事業者への後見人等の就任届 

◎家主や管理会社（賃貸の場合）、電気・ガス・水道等のライフライン、携帯電話等、必

要な事業者への就任を連絡し、必要な手続きを行います。 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・保険会社や証券会社等に連絡し、必要な手続きを行います。 

 

【市町村社協等の事務】 

・家主やライフライン等、本人が契約する事業者へ連絡し、必要な手続きを行います。 
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⑥郵便物の取り扱い 

◎本人宛ての郵便物には後見業務の遂行に必要なものもあるため、必要に応じて郵便物

の管理を行います。 

郵便物の管理は、本人の居所で行うことが原則です。また、本人宛の郵便物の開封は、

本人の了解のもとに行うことが原則です。 

本人が一時的に入院・入所している場合は、必要に応じて都道府県社協又は市町村等

社協への転送の手続きを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・郵便物の取り扱いについては、本人の通信の秘密という人権に関わるため、専門職アドバ

イザーや市町村社協等担当者を交えて検討します。 

・まずは本人や親族、本人を支援する関係者等に協力を依頼するなどして郵便物等の内容を把

握することができないかを検討し、それが困難な場合には、家庭裁判所に郵便物の転送嘱

託の審判の申立てを行います。 

転送嘱託の審判の申立てが必要と考えられる場合 

・本人宛の郵便物等の中には、本人の財産や債務に関するもの（株式の配当通知や外貨預金の入

出金明細、クレジットカードの利用明細等）があることが考えられ、本人が郵便物等を適切に

管理することができない場合、その財産が損なわれるおそれがあります。 

・成年後見人が本人の財産状況を正確に把握し、適切な財産管理を行うことができるようにする

ため、平成 28 年の法改正では成年後見人が本人宛の郵便物の回送を受けることができること

となりました。一方で、これは本人の通信の秘密（憲法 21 条 2 項後段）を制約するものです。

また、通常は 6 か月間の郵便物等の回送を受ければ本人の財産に関する郵便物等はほぼ把握

できると考えられることから、嘱託の期間は 6 か月を超えることはできないとされました。 

・配達の嘱託の必要性があるのは、成年後見人が任意の方法では本人宛の郵便物等の内容を把握

することができず、後見事務に支障がある場合となり、次のような場合が考えられます。 

●本人が独居で自ら郵便物等を管理することができず、その管理や成年後見人への引渡し等

について親族等の協力も得られない場合 

●本人は施設入所中で自ら郵便物等を管理することができず、施設の方針により郵便物等の

管理や成年後見人への引渡し等について施設の協力が得られない場合 

●本人は親族と同居しているが、自ら郵便物等を管理することができず、その親族について

も、後見制度への無理解や成年後見人に対する反発等により、郵便物等の管理や成年後見

人への引渡し等について協力が得られない場合 等 

出典：『実務 成年後見法』（松原・浦木,2020 年 1 月,勁草書房）より作成 
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６）後見計画案の作成 

①本人意思や確認した収支に基づく後見計画案の作成 

◎本人の生活及び財産の管理について、本人の意思を確認したうえで後見計画案を作成

します。本人の意思確認が困難な場合には、本人の支援者で構成される権利擁護支援

チームで検討し、本人の意向等を反映するためのプロセスを踏むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

後見計画案を作成する際には、本人の心身の状況や今後の見通し、生活状況や療養看

護の現状を把握し、今後の生活や療養等に関する本人の意向を確認します。また、現在

の収支状況も踏まえて、本人の意向を尊重した支援計画を立案します。 

本人の意思確認が困難な場合には、本人が自らの意思を形成し表明しやすくなるため

の環境を整備して本人や支援チームメンバーを交えたミーティングを行い、本人の今後

の生活の希望等を確認するプロセスを経ることが重要です。 

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」（2020年、意思決定支援ワーキン

グ・グループ）をもとに、本人の意思決定支援に取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」（2020 年 10 月 30 日、意思決定支援ワーキン

グ・グループ） 

〇権利擁護支援チームとは、権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身

近な親族等や地域、保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本

人の意思及び選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみです。 

〇既存の福祉・医療等のサービス調整や支援を行う体制に、必要に応じ、法律・福祉の専門職

や後見人等、意思決定に寄り添う人などが加わり、適切に本人の権利擁護が図られるように

します。 

意思決定支援及び代行決定のプロセスの原則 

(1) 意思決定支援の基本原則 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移

ってはならない。 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断し

てはならない。 

(2) 代行決定への移行場面・代行決定の基本原則 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場合には、代

行決定に移行するが、その場合であっても、後見人等は、まずは、明確な根拠に基づき合理

的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動することを基本とする。 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見

過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好

を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採らなければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を

先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範

囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第１原則に戻り、意思

決定能力の推定から始めなければならない。 
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出典：厚生労働省資料「権利擁護支援の地域連携ネットワークについて」（令和 5 年 6 月 30 日 第 168 回市町村

職員を対象とするセミナー） 

  

（参考）意思決定支援の基本原則等
～ 意思決定支援のプロセスと環境等の整備 ～

意思の形成への支援

適切な情報、環境、認識の下で、意思が形成
されることを支援します。

意思を決定するためには、その内容についての適切な
情報が必要となります。

意思の表明の支援

形成された意思を適切に表明・表出すること
を支援します。

心の中で決めていても、それを表明・表出するには、
適切な環境が必要となります。

意思の実現の支援

本人の意思を日常生活・社会生活に反映する
ことを支援します。

表明された本人の意思を実現し、生活に反映すること
の支援です。

本人の意思を尊重する態度、本人
が安心できるような態度、本人と
の間の信頼関係、関係性への心配
りが必要となります。

本人のこと、特性、適切なコミュニケーションの
取り方をよく知ることが求められます。

①本人を知ること、②疾患や障害の特性を知ること、③コミュ
ニケーションの特性を知ること④コミュニケーション手法の選
択が重要になります。

信頼関係の構築 人的・物的環境整備

物理的環境や時間帯によっても、本人の意思決定は
影響を受けます。

なるべく本人が慣れた場所で、本人
が一番力を発揮できる時間帯で意思
決定支援を行うことが望まれます。

周囲の人の態度や関係によって、本人の意思決定
は影響を受けます。

意思決定を支援する際には、本人の意思決定能力を適切に評価しながら、以下のプロセスを踏むことが重要。

メニューから注文し
ようとしても、メ
ニューが読めなけれ
ば選べない

メニューが読めた
としても食べたこ
とがない料理を選
ぶことは難しい。

決断を迫る態度で支
援者が接すると、本
人は心からの希望を
表現しにくい。

本人の以前の発言の責
任を問う態度で支援者
が接すると、心からの
希望を表明しにくい。

本人の意思が無視されたり
否定されたりすることが続
くと、意思形成、意思表明
の意欲は弱まる

（参考）本人を知るためのアプローチ

○定期的な面談等により、本人とよくコミュニケーションをとる。

○周囲の支援者から、本人にとって最適なコニュニケーション方法及び
本人の過去、現在について情報収集した上で、
本人がこれからどのように生活したいと考え
ているのか等について話し合う。

○本人の表情、感情に関する記録、生活史、
人間関係、価値観や健康観の情報から、本人
の好き嫌い等を知ることができる。

考えを邪魔するよ
うな働きかけがあ
ると決めることは
むずかしい

本人の表明した意思
に疑問や迷いがある
と考えられる場合は、
意思形成プロセスを
振り返り、再度確認

意思実現のプロセスにお
いても本人がその能力を
最大現に活用して参加す
ることがエンパワメント
となる。

本人のこと、特性、適切なコミュニケーションの
取り方をよく知ることが求められます。

意思決定支援の主な要素

早く決めて！

前と違う！
食べたい
(自分で作
りたい)
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②申請可能な年金や給付、減免等の確認 

◎本人が受けられる年金や給付、減免等の漏れがないかを確認し、必要に応じて申請手

続きを行います。 

本人の収支の状況を把握し、必要に応じて生活保護や年金受給等の申請を行います。 

１か月の介護サービス費用や医療費の自己負担額が高額になった場合には、高額介護

サービス費の支給申請、高額療養費支給申請等を行います。 

また、介護サービス費用や医療費は、本人が住民税の非課税世帯などの場合は、入所・

入院時等に自己負担額が軽減される制度もあります。市町村の担当窓口に確認し、要件

を満たしている場合は申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③日常的金銭管理以外の財産管理の方針案 

◎日常生活に必要な預貯金以外の定期預金や有価証券等の管理方法を確認します。 

   定期預金や株式等の有価証券等がある場合には、貸金庫での保管が適切と考えられま

す。 

   また、日常的に使用する普通預貯金口座に一定額以上の金額がある場合にも、当面支

出しない金額については定期預金等にするなど管理方法を検討します。 

   なお、家庭裁判所から後見制度支援信託・後見制度支援預貯金※の指示がある場合もあ

ります。 

※後見制度支援信託・後見制度支援預貯金については、次頁参照。 

 

   本人が保有している有価証券等についても、安全に保管する必要があります。有価証

券等の内容を十分に確認するとともに、その保管方法について家庭裁判所に報告するこ

とも必要です。 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーや市町村社協等を交えた対応方針検討会議において、申請可能

な年金や給付、減免等の有無を確認します。 

【市町村社協等の事務】 

・申請可能な年金や給付、減免等がある場合、生活保護の申請を行う場合は、市町村窓

口等で必要な手続きを行います。 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーや市町村社協等を交えた対応方針検討会議において、日常的に

使用しない定期預金や有価証券等の管理方法を検討します。 

・必要に応じて、金融機関等に手続きを行います。 
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《後見制度支援信託・後見制度支援預貯金》 

成年後見人に適切に財産を管理するための一つの選択肢として、後見制度支援信託又

は後見制度支援預貯金の利用を検討する場合があります。 

この仕組は、日常的に使用しない金銭を金融機関で信託財産又は特別な預貯金として

管理するものです。成年後見人は日常的に必要な金銭を管理することになり、財産管理

の負担が軽減されるとともに、家庭裁判所への報告も容易になるメリットがあります。 

※後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金は、成年後見と未成年後見において利用す

ることができます。補助、保佐及び任意後見では利用できません。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金 

出典：厚生労働省 成年後見はやわかり 

https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/

guardianship_system_support_trust/ 

※ご本人のために急に多額の金銭が必要となることもありますので、家庭裁判所では、指示書を迅速に発行するように配慮しています。 

後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の仕組や手続の流れ 
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④（負債）支払い必要性の確認と返済計画案 

◎本人に負債がある場合、契約書や証書等の有無、内容等を十分に確認し、支払いの必

要性や返済計画について検討します。 

   本人が第三者に対して債務を負っている場合もあります。後見人等としては、遅延損

害金が生じないよう遅滞なく支払う必要がありますが、本当に本人が債務を負っている

のかどうか十分確認する必要があります。 

   例えば、本人が経済的に困っていた時期に親族等から証書もつくらず受け取った金銭

など、贈与なのか貸金なのか、法律的な趣旨が曖昧なものもあります。そのため、相手

方が金融機関以外で、証書等が残っていない場合には、本人が本当に債務を負っている

のかどうか十分な確認と、専門職アドバイザーや市町村社協等を交えた検討が必要です。 

   本人の債務を証明する証書や契約書等が確認できた場合には、相手方に負債残高を確

認し、返済計画を検討します。 

 

 

 

 

 

⑤権利擁護支援チームとの方針決定会議 

◎本人の生活をサポートする支援チームメンバーで、本人の意思及び選好、価値観を尊

重した支援方針の確認を行います。 

本人の日常生活をサポートしている権利擁護支援チームのケース会議に参加し、本人

の生活や療養看護の状況や支援チームメンバーが把握している本人の意向等も確認し、

収支の状況も考慮して本人の身上保護に係る方針を検討します。 

 

 

 

 

 

 

⑥本人への後見計画の説明 

◎本人に対して後見計画案を説明します。 

本人に面会して、収支の状況や預貯金の管理方法、本人が所持する現金額、年金や給

付、減免手続き等の申請、介護サービス等の説明を行い、可能な限り承諾を得ます。本人

の意思を尊重しながら進めることが重要です。 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーや市町村社協等を交えて債務の状況を確認し、支払いの必要性

を確認するための方策を検討します。 

・相手方に契約書や本人の返済残高等、必要な情報を確認します。 

・支払が必要な場合には、返済計画を検討します。 

 

・ 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・受任当初は、市町村社協等法人後見担当者とともにケース会議に参加し、市町村社

協等を支援します。 

【市町村社協等の事務】 

・ケース会議に参加して可能な範囲で支援チームメンバーと情報共有を行うとともに、

本人への支援方針を確認します。 

・ 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等法人後見担当者とともに本人への説明に同席します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人と面談し、後見計画の説明を行います。 

 

 



48 

 

７）家庭裁判所への初回報告 

①財産目録の作成 

◎後見人等は、本人の財産を調査し、財産目録を作成する必要があります。財産目録は、

後見人等に選任されてから１か月以内に作成し、家庭裁判所に提出します。 

資産（積極的財産）の場合、種類、数量、価格、所在、収益の有無とその程度、管理状

況などを記入します。共有財産については共有者の氏名も記入します。 

負債（消極的財産）の場合、その債務残高・債権者名及び弁済期限等を明らかにします。 

未整理の相続財産がある場合は、その推定相続額を記載します。 

財産目録を１か月以内に提出することが難しい場合には、家庭裁判所に作成期間の伸

長の申立てを行います。 

   ※各家庭裁判所に確認のうえ、所定の様式で作成します。 

 

②後見事務計画・年間収支予定表の作成 

◎本人の生活や財産等の状況を把握し、今後の生活の見通しを立てるとともに、身上保

護及び財産管理について、後見事務計画を立てます。 

 本人や権利擁護支援チームと確認した後見計画案をもとに作成します。 

《後見事務計画》 

本人の生活については、心身の状況や今後の見通し、生活の状況や療養看護として行

っていることを記載します。 

財産の管理については、本人の意向を確認したうえで今後の生活や治療、福祉サービ

ス等の費用等の見通し、財産管理に関する方針等について記載します。 

《年間収支予定表》 

支出額を予定するには、通帳等の出金状況などでこれまでの支出状況を確認し、それ

らの支出が今後も必要か、新たに必要になるものはないか等の点から検討します。 

収支予定は「年間収支予定表」を作成します。必要に応じて「月額収支予定表」を作成

します。 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーや市町村社協等担当者を交えて、初回報告の作成方針や役割分担を定

めて対応します。 

・提出に必要な日常的に使用しない預貯金や有価証券の取引残高、不動産の全部事項証明書

等の書類を準備します。 

【市町村社協等の事務】 

・後見事務計画、年間収支予定表など、本人の日常生活支援に係る書類を作成します。 

・提出に必要な日常的に使用する預貯金通帳等、各種サービスの領収書、納税通知書等のコピ

ーを用意します。 
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③添付書類の作成 

◎家庭裁判所に初回報告をする際の添付書類を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック（Ｑ＆Ａ付き）」（令和 4 年 4 月、東京家庭裁判所後見センター、

東京家庭裁判所立川支部後見係）より 

 

④家庭裁判所への報告 

◎書類を整理して、家庭裁判所に初回報告を行います。 

 

 

 

 

 

  

【必ず提出する書類】 

 ア 普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金等 

  (ｱ) 申立時から現在までの残高が記載されたすべての頁の通帳のコピー 

  (ｲ) 通帳が発行されない口座の場合には、金融機関又はインターネットから入手した通帳に

代わる書面 

 イ 定期預金 

  (ｱ) 通帳又は証書のコピー 

  (ｲ) 初回報告直近時点における残高証明書（ただし、申立時に提出されている場合を除く。） 

 ウ ゆうちょ銀行の定期・定額貯金 

  (ｱ) 通帳又は証書のコピー 

  (ｲ) 初回報告直近時点における元利金額等証明書（内訳書）（ただし、申立時に提出されてい

る場合を除く。） 

【申立時に未提出又は申立時と内容に変化があった場合にだけ提出する書類】 

 ア 有価証券（株式、投資信託、国債、外貨預金など）：証券会社や金融機関が発行した取引残

高が確認できる報告書等のコピー 

 イ 不動産、保険：不動産の全部事項証明書（登記簿謄本）、保険証券のコピー 

 ウ その他の資産（貸金債権、出資金など）：借用書などの資料のコピー 

【年間収支予定表の参考資料（例）】 

 ① 年金額通知書のコピー 

 ② 施設費などの領収書のコピー 

 ③ 納税通知書のコピー 

 ④ 定期的な支出として負債を返済している場合はその資料のコピー 

【都道府県社協の事務】 

・家庭裁判所への初回報告資料案を作成した段階で専門職アドバイザーに確認を依頼し、必

要な対応を図ります。 

・書類が整った段階で、家庭裁判所に初回報告を行います。 

・提出する報告のコピーをとり、記録として保存します。 



50 

 

（２）定例的な業務 日常生活支援 

 

主な業務 内容 主な役割分担の例 

1）本人や支援者
等との面談 

定期的に本人や支援者等と面談し、本人の
生活や療養看護の状況を確認 

①本人との面談 

②サービス担当者会議等への出席 

③活動記録の作成 

【都道府県社協】 

必要に応じて、市町村社協等をサポート 

【市町村社協等】 

本人と定期的に面談し生活状況を確認 

サービス担当者会議に、本人とともに出席し、

必要に応じて本人の意向を代弁 

活動記録の作成 

2）見守り、緊急
時対応の体
制 

関係者や近隣住民等の協力を得て、本人を
見守る体制や緊急時の体制を構築 
①見守り体制 

②夜間や緊急時の対応 

【都道府県社協】 

緊急時の連絡体制や対応方針を関係者と共有 

【市町村社協等】 

緊急時の連絡体制や対応方針を関係者と共有 

3）預貯金、日常
生活費等の
管理 

日常生活に必要な預貯金や現金の適切な
管理 

①預貯金の管理 

②現金出納帳の作成 

③定期的な収入の受領 

④定期的な経費等の支払い、生活費等受け渡し 

⑤税金の申告等に関する手続き 

⑥定期的な報告と監督の実施 

【都道府県社協】 

定期預金、有価証券等は貸金庫で管理 

定期報告の確認、定期監査の実施、法人後見運

営委員会への報告 

【市町村社協等】 

日常的に使用する預貯金通帳等は法人内の金

庫で管理 

現金出納帳の作成 

定期的な収入受領の確認、支出の管理（領収書

等の保管を含む） 

法人内部での定期チェック、都道府県社協への

定期報告の実施 

4）不動産の管理 

（必要に応じて）本人の居住用不動産の処
分、リフォーム等の手配 
①居住用不動産の処分 

②住居のリフォーム等の手配 

③居住用ではない不動産の管理 

【都道府県社協】 

専門職アドバイザーを交えて検討 

居住用不動産の処分については、家庭裁判所に

連絡して処分許可の申立てを実施 

【市町村社協等】 

本人の身体状況や生活状況、財産状況を踏まえ

て居住用不動産の処分やリフォームの必要性

を検討し、都道府県社協・専門職アドバイザー

に相談 

5）医療に関する
事務 

（必要に応じて）医療に関する契約、通院
や入院中の見守り、退院・転院の支援等 
①診療契約（入院含む）の締結 

②健康診断等の受診結果、治療方針の説明 

③通院や入院中必要な物品の準備 

④見守り 

⑤退院や転院に関する支援 

【都道府県社協】 

市町村社協等からの連絡を受けて、必要な契約

行為を実施 

【市町村社協等】 

本人の意向を尊重した診療契約の判断 

治療方針等の説明への立会、本人の理解支援 

通院手段や入院生活に必要な物品の確保 

入院中の定期訪問による見守り等 

退院時の医療費払い、退院・転院する際の送迎

サービス等の確保 

6）介護・福祉サ
ービスの利
用 

（必要に応じて）本人に必要な福祉サービ
ス等の利用手続きと履行状況の確認 
①介護保険、障害福祉サービス等の契約 

②介護サービス等利用・解約・変更手続き等 

③保健福祉施設への入退所申請・手続き 

④保健福祉施設への入所時の対応 

⑤介護・福祉サービス等の履行状況の確認 

【都道府県社協】 

福祉サービスの利用契約・解約・変更手続き 

利益相反や関係性注意事案が疑われる場合は、

法人後見運営委員会に諮り対応方針を検討 

家庭裁判所に連絡、必要に応じ後見監督人選任

の申立てを実施 

【市町村社協等】 

サービス利用に関する本人意向を確認 

施設入所時の支援、定期訪問による見守り 

サービス履行状況の確認、必要に応じ改善申立 
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主な業務 内容 主な役割分担の例 

7）必要に応じて
実施する業
務 

（必要に応じて実施する事務） 

①本人意思に基づく臨時の契約や支出 

②親族との連絡 

③家庭裁判所への連絡・上申 

 

【都道府県社協】 

本人の生活や財産に大きな変化が伴う場合は

家庭裁判所に連絡、必要があれば各種申立てを

実施 

【市町村社協等】 

社会活動への参加機会の確保 

親族との連絡（後見制度の理解促進、関係づく

り） 

8）臨時で起こる
可能性があ
る業務 

（必要に応じて実施する事務） 

①緊急受診・入院 

②行政やサービス事業者へ苦情申立て 

③相続等の発生 

④債務の発覚とその対応 

⑤住民票の異動 

⑥株式等有価証券の処分 

⑦保険請求等 

⑧訴訟提起・対応 

⑨特別代理人、後見監督人が必要となった場合

の手続き 

【都道府県社協】 

苦情申立て、相続、債務の発覚、有価証券等の

処分等、対応が必要な場合には、専門職アドバ

イザーを交えて検討 

訴訟対応、本人や支援者からの苦情等が発生し

た場合は運営委員会で検討 

必要に応じて家庭裁判所に連絡 

【市町村社協等】 

本人の意向を確認して、都道府県社協や専門

職アドバイザーに伝達 

9）頼れる親族が
いない場合
の死後の事
務に備えた
業務 

本人の人生の最終段階や死後に備えた対
応 
①本人の意思確認 

②墓地等の確認 

 

【都道府県社協】 

緊急時に備えて本人の意向を把握 

【市町村社協等】 

延命治療、死後の墓地の有無、埋葬等に関する

本人の意向を確認 

親族がいる場合、親族の意向も確認 

親族による死後事務実施の可否も確認 

10）家庭裁判所
への定期報
告（年１回） 

家庭裁判所への定期報告 
①後見事務報告書の作成 

②財産目録作成 

③添付書類作成 

④報酬付与審判申立て 

 

【都道府県社協】 

専門職アドバイザーを交えて報告書類を確認 

家庭裁判所への定期報告 

報酬付与審判の申立て 

【市町村社協等】 

後見事務報告書や財産目録の報告案（担当業務

部分）の作成 

預貯金通帳や現金出納帳の写し等、報告に必要

な書類を整理 
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１）本人や支援者等との面談 

①本人との面談 

◎定期的に本人と面談を行い、生活や療養看護の状況を確認します。また、生活や利用

しているサービス等に関する本人の意向を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サービス担当者会議等への出席 

◎本人を支援するサービス担当者会議等に出席して本人の意向を代弁します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

③活動記録の作成 

◎本人やサービス提供事業者等と面談した際、サービス担当者会議等へ出席した際には

活動記録を作成し、面談の結果や支援方針に関する検討結果等を記録しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等から本人の生活状況等の報告を受け、対応が必要な場合は専門職アドバイザー

を交えて対応方針を検討し、必要に応じて市町村社協等による対応を支援します。 

【市町村社協等の事務】 

・定期的に本人の居所を訪問して本人と面談し生活等の状態を確認します。 

・本人の身体や生活状況に変化が生じていたり、何らかの対応が必要と考えられる場合には、

都道府県社協や支援チーム等の関係者に連絡して対応方針の検討を行います。 

・なお、緊急的な対応が必要と判断される場合（心身の状態の大きな変化、虐待や消費者被害

等の疑い等）には、都道府県社協や支援チーム等の関係者に連絡を取って早急な対応を依

頼します。 

・本人から生活や利用サービス等に対する希望等があった場合には、都道府県社協や支援チー

ム等の関係者と共有を図り、活動記録に記録しておきます。 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等から相談等が寄せられた場合、必要に応じてサービス担当者会議等にも出席

して市町村社協等担当者をサポートします。 

【市町村社協等の事務】 

・サービス担当者会議等に本人とともに出席し、本人の意向を必要に応じて代弁します。 

・支援者間で意見が分かれた場合には、後見人等としての対応を都道府県社協に相談します。 

 

【都道府県社協の事務】 

・定期報告において活動内容を確認し、必要な指示を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・後見人等として活動した際には、活動記録を作成します。 

・活動記録は、他の書類とともに定期的に市町村社協等内の法人後見業務責任者、都道府県社

協に報告します。 
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２）見守り、緊急時対応の体制 

①在宅での見守り体制 

◎本人の居所を定期的に訪問したり電話連絡等を行い、本人の生活状況を確認します。 

居所を訪問した際には、本人の生活状況や健康状態、住居の状況等を確認します。 

また、支援チーム等の関係者、民生委員や近隣住民等にも、可能な範囲で本人の生活

状況の見守りを依頼します。 

②夜間や緊急時の対応 

◎親族や支援チームメンバー等の関係者と協議し、緊急時における連絡体制や対応方針

を定めておきます。 

 

 

 

 

 

 

  

【市町村社協等の事務】 

・親族や支援チーム等の関係者に面会したり連絡する際には、後見人等の連絡先を伝えま

す。なお、関係者に伝える後見人等の連絡先は、都道府県社協と相談のうえで決定しま

す。 

・緊急連絡先は、平日日中の時間帯は法人の連絡先を、休日や夜間には法人で契約してい

る携帯電話を連絡先とすることが考えられます。 

・なお、緊急的な連絡を受けた場合でも、夜間など即時に対応することが難しいこともあ

ることをあらかじめ伝えておきます。 
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３）預貯金、日常生活費等の管理 

①預貯金の管理 

◎本人が日常生活をするうえで必要となる医療費や福祉サービス利用料等の支払い、生

活費等の管理を行うため、預貯金を管理します。 

 口座名義の変更、新規口座の開設、複数の口座がある場合の整理など、預貯金を管理す

るうえで必要と考えられる場合は、金融機関で手続きを行います。 

《日常的な金銭管理》 

 日常的な金銭管理を行うための預貯金通帳は、預入額に一定の上限を設けたうえで本

人に身近な市町村社協等で管理します。 

また、現金で管理する必要がある場合には、本人の日常生活を維持するために必要な

範囲内にとどめます。 

《日常的には使用しない預貯金》 

定期預金の通帳等は貸金庫で管理します。 

《株式等の資産は保存的に管理する》 

本人の財産管理は、安全確実な資金運用を基本とし、株式投資、商品取引、利息を目的

とした個人的な貸付などは絶対に避けます。 

安全確実な運用という面から、預金保険制度（ペイオフ）にも注意します。 

本人が保有している有価証券等についても、安全に保管する必要があります。有価証

券等の内容を十分に確認するとともに、その保管方法について家庭裁判所に報告するこ

とも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・金融機関に後見人等就任の届出を行う際に、通帳の名義変更や整理等の事務を行います。 

・定期預金や株式等有価証券については、貸金庫で管理します。 

・本人の生活費が不足したり、臨時の支出等が発生して日常的に使用する預貯金や現金では

不足する場合には、専門職アドバイザーを交えて対応方針を検討します。財産管理の状況

については、家庭裁判所に報告します。 

【市町村社協等の事務】 

・日常的に使用する預貯金通帳等について、法人内の金庫で管理します。 
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②現金出納帳の作成 

◎現金収入があった場合、預貯金を引き出して現金化した場合、現金で支出した場合に、

その出入りを記帳します。 

現金での管理は様々なリスクがあるため、本人の金銭は必ず預貯金口座で保管し、支

出については可能な限り口座から自動引落する手続きを行います。 

やむを得ず現金を保管する場合は数万円程度にとどめ、現金出納帳に計上します。 

なお、現金出納帳は必要に応じて家庭裁判所から提出を求められることがありますの

で、取引を行った際には速やかに記録しておきます。 

《現金出納帳に計上する収入》 

本人の預貯金口座から引き出した現金、現金で受け取った生活保護費などの現金です。

預貯金口座に直接入金される金銭等は計上しません。 

《現金出納帳に計上する支出》 

上記の現金の使途を記載します。預貯金口座からの自動引落や振込は計上しません。 

《支出した費用の領収書等》 

必ず、使途の裏付けとなる領収書等の資料を保管します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」（Ｑ＆Ａ付き）」（令和 4 年 4 月、東京家庭裁判

所後見センター、東京家庭裁判所立川支部後見係）より抜粋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等から定期的に報告を受け、現金出納帳の確認を行います。 

・支出に関して相談が寄せられた場合には、専門職アドバイザーを交えて対応方針を検討

します。 

【市町村社協等の事務】 

・現金による収入や支出が発生した場合は、速やかに現金出納帳に記録し、その都度法人

後見業務責任者等に確認してもらいます。 

・なお、後見人等には善管注意義務が課せられており、本人の財産を適切に管理保存して

守る義務があります。そのため、支出に際しては、①支出の必要性、②本人の財産状態

からその支出が社会常識的な見地から相当であるかを検討する必要があります。 

・本人の財産からの支出に際しては、上記要件を確認の上、判断に迷った場合には都道府

県社協や専門職アドバイザーに相談して、対応を検討します。 
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③定期的な収入の受領 

◎振込等、確実に収入が確保できる方策をとり、またその金額が適正かどうか定期的に

通帳に記帳・確認します。 

本人の収入を確保するため、適宜生活保護や年金受給の申請を行うとともに、必要な

届出（住所・支払期間変更届、収入申告書の提出等）を行います。 

また、介護サービス費や医療費の自己負担額を抑えるため、必要に応じて高額介護サ

ービス費支給申請や高額療養費支給申請などの手続きを行います。 

 

④定期的な経費等の支払い、生活費等の受け渡し 

◎定期的な費用（税金、福祉サービス利用料、公共料金、保険料、ローンの返済金等）や

医療費等の費用の支払いを行います。また、領収書等の証拠証票を保管します。 

費用の支払いに関しては、①口座振替、②振込払い、③現金払いの順で調整を行い、

確実に領収書等の証拠書類を収受しておきます。 

本人の食費や生活費等について、預貯金の入出金や現金出納帳の記入を行います。ま

た、領収書等証拠証票は、きちんと保管しておきます。 

 

 

 

 

 

【市町村社協等の事務】 

・本人に関する出納事務を適切に行い、支払業務終了後は「現金出納帳」に記録します。 

・本人に生活費を渡す場合、「現金授受簿」「後見業務実施記録票」に本人の受領自署や受領

印をもらいます。本人が自署できる場合は原則として本人に受取自署や受領印をもらいま

す。 

・トラブル回避のため、必要に応じて行政職員や民生委員等の中立的な立場の第三者かヘルパ

ー等に立ち会いを求め、上記書類に立会人として署名をもらいます。 
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出納事務の流れの例（市町村社協等） 

払戻請求書、振

込依頼書等の作

成 

・金融機関所定の払戻請求書、振込依頼書等に払戻金額等必要事項を記載のうえ、法人後

見担当者、出納管理責任者の決済を受ける。 

※決裁文書には、払戻金額、日時、理由を明記し、証票（請求書）や払戻請求書等を添付

して確認を受ける。 

※都道府県社協の委任状が必要な場合は、決済文書の写しを都道府県社協に送付し、委任

状作成を依頼する。 

日常的な金銭管

理の預貯金通帳

の取り出し 

・日常的な金銭管理を行う通帳の持ち出し決済を受け、通帳届出印を押印した払戻請求書

等とともに法人後見担当者に渡す。 

※通帳等を保存する金庫の開閉は、通帳の出し入れの都度、管理物件責任者が行う。 

預貯金の払戻や

諸経費支払いの

手続き 

・法人後見担当者は、通帳と払戻請求書等を持参して金融機関で払戻や支払い手続きを行

う。 

※市民後見人等の法人後見支援員が身上保護を担う場合は、当該支援員に通帳と払戻請求

書等を渡し、所定の手続きを依頼。 

払戻金の支払い

等 

・本人（或いはヘルパー、入所施設職員等）に生活費を渡す場合、「金銭授受簿」に必要

事項を記載し、受領者から受取のサイン（自筆）をしてもらう。 

・関係機関等への支払いを行う場合は、領収書等の証拠証票を受け取る。 

支払後の整理 ・支払い等完了後、現金出納帳に支払状況（日時、支払先、適用、残高等）の記入、領収

書等を整理する（法人後見支援員の場合は、法人後見担当者に整理した書類等を渡して

チェックを受ける）。 

・管理責任者は、通帳その他関係書類について確認し、再び通帳を金庫に保管する。 

チェック体制 ・通帳の残高や証拠証票の確認は、支払いの都度実施。 

・出納責任者等による 2 か月に 1 回以上の定期的な点検を行う。 

※都道府県社協は、定期報告（月次）のほか、6 か月毎に現地を訪問して定期監査を実施し、通帳等の
書類を確認。 

出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（令和 2 年 3 月改訂版、新潟県・新潟県社会福祉協議
会）をもとに作成 

 

⑤税金の申告等に関する手続き 

◎本人に不動産所得や譲渡所得等があり、納税義務が発生する場合には確定申告をする

ことが必要です。 

本人が年金収入以外に、一定金額以上の土地や家屋の貸付により得た不動産所得、不

動産や動産の売却により得た譲渡所得、保険の満期金や解約金、株式配当等の一時所得

等がある場合には、確定申告が必要になります。 

税理士に依頼する等して、必要な税務申告や納税手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

  

【市町村社協等の事務】 

・本人に、年金以外にも一定金額以上の収入（不動産所得、譲渡所得、一時所得等）があ

る場合には、必要な税務申告や納税手続きを依頼します。 

 

・ 
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⑥定期的な報告と監督の実施 

◎預貯金の入出金状況や現金出納帳への記載、領収書等の確認を都度行います。 

また、定期的に市町村社協等内の法人後見業務責任者が確認し、都道府県社協にも定

期報告を行います。 

  《市町村社協等内部の業務チェック》 

   法人後見業務を適切に実施するため、定期的な業務チェックの体制を整えます。 

業務を受託した市町村社協等では、後見人等の活動記録等から本人の状況を確認する

とともに、入出金等が発生した際には、その都度金額や領収書等を確認したり、法人後

見業務責任者が定期的に預貯金通帳や現金出納帳の記載内容、領収書等の確認作業を行

うことが必要です。 

なお、法人後見支援員が業務に従事している場合には、法人後見実務担当者が法人後

見支援員の実施した後見事務の内容確認を行います。 

   後見人等としての活動記録、預貯金口座や現金出納帳による入出金記録等は、定期的

に都道府県社協に報告します。報告頻度は 1か月程度が適当と考えられます。 

 

  《都道府県社協による業務チェック》 

   都道府県社協では下記の業務を行います。 

(1)市町村社協等からの定期報告内容を確認し、必要に応じて活動の指示を行う。 

(2)定期的（概ね 6か月毎）に現地を訪問し、市町村社協等法人後見担当者とともに本

人等に面会して健康状態や生活状況、意向等を確認するとともに、市町村社協等によ

る後見業務の実施状況の確認作業を行う（活動記録、預貯金通帳の現物、現金出納帳

等の確認）。 

本人の生活状況等の変化とともに、市町村社協等による後見事務に関する懸念等の

有無も確認し、必要に応じて専門職アドバイザーを交えた対応方針検討会議を開催

する。 

(3)法人後見運営委員会に対して、定期報告や定期監査結果の概要を整理して報告し、

必要な助言等を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等からの定期的な報告内容のチェックを行います。 

・定期的に現地を訪問し、本人に面会して健康状態や生活状況、意向等を確認します。

あわせて、市町村社協等による身上保護や日常的な金銭管理等の状況を確認するため

の監査を行います。なお、監査は 6か月毎の実施が適当と考えられます。 

・市町村社協等からの定期報告や定期監査の結果は、法人後見運営委員会に報告し、必

要に応じて対応に関する助言を受けます。 

【市町村社協等の事務】 

・定期的に法人後見業務責任者が本人の預貯金の出入金状況等を確認します。なお、法人

後見業務開始当初は、毎月確認を実施することが望まれます。 

・法人内での確認を経たのち、都道府県社協に定期報告を行います。 
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４）不動産の管理 

①居住用不動産の処分（売買、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定等） 

◎本人の居住用不動産を処分する場合には、法人後見運営委員会においても十分な検討

を行います。そのうえで、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てを行い、

許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得ずに行った処分行為は無効になり

ます。 

   居住用不動産の処分（売買、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定等）は、本人の心身や

生活面に大きな影響を与えるため、後見人等の権限が制限されています（民法 859 条の

3）。 

   居住用不動産を処分するには、本人のために処分する具体的な必要性が求められます。

例えば、本人の療養看護費用や施設入所費用、生活費等を捻出する必要がある場合、当

該不動産を維持するために多額の費用を要する場合、倒壊のおそれがある場合等が考え

られます。また、居住用不動産を処分するためには、処分した後の居所が確保されてい

ることや、自宅に対する本人の気持ちに配慮する必要性があること、売却する場合には

売却代金が相当であることが必要です。 

不動産の売買等は大きな金額が動くものですので、居住用でない場合であっても家庭

裁判所に報告することが大切です。 

※「居住用不動産」とは 

現在居住しているものに限らず、以前居住していた不動産や今後居住用として使用する見込みのある

ものや、施設からの帰省先も含みます。 

※「処分」とは 

   裁判所の許可が必要な「処分」には、売却、賃貸借契約、賃貸借契約の解約、抵当権の設定のほか、

これに準ずる行為（使用貸借、譲渡担保権・仮登記担保権・不動産質権の設定等）が含まれます。また、

建物を取り壊すことも含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・本人の居住用不動産の処分については、本人の生活や財産を大きく変更することにな

るため、十分な検討が必要です。処分の必要性、本人の生活や財産への影響等を整理

し、専門職アドバイザーを交えて対応方針を検討します。 

・処分が必要な場合には、家庭裁判所に連絡のうえ居住用不動産処分許可の申立てを行

います。 

・処分に関する契約手続きは都道府県社協が行いますが、必要となる資料等の準備は市

町村社協等と役割を分担して行います。 

・処分完了時には、家庭裁判所に事務報告書の提出が必要です。 

【市町村社協等の事務】 

・居住用不動産の処分の必要性、本人の意向（同意書）や心身面、生活面への影響、処分

後の居所確保の状況、売却する場合には業者からの契約書案や売却代金等に関する資

料等を準備します。 
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②住居のリフォーム等の手配 

◎本人の意思を尊重し、必要に応じて住居のリフォーム（増改築、修繕等）を行います。 

本人の居住用建物について、本人の転倒を防止するためにバリアフリー化したり、本

人が利用しやすいようにトイレや浴室等の改装等が必要となる場合があります。本人の

生活状況、身体状況、生活への支障や危険性、住居の安全性等の観点から増改築や修繕等

の必要性を検討します。 

なお、住居のリフォームに掛かる費用は多額となる場合が多いため、本人の財産に照

らして相当であり、支出しても今後の生活や療養看護に支障をきたさないようにする必

要があります。 

また、後日、多額の支出をしたことについて本人の親族とトラブルになることもある

ため、このような工事を計画する場合には、必要性と相当性を十分検討する必要があり

ます。必要事項を整理して、工事着工前に家庭裁判所に連絡することが適切です。 

《家庭裁判所への事前連絡》 

増改築や修繕等を行う場合、事前に家庭裁判所に下記事項を整理して連絡します。 

   ①工事内容、②工事の必要性、③費用見込額、④費用支出による本人の療養看護への

影響がないか、⑤親族の同意、⑥工事関係の資料（添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③居住用ではない不動産（土地や建物、山林等）の管理 

  ◎本人の意向を確認して管理します。 

   本人が居住用ではない土地や山林等を所有している場合、本人の意向を確認してそれ

らの保存行為を行います。 

ただし、本人の生活費や施設入所費、入院費、医療費等を捻出する必要性が生じた場合

には、その必要性や相当性を検討した上で当該不動産の処分を検討し、家庭裁判所にも

報告します。 

 

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーを含めた対応方針検討会議を開催し、市町村社協等で整理した事

項について確認し、必要に応じて対応の助言を行います。 

・資料添付のうえ、家庭裁判所にリフォーム工事の実施に関する事前連絡を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・本人の意向とともに身体状況や生活状況、住居の状況からリフォーム工事の必要性を

検討し、都道府県社協や専門職アドバイザーに相談します。 

・複数の業者にリフォーム工事の見積等を依頼します。 

・親族の意向もあわせて確認しておきます。 
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５）医療に関する事務 

①診療契約（入院含む）締結 

◎本人の意向を尊重しながら、本人の健康状況に応じた医療サービスが受けられるよう

必要な診療契約（入院含む）を行います。 

本人の意向を尊重しながら契約を判断します。本人に対して後見人等が医療受診等を

強制することはできませんが、必要があると判断した場合には、本人に十分事情を説明

して理解を求めます。 

なお、本人に必要な医療が円滑に実施されるよう、治療方針の決定に役立つような医

療状況（既往歴や服薬歴等）を本人や親族、関係者等から事前に収集して整理し、医療機

関に提供することも重要です。「おくすり手帳」も重要な医療情報ですので、適切な管理

が必要です。 

《入院時の緊急連絡先について》 

本人に親族等がいる場合には、誰が緊急連絡先となるか、親族や後見人等の間で確認し

ておく必要があります。 

なお、親族が緊急連絡先になった場合でも、後見人等は医療費の支払いや見守り等で

関わる必要があるため、緊急時対応終了後、本人の状況や治療経過等に関して後見人等

に連絡してもらうよう依頼しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健康診断等の受診結果、治療方針の説明 

◎受診結果や治療方針等の説明を受ける際には同席し、本人の意思決定を支援します。 

本人が担当医師等から受診結果や治療方針等の説明を受ける際には、後見人等（市町

村社協等の法人後見実務担当者）や本人が信頼する介護・福祉専門職等の同席を依頼し

ます。 

必要に応じて本人に分かりやすく説明したり、本人とのコミュニケーションを支援す

るサービス（筆記通訳の派遣依頼等）を手配して本人の理解を支援したり、本人が落ち着

ける環境を整える等の検討も行います。 

 

 

 

 

  

【市町村社協等の事務】 

・説明を受ける際は、本人の理解を支援するためにより良い環境やコミュニケーション

手段を検討します。 

・受けた説明内容やその際の本人の状況等は、活動記録に記載しておきます。 

 

【都道府県社協の事務】 

・医療機関と診療契約（入院含む）を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・説明を受ける際は、本人の理解を支援するためにより良い環境やコミュニケーション

手段を検討します。 

・受けた説明内容やその際の本人の状況等は、活動記録に記載しておきます。 
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③通院や入院中必要な物品の準備 

◎医療機関への通院手段や入院時の必要物品の確保については、必要に応じて有償サー

ビスを手配します。 

《通院手段》 

原則として、本人を法人公用車や法人後見実務担当者や法人後見支援員の自家用車等

に乗せて外出はしません。 

緊急時には救急車を呼び、必要に応じて同乗します。法人後見支援員が対応している

場合は、すぐ法人後見実務担当者に状況を報告します。 

必要であれば、移送サービスやガイドヘルパー等の利用を検討します。 

《入院中に必要な物品の準備》 

入院に際しては、病衣やタオル、洗面用具等の物品が必要となりますが、それらの物

品を後見人等が準備すること（事実行為）は後見人等の業務ではありません※。 

医療機関で購入や貸出ができる場合はそれを手配します。 

※後見人等の業務ではありませんが、必要に応じて対応している実態があります。 

 

 

 

 

 

 

④見守り 

◎定期的に本人や関係者と面会して、通院や入院における処置の状況を把握します。 

定期的に本人と面会して健康状態を確認するとともに、本人の治療への意向等につい

ても可能な限り把握するよう努めます。 

必要に応じて担当医師等にも本人の状態や今後の治療方針等を確認しておきます。 

なお、本人が入院中に、十分な医療を受けられていない、あるいは不当な身体拘束を

受けている状況等を確認した際には、本人の権利を擁護する立場から医療機関に改善の

申し入れを行うことが必要です。 

 

 

 

 

  

【市町村社協等の事務】 

・本人の通院手段を確保します。 

・入院にあたり必要な物品の手配も有償サービス等の利用を検討します。 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等から相談が寄せられた際には、専門職アドバイザーとともに対応を検討

します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人から治療等に対する意向を確認したり、病院関係者から本人の状態や生活の様子等

を確認します。 

・確認した内容は活動記録に記載しておきます。 

・医療機関のサービス内容に疑義が生じた場合は、都道府県社協や専門職アドバイザーに

も相談して、対応方針を検討します。 

 



63 

 

⑤退院や転院に関する支援 

◎退院・転院後に必要と思われるサービス等を確認します。 

本人の退院や転院に際して、本人にどのようなサービスが必要と考えられるのか、ど

のような選択肢があり得るのか、医療関係者から説明を受けます。 

また、入院費用の支払いを行うとともに、必要に応じて居室の明け渡しや転院・退院

の付き添い等を行うサービスを手配します。 

 

 

 

 

 

 

留意事項 

ｱ)医療行為に関する同意について 

後見人等は代理権に基づき、治療や入院に関する診療契約（入院含む）の締結、治療

等の状況確認および費用の支払いをすることはできますが、医的侵襲を伴う重要な個々

の医療行為（手術・輸血等、生命や身体を害する可能性のある検査・治療）について

は、本人に代わって同意する権限はありません。後見人等の同意ではなく、本人の意思

に基づいた医療の提供を求めるのが原則です。 

本人への医療行為に関しては、①本人の意思に基づくこと、②本人の意思が確認でき

ない場合は、本人を良く知る親族等による推定意思に基づくこと、③それも分からない

場合は、医療・ケアチームで最善の方針を決定し対応することが期待されています※。 

※「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（平成 30

年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）、「医療現場における成年

後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に基づく事例集 

https://www.mhlw.go.jp/content/000976428.pdf 

本人の親族がいる場合は、親族への連絡や情報提供を行い、関与を依頼します。ま

た、親族との役割分担や意見調整等も行います。 

親族がいない場合や親族の同意が得られない場合は、医療機関に後見人等の立場等を

説明して理解を求め、医療・ケアチームの判断で必要な措置をしてもらいます。 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」では、本人意思確認が困難な場合における後見人等に期待される役割が整理され

ています（p64）。医療関係者と協力して、後見人等としての役割を果たすことが求めら

れています。 

【市町村社協等の事務】 

・医療機関への入院費の支払いを行います。 

・退院・転院する際の付き添い等のサービスを確保します。 

・退院や転院の際には、医療関係者等からの説明内容や本人の意向等を含めて活動記録

に記載しておきます。 
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出典：「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（平成

30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）、「医療現場における成年

後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班）  

本人意思確認が困難な場合における成年後見人等に期待される役割 

 

契約の締結等 

＜必要な受診機会の確保・医療費の支払い＞ 

● 本人の健康状況に応じた医療サービスが受けられるよう、必要な診療契約を締結するととも

に、それに伴う診療費・入院費について、医療機関からの請求に応じて本人の資産の中から支

払いを行う。 
 

身上保護（適切な医療サービスの確保） 

＜本人の医療情報の整理＞ 

本人に必要な医療が円滑に実施されるよう、治療方針の決定に役立つような医療情報（例：既

往歴、服薬歴等）を本人の家族等から収集するとともに、集約された医療情報について主治医

を始めとする医療機関に提供する。また、医療機関から提供された本人の医療情報（おくすり

手帳等）を適切に管理する。 

※なお、本人の権利擁護の観点から、成年後見人等は本人に提供される医療の内容が適切かどうか確認す

るために医療機関に対して説明を求めることができると考えられます。このため、医療機関は成年後見

人等から求めがあった場合には適切に説明を行うことが求められます。 
 

本人意思の尊重 

＜本人が意思決定しやすい場の設定＞ 

● 医療についての説明を本人が理解しやすいよう、本人が信頼している介護福祉関係者等がいる

場合には、説明の場への同席の依頼を行う。 

● 成年後見人等が医療についての説明の場に同席し、本人に分かりやすい言葉で伝える等、本人

の理解を支援する。 

● その他必要に応じて本人とのコミュニケーションを支援するサービスを手配したり（例： 筆

記通訳者の派遣依頼など）、説明の場を本人の慣れ親しんだ環境に設定する等の検討を行う。 

＜本人意思を推定するための情報提供等＞ 

● 本人がどのような医療を受けたいと表出していたのか、何を好んでいたのか等本人の意思を推

定する際に材料となる個人情報を収集し、医療機関に対してその提供を行う。 

● 関係者の招集など本人意思を推測するためのカンファレンスの開催依頼を行うともに、成年後

見人等も多職種連携チームの一員として意思決定の場に参加する。 

＜退院後、利用可能なサービスについての情報提供＞ 

● 本人がどのような施設やサービスと契約しうるのか、財産状況も踏まえて主治医や医療機関に

説明する。 
 

その他 

＜親族への連絡・調整（親族 の関与の引き出し）＞ 

● 本人に親族がいる場合には、関わりの薄くなっていた親族への連絡、情報提供、関与を依頼す

るとともに、親族との役割分担を行い必要に応じて意見調整等も行う。 

＜緊急連絡先、入院中の必要な物品等の手配、死亡時の遺体・遺品の引き取り＞ 

● ①緊急連絡先、②入院計画書、③入院中に必要な物品の準備、④入院費等、⑤退院支援、⑥（死

亡時の）遺体・遺品の引き取り・葬儀等の業務について、医療機関やその他の関係者と連携し

ながら対応を行う。 
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ｲ）医療保護入院について 

医療保護入院については、精神保健指定医 1名の判定とともに、家族等（配偶者、親

権者、扶養義務者、後見人又は保佐人）のいずれかの者の同意が必要です（法 33条 1

項及び第 2項）。 

医療保護入院は、精神障害により医療及び保護のために入院が必要と認められる人に

対して、本人の同意を得ることなく入院させることができるという強制力を伴うもので

す。そのため、医療保護入院への同意は、本人の状況を踏まえて慎重に検討する必要が

あります。本人に配偶者や親権者、扶養義務者がいる場合には、それらの者と連絡をと

り同意可否の判断を依頼します。 

 ※法律上、「家族等」のうち誰か一人の同意があれば医療保護入院は可能です。 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーを交え、医療保護入院の同意の可否を慎重に検討します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人に家族等がいる場合は連絡を取り、同意可否の判断を依頼します。 

・連絡が取れる家族がいない又は協力が期待できない場合は、都道府県社協や専門職アド

バイザーに相談し、対応を協議します。 
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６）介護・福祉サービスの利用 

①介護保険、障害福祉サービス等の契約 

◎本人の意向を尊重しながら、生活を支えるために必要な介護・福祉サービス等の契約

を行います。 

本人がより快適な生活を送ることができるよう、必要に応じて介護保険や障害福祉等

の公的サービスの活用を検討します。 

本人の意思を尊重することが必要です。 

なお、社会資源が限られた地域では、後見人等の業務を受託している市町村社協等以

外に該当する介護・福祉サービスの提供事業者がいない（いても限られる等）状況も発

生することが予想されます。このような場合は、本人との利害関係に注意し、対応を慎

重に検討する必要があります（利益相反、関係性注意事案 詳しくは p17～18参照）。 

必要と考えられる介護・福祉サービス等が利用できない場合の本人の生活への影響等

も踏まえ、法人後見運営委員会で対応方針を検討します。家庭裁判所にも連絡し、必要

に応じて後見監督人の選任の申立ても行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・介護・福祉サービスの利用契約を行います。 

・利益相反関係、関係性注意事案に該当するおそれがある場合、法人後見運営委員会を

開催して対応方針を検討します。 

・家庭裁判所に連絡し、必要に応じて後見監督人の選任の申立てを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・本人の意思を確認したうえで、必要な介護・福祉サービスの利用手続きを行います。 
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②介護サービス等利用・解約・変更手続き等 

◎介護保険の認定調査時の立会いや認定通知への異議申立、ケアプラン作成時の立会い

やケアプランへの同意及び契約を行います。 

本人に介護サービスが必要と考えられる場合には、本人の意向を確認のうえで認定調

査に立ち会います。また、認定通知を確認し、必要に応じて異議申立を行います。 

介護支援専門員によるケアプラン作成時にも立ち会い、本人の意向を確認してケアプ

ランへの同意を行います。 

サービス利用後は、ケースカンファレンス等にも参加して本人に関する情報を関係者

で共有し、本人の意向を尊重して本人に必要なサービスの検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

③保健福祉施設への入退所申請・手続き 

◎本人の意向を確認し、本人にとって住居を変えることが適切かどうかを検討したうえ

で施設等の入退所申請・手続きを行います。 

施設入所手続きの際に、施設から身元引受人や保証人となることを求められることが

ありますが、これらは後見人等として行えません。なお、身元保証人等がいないことを

理由にサービス提供を拒否することは各施設の基準省令違反に該当します。 

施設入所の検討にあたっては、本人の生活の質の向上が図れるか、精神的に落ち着く

か等に配慮します。また、事前に下見をして居住環境や職員の勤務状況を確認します。

必要に応じて、本人が下見や体験入所（ショートステイ）を行えるよう調整します。 

なお、利益相反や関係性注意事案に該当するおそれがある場合は、法人後見運営委員

会で対応方針を検討します。家庭裁判所にも連絡し、必要に応じて後見監督人の選任の

申立ても行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・必要に応じて、サービスの利用・解約・変更契約を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・本人の意向を確認のうえ、必要と考えられる介護サービス利用に際しての立会いや手

続きを行います。 

 

【都道府県社協の事務】 

・施設入所に際しては、サービスの利用契約を行います。 

・利益相反関係、関係性注意事案に該当するおそれがある場合、法人後見運営委員会を

開催して対応方針を検討します。 

・家庭裁判所に連絡し、必要に応じて後見監督人の選任の申立てを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・施設入所に関する本人の意向を確認します。本人が施設入所を希望している場合に

は、候補となる施設について関係者に照会をかけ、下見をするなどして選定します。 

・入所施設決定後は、入所に向けて施設相談員等と打ち合わせを行い、居室環境づくり

やアクティビティ等に関する本人の選好等を伝えます。また、入所後に必要となる事

務手続きや費用等について確認しておきます。 
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④保健福祉施設等への入所時の対応 

◎送迎の手配などを行います。 

必要に応じて付き添い、施設側の説明を聞きます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤介護・福祉サービス等の履行状況の確認 

◎本人が施設等に入所していたり、定期的に利用しているサービス等がある場合、定期

的に施設等を訪問してサービス等の履行状況を確認します（記録の確認、サービス

提供状況の観察等） 

あらゆる機会や時間帯を捉えて、定期的に本人が入所している施設を訪問します。 

訪問時には本人の身体状態や生活状況等を確認するとともに、サービスに対する本人

の意向等を確認します。また、必要に応じて記録の閲覧を行い、サービス内容が適切か

どうかを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等からの定期報告等を確認し、本人へのサービス提供が適切に履行されて

いるか確認します。 

・本人に不適合・不利益な処遇がなされていた場合は、マネジメント担当者や市町村担

当窓口等と連携して本人への処遇改善を図ります。 

【市町村社協等の事務】 

・本人の日常的な支援を行う市町村社協等法人後見担当者は、支援の際に本人が身体的

にどのような状態にあるのか、サービスに過不足がないか等を確認します。 

・また、サービス提供スタッフに本人の様子を聞いたり、必要に応じて記録の確認も行

います。 

・サービス提供面で気づいたことがあれば、事業者に相談して改善を図ります。なお、

身体拘束や虐待など本人に不利益な処遇がなされていた場合には、都道府県社協に連

絡するとともに市町村担当窓口にも通報して本人への処遇改善を図ります。 

・確認した内容は活動記録に記録します。 

【市町村社協等の事務】 

・施設入所時の本人の送迎手段を確保します。 

・後見人等も本人に同行して、定期的に面会を行うことや施設職員から本人に関する情報

提供、記録閲覧等を依頼します。 
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７）必要に応じて実施する業務 

①本人意思に基づく臨時の契約や支出（外出・外食・旅行など） 

◎本人が外出や外食、旅行等を希望する場合には、本人の意思を尊重して機会の確保に

努め、本人の社会参加を積極的に支援します。 

本人の意思を尊重し、各種社会活動への参加機会を確保するために必要な準備や手続

きを行います。 

余暇活動以外でも、本人から教育や訓練、リハビリテーション等を受ける希望が寄せ

られた際には、必要となる情報収集を行い、本人や支援チーム等関係者で調整を図るな

ど、積極的な支援が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②親族との連絡 

  ◎本人に家族や親族がいる場合には、定期的に本人の生活状況を報告するなどして後見

人等に対する理解を図り、必要に応じて協力を仰ぎます。 

   本人に家族や親族がいる場合には、定期的に連絡を取り合い、本人の生活状況等を報

告するとともに、家族や親族等が有する本人に関する情報等を聞き取ります。 

   また、本人の意思決定支援やその他の支援に関与してもらえるような働きかけを行いま

す。後見人等の権限の範囲を超える事項に関しては、家族や親族に相談できるような関係づ

くりを意識することが重要です。 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等から相談が寄せられた際には、専門職アドバイザーを含めて対応方針を

検討します。また、必要となる契約行為を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・本人から、余暇活動や教育等への希望が寄せられた場合には、本人の意向を可能な限

り尊重するとともに、本人の財産状況を踏まえて選択肢を検討することも必要です。 

・なお、一定額以上の支出が伴うことが予想される場合には、都道府県社協や専門職ア

ドバイザーに相談し、対応方針を検討します。 

 

【市町村社協等の事務】 

・本人に家族や親族がいる場合には、定期的に連絡を取り合います。 

・家族や親族等と共有した内容は、活動記録に記載しておきます。 
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③家庭裁判所への連絡・上申 

◎必要に応じて家庭裁判所への連絡・上申を行います。 

本人の住まいの変更時や本人の財産が大きく変動することが予測されるような場合等

は、必要に応じて家庭裁判所に連絡することが重要です。 

また、居住用不動産の処分が必要な場合、サービス契約等に伴い利益相反や関係性注

意事案に該当する可能性がある場合、本人の死後に火葬等の手続きが必要な場合等は、

家庭裁判所に連絡した上で必要な申立てを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック（Ｑ＆Ａ付き）」（令和 4 年 4 月、東京家庭裁判所後見

センター、東京家庭裁判所立川支部後見係）より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【裁判所への連絡が必要な場合】 

・本人又は後見人等の転居時 

・本人又は後見人等の死亡時 

・初回報告や定期報告の提出の遅延時 

・大きな財産（不動産等）の処分時 

・遺産分割や相続放棄をするとき 

・多額の金銭受領時 

・高額商品の購入時 

・債務返済時、立替金精算時 

【申立て】 

・特別代理人の選任申立て 

・居住用不動産の処分許可の申立て 

・報酬付与の申立て 

・後見人等辞任・選任の申立て 

・本人宛の郵便物等の配達の嘱託の申立て 

・本人死亡後の火葬、埋葬に関する契約締結、

相続財産保存に必要な行為についての申立て 

 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等からの報告を確認のうえ専門職アドバイザーを含めて対応方針を検討

し、必要に応じて家庭裁判所への連絡を行います。また、各種申立てや上申が必要と

考えられる場合には、家庭裁判所に連絡のうえ必要な手続きを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・上記のような場合には、速やかに都道府県社協に連絡します。 
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【都道府県社協の事務】 

・関係者から都道府県社協に連絡が入った場合は、市町村社協等担当者に連絡して可能

な対応を確認し、役割分担を確認します。 

・本人の診療契約（入院含む）を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・関係者等から連絡があった場合には、本人の状況をよく確認したうえで、医療機関へ

の受診を依頼したり、必要な送迎を確保する等の手配を行います。 

・救急対応が必要な場合は救急車を依頼してもらい、搬送先医療機関が確定した時点で

再度連絡を依頼する等の対応を行います。 

・速やかに医療機関を訪問して本人の状況を確認するとともに、医療関係者からも本人

の状態を確認します。 

・入院が必要な場合は、必要な手続きを行い、都道府県社協にも連絡を入れます。 

８）臨時で起こる可能性がある業務 

①緊急受診・入院 

◎緊急に医療機関を受診したり入院が必要な際には、関係者に連絡して受診や入院の手

配と診療契約を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②行政やサービス事業者等への苦情申立て 

◎本人に対するサービス内容が不適切だった場合には、専門職アドバイザーに相談の上

で、苦情解決の手続きを行います。 

本人が施設入所している場合は、施設の苦情受付窓口（苦情受付担当者、苦情解決責

任者）や第三者委員に相談の申し入れを行います。 

必要に応じて苦情解決を支援する相談機関を活用して解決を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《相談機関》 

 ■介護保険サービスに関して 

  都道府県国民健康保険団体連合会   

 ■福祉サービスに関して 

  都道府県運営適正化委員会 

 ■医療に関して 

  都道府県医療安全支援センター 

【都道府県社協の事務】 

・サービス事業者の改善が図られない場合は、都道府県社協からも改善の申し入れを行

います。必要に応じて、苦情解決を支援する相談機関の活用を検討します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人が利用しているサービスが、本人にとって不適切な内容であれば、サービス事業

者に対して改善を申し入れます。改善が図られない場合には、都道府県社協に連絡し

て苦情解決を支援する相談機関の活用も含めて検討を行います。 

・対応した内容は活動記録に記載しておきます。 
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③相続等の発生 

◎遺産分割又は相続の承認・放棄など、相続に関する手続きを行います。 

遺産分割協議では、本人の相続分は原則として法定相続分を確保する必要がありま

す。後見人等の判断で相続分を放棄したり、少ない取り分で協議に応じることは本人に

損害を与えることになります。 

遺産分割協議がまとまらない場合や相続財産の額が大きい場合等には、専門職アドバ

イザー等の助言を受けながら対応します。また、協議がまとまらない場合は、家庭裁判

所の調停を利用することも検討します。 

相続する財産がマイナスの場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることも検討しま

す。相続放棄は、法定代理人である後見人等が相続の開始を知ってから 3か月以内とな

っており、期間の伸長の申立ても可能です（民法第 915条第 1項）。 

遺産分割の結果は、定期報告の際に家庭裁判所に報告する必要があるため、遺産分割

協議書の写し、遺産の内容・価値が分かる一覧表（遺産目録）、裏付けとなる資料（遺

産である預貯金口座の残高証明書、相続税申告書の写し等）を管理しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④債務の発覚とその対応 

◎第三者に対して本人が債務を負っていることを十分に確認することが必要です。 

本人が第三者に対して債務を負っていることが判明した場合は、後見人等としては遅

滞なく支払う必要があります。 

ただし、証書等が残されていない場合や、身内からの贈与と貸金の区別が曖昧な場合

もありますので、本当に債務を負っているかを十分確認して対応することが必要です。 

立替金を請求された場合も、確実な裏付け資料を確認して弁済することが必要です。 

なお、返済が必要な債務が新たに発覚した際は、家庭裁判所に報告します。 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・相続によって本人の財産に大きな変更が生じる可能性があるため、専門職アドバイザ

ーを交えた検討を行い、対応方針を確認します。 

・遺産分割や相続放棄が発生する場合には、家庭裁判所に連絡し、必要な資料を管理し

ておきます。 

【市町村社協等の事務】 

・相続等に対する本人の意思を確認します。 

 

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーを交えて対応方針を確認します。また、市町村社協等と役割を分

担して対応します。 

・返済が必要な債務が新たに発覚した際は、家庭裁判所に報告します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人への確認とともに、負債の証書や契約書等の有無、債権者に対して債務内容や支

払い残高等を確認します（必要に応じて都道府県社協と役割を分担）。 
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⑤住民票の異動 

◎本人が転居して住民票に変更が生じた場合、市町村への届出を行うとともに、家庭裁

判所への報告、法務局への変更登記の申請が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

※成年後見登記では、住所変更等の「変更の登記」の申請や、本人死亡等により法定後見又は任意後見が終

了したときに行う「終了の登記」の申請は、インターネットを利用してオンラインにより行うことができ

ます。 

詳細は、法務省ホームページ「成年後見登記のオンライン申請について」を参照。

（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00018.html） 

 

 

 

 

 

⑥株式等有価証券の処分 

◎本人の財産を処分する必要がある場合は、後見人等の責任で、本人に損害を与えない

よう、処分の必要性、より安全な方法の有無、本人の現在の財産の額等を考慮し、

慎重に行います。 

後見人等は、本人の意向や生活状況等に配慮して、本人の財産を適正に管理する必要

があるため、安易に財産を処分することは望ましいことではありません。しかし、本人

の収支が大幅に赤字となっている場合には、財産を処分して本人の生活費をまかなう必

要性が生じることもあります。 

財産の処分を検討するにあたっては、①処分の必要性、②より安全な方法の有無、③

本人の現在の財産額等を考慮して、本人に損害を与えないよう注意する必要がありま

す。本人に損害が生じた場合には、後見人等に賠償責任が生じる可能性があります。 

《家庭裁判所への連絡、報告》 

重要な財産を処分する場合に、判断に迷う場合は事前に家庭裁判所に連絡します。 

なお、株式等有価証券を処分した場合には、後見監督の定期報告の際に、後見事務報

告書に明記して、疎明資料とともに家庭裁判所に報告します。 

 

 

 

  

《転居に伴う主な届出》 

・市町村への届出（住所異動届、介護保険、健康保険、各種手帳等） 

・東京法務局への住所地変更の登記申請（成年後見登記） 

・家庭裁判所への住所地変更の連絡 

・金融機関への住所地変更届 

・郵便局への転送届 

【都道府県社協の事務】 

・家庭裁判所への連絡、東京法務局への登記申請等を分担します。 

【市町村社協等の事務】 

・市町村窓口など、地元で手続きが必要な届出は市町村社協等で行います。 

 

【都道府県社協の事務】 

・専門職アドバイザーを交え、対応方針や役割分担を検討します。 

・判断に迷う場合は事前に家庭裁判所に連絡します。また、定期報告において後見事務

報告書に記載して関連資料とともに家庭裁判所へ提出します。 

【市町村社協等の事務】 

・本人の生活状況や財産状況を踏まえ、有価証券等の処分が必要と判断される場合には

都道府県社協や専門職アドバイザーに相談します。 
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⑦保険請求等 

  ◎本人が受け取れる保険金等がある場合は、必要な手続きを行います。 

   本人が被保険者となっている高度傷害保険等の保険金や、本人が受取人となっている

満期保険金（満期払戻金）など、本人に支給される保険金について支給通知があった場

合には、後見人等が管理する口座に振り込まれるよう支給の手続きを行います。 

   なお、本人の保険契約が必要以上に多い場合や、本人の資産や収入からみて保険料負

担が過大な場合、保険の必要性が見受けられない場合は、保険内容を適切なものに設定

し直すなど、不要と判断される保険契約は解約する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧訴訟提起・対応 

◎訴訟等の紛争が生じた場合には、法人後見運営委員会において対応方針を検討し、必

要に応じて弁護士等と連携して対応します。 

 

 

 

 

⑨特別代理人、後見監督人が必要となった場合の手続き 

◎本人と利益が相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人又は後見監督人選任の申立

てを行う必要があります。 

本人が都道府県社協や市町村社協等の法人後見実施団体による各種サービスを利用す

る場合には、利益相反や関係性注意事案に該当する可能性があります。そのような場合

には、家庭裁判所に連絡して特別代理人又は後見監督人の選任の申立てを行い、本人の

ために公正に代理権を行使してもらいます。 

保佐人、補助人の場合は、臨時保佐人（補助人）の選任が必要となります。 

なお、申立書の様式や必要な添付書類は、家庭裁判所に確認します。 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・法人後見運営委員会に諮り、対応を協議します。 

【都道府県社協の事務】 

・内容を確認の上、必要な手続きを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・保険会社からの通知内容等を確認し、本人に支給される保険金等がある場合には都道

府県社協に手続きを依頼します。 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等法人後見担当者、専門職アドバイザーを交えて、対応方針や役割分担を

検討します。 

・家庭裁判所への連絡、特別代理人又は後見監督人選任の申立ての手続きを行います。 
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９）頼れる親族がいない場合の死後の事務に備えた業務 

①本人の意思確認 

◎頼れる親族がいない本人の死後の事務に備え、人生の最終段階に望む治療や最期を迎

えたい場所、会いたい人物など、本人の意向を確認しておきます。 

本人に頼れる親族がいない場合、本人が別途、死後事務委任契約等を締結していない

限り、後見人等が本人の死後事務の一部を担うことが求められることもあります。 

仮に、回復の見込みがない状態になると、本人の意思を確認することは困難になるた

め、それ以前に人生の最終段階の医療や葬儀等に対する意向等を確認しておくことが重

要です。 

    

《延命治療の意向確認》 

本人および親族の延命治療に関する意向を確認し、必要が生じた際には医療関係者と

協力して必要な対応を行います。 

《死後の事務を見据えた対応》 

親族に、本人が亡くなった際に遺体の引き取りや火葬、納骨、生前に発生した債務の支

払い等に関する手続きが担えるかも確認しておきます。 

親族がこれらの事務を担うことが困難な場合には、後見人等がこれらの事務を担わざ

るを得ない場合もあります。そのような場合にはあらかじめ親族の了承を得る等してお

くことも重要です。 

 

本人や親族から聞き取った意向等は、本人の了承のもと支援チームとも共有し、活動

記録にも記載しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・緊急対応の連絡を受けた場合に市町村社協等が把握した本人の意向を伝えらえるよ

う、備えます。 

【市町村社協等の事務】 

・本人との信頼関係を構築したうえで、頼れる親族がいない本人に人生の最終段階の医

療や死後の意向等について確認します。 

・本人の意向等は記録しておき、必要になった場合には関係者で共有して本人の意向に

沿える対応を依頼します。 
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②墓地等の確認 

◎本人に墓地の有無を確認します。 

本人が亡くなった際に納骨を希望する墓地がある場合には、その場所等を確認してお

きます。 

本人が墓地や墓石の購入を希望する場合、本人の信条や信仰を踏まえて場所の選定等

を行うなど、本人の意思を尊重する必要があります。ただし、墓地や墓石の購入には大

きな支出を伴うものですので、本人の財産や収支状況、親族等の意向等も踏まえて、慎

重に判断する必要があります。 

また、死後の事務に備えた業務全般は、専門職アドバイザーを交えて対応方針を固

め、家庭裁判所に報告しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・本人から墓地や墓石の購入希望があった場合、大きな支出が伴うため、専門職アドバ

イザーを交えて検討します。 

・死後の事務に備えた業務全般の検討が必要な場合も、専門職アドバイザーを交えて対

応方針を検討し、家庭裁判所にも報告しておきます。 

【市町村社協等の事務】 

・墓地の場所や埋葬についての本人の意向を確認します。 
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10）家庭裁判所への定期報告（年１回） 

 後見人等は、民法の規定により、監督人又は家庭裁判所に対し、後見事務の報告と財

産目録の提出をしなければなりません。初回報告後は、原則として年 1回、定められた

時期に後見事務報告書や財産目録、必要な添付書類等を整理して報告を行います。 

① 後見事務報告書の作成 

本人の健康状態、住所、入院先等の変更、後見人等の財産管理の状況、特に定期的な

収入や支出に変動があった場合や、臨時的収入や支出、その他重要事項等について報告

します。 

   なお、施設入所、訴訟提起、生命保険金受領、不動産の売却等の重要事項等について

は、必ず資料（契約書、支払金の領収書、売却代金が振り込まれた口座の通帳の写し

等）を添付し、経過や結果を報告します。 

② 財産目録作成 

本人の財産（預貯金・現金、有価証券、不動産、その他の資産、負債）を整理し、

「財産目録」を作成します。 

③ 添付書類作成 

報告に必要な添付書類を整理します。必要な書類等は家庭裁判所に確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック（Ｑ＆Ａ付き）」（令和 4 年 4 月、東京家庭裁判所後見セ

ンター、東京家庭裁判所立川支部後見係）より 

 

【必ず提出する書類】 

ア 普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金等 

 (ｱ)前回報告期間の翌日から今回報告期間末日までの残高が記載されたすべての頁の通帳のコピー 

 (ｲ)通帳が発行されない口座の場合には、金融機関又はインターネットから入手した通帳に代わる書面 

イ 定期預金：通帳等の当該部分のコピー又は金融機関発行の残高証明書のコピー 

ウ ゆうちょ銀行の定期・定額貯金 

 (ｱ)通帳又は証書のコピー 

 (ｲ)報告期間末日時点における元利金額等明細書（内訳書） 

エ 後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金：通帳のコピー又は残高が分かる通知書等 

【前回の報告と内容に変化があった場合に提出する資料】 

ア 有価証券（株式、投資信託、国際、外貨預金など） 

  証券会社や金融機関が発行した取引残高が確認できる報告書等のコピー 

イ 不動産、保険：不動産の全部事項証明書（不動産登記簿謄本）、保険証書のコピー 

ウ その他の資産（貸金債権、出資金など） 借用書などの資料のコピー 

エ 本人の住居所が変わった場合：住民票、入院や施設入所に関する資料のコピー 

オ 本人の定期的な収入・支出が変わった場合 

  変化後の金額が分かる資料（年金額通知書、施設費用領収書等）のコピー 

カ １回につき 10 万円を超えるような臨時収入・支出があった場合：内容が確認できる資料のコピー 

  【臨時収入の例】不動産売買契約書、遺産分割協議書、保険金支払通知書 

  【臨時支出の例】契約書、領収書 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 報酬付与審判申立て 

   後見人等は、その事務の内容に応じて、本人の財産の中から報酬を受け取ることがで

きますが、そのためには家庭裁判所に対して報酬付与の審判の申立てをし、その審判を

得る必要があります。 

   本人の財産や生活の状況を踏まえ、報酬付与の審判の申立てについて専門職アドバイ

ザーを交えて検討する必要があります。 

  《申立ての手続き》 ※申立書の様式や添付書類は家庭裁判所に確認が必要です。 

  ・報酬付与申立書の作成 

  ・申立手数料及び書類送付費用 

  ・添付書類（後見等事務報告書、財産目録とその資料、報酬付与申立事情説明書等） 

   家庭裁判所は、後見人等としての受任期間、本人の財産の額や内容、後見人等の行っ

た事務の内容などを考慮して、後見人等に報酬を付与するのが相当かどうか、その額を

いくらとすべきかを審判します。 

   後見人等は、家庭裁判所から報酬を付与する旨の審判がなされた後、審判書で決めら

れた額の報酬を、本人の財産から受け取ることができます（家庭裁判所の報酬付与の審

判がなされないのに、自分の判断で本人の財産から報酬を受け取ることはできませ

ん。）。 

   この審判に対しては、不服申立てをすることはできません。 

 

ただし、本人に十分な財産がない場合には成年後見制度利用支援事業を活用できる場合

があります。（p19 参照） 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等が作成した後見事務報告書や財産目録の案について、都道府県社協の担当

業務の中で追加すべき事項があれば、記載内容を加筆し、添付資料を追加します。 

・専門職アドバイザーを交えて報告書類の確認を行います。 

・家庭裁判所に報告します。 

・報告した書類はコピーを取って保管しておきます。 

【市町村社協等の事務】 

・報告に必要となる書類を整理し、後見事務報告書や財産目録の案を作成します。 

 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等や専門職アドバイザーを交えて、報酬付与審判の申立てを行うかどうか

を検討します。 

・申立てを行う場合には、必要な書類を作成し、添付資料とあわせて家庭裁判所に申立

てを行います。 
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（３）終了時における業務 ～本人死亡による後見終了 

 

主な業務 内容 主な役割分担の例 

1）本人の人生の
最終段階に
おける対応 

死後の事務を見据えた必要な対応 
①死後の事務を見据えた対応 

 

【都道府県社協】 

専門職アドバイザーを交えて死後に必要とな

る事務を確認 

親族等による死後事務対応が困難な場合、家庭

裁判所に連絡して必要な現金を用意 

【市町村社協等】 

関係者に本人の意思を伝達 

2）死後の事務 

本人の死後に行う事務 
①本人死亡についての家庭裁判所等への連絡 

②火葬、納骨等を担う親族がいない場合の対応 

③相続人等へ引き継ぐ財産額の確定 

④法務局への後見終了登記の申請 

⑤相続人への引継ぎ（相続人がいる場合） 

⑥相続人への引継ぎ（相続人がいない場合） 

【都道府県社協】 

家庭裁判所への連絡 

法務局への後見終了登記の申請 

財産目録の作成 

相続人への引継ぎ、引継書（受領書）の受取り 

相続人がいない場合、相続財産清算人の選任の

申立て 

【市町村社協等】 

親族等関係者への連絡 

管理計算、財産目録の作成 

3）生前債務の支
払い、財産の
保全 

生前債務の支払い等 

①医療・介護・福祉サービス等の生前債務の支

払い 

②サービスの停止、解約等の手続き 

【都道府県社協】 

専門職アドバイザーを交えて対応を協議 

必要に応じて家庭裁判所に連絡 

【市町村社協等】 

方針に則って対応 

4）本人死亡以外
の後見業務
の終了 

本人死亡以外の業務終了 
①審判が取り消された場合 

②後見人等の辞任 

 

【都道府県社協】 

家庭裁判所に「後見開始の審判の取消」の申立

て、辞任の申請 

本人財産の引き渡し 

5）家庭裁判所へ
の終了報告 

後見業務の終了報告 
①後見事務終了報告書の作成 

②報酬付与審判申立て 

 

【都道府県社協】 

後見事務終了報告書の作成、家庭裁判所への提

出 

報酬付与審判の申立て 
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１）本人の人生の最終段階における対応 

①死後の事務を見据えた対応 

◎関係者に対して、後見人等が確認してきた本人の意向を伝えます。また、後見人等が

手続きを行う必要がある場合は、必要な支出に備えて現金を用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）死後の事務 

①本人死亡についての家庭裁判所等への連絡 

◎本人が死亡した場合、家庭裁判所や親族等関係者に連絡等を行います。 

 家庭裁判所には、死亡診断書の写し又は戸籍・除籍謄本を添付して本人死亡による後

見終了の報告を行います。 

 

 

 

 

 

②火葬、納骨等を担う親族がいない場合の対応（後見類型に限る） 

火葬、納骨等の死後事務は、基本的には親族（相続人）に委ねるべき事柄ですが、亡く

なった本人が後見類型で、火葬又は埋葬※を行える相続人がおらず、やむを得ず後見人が

当該事務を行う必要がある場合等には、必要に応じて家庭裁判所に火葬、埋葬に関する

契約締結、相続財産保存に必要な行為についての申立てを行い、必要な許可を得た上で

実施することができます。 

遺体の引き取り手がいない場合には、遺体の火葬とともに納骨に関する契約が考えら

れます。具体的な事項については、家庭裁判所に連絡して必要な許可を得て実施するこ

とができます。 

なお、後見事務の一環として、本人の葬儀を執り行うことは認められていません。 

また、本人に親族その他遺体の火葬又は埋葬を行う者がいないときや判明しないとき

は、死亡地の市町村長がこれを行わなければならないとされていますので、必要に応じ

【都道府県社協の事務】 

・本人の人生の最終段階や亡くなった際に必要となる事務等を確認するため、専門職アド

バイザーや市町村社協等担当者を交えて対応方針を検討します。 

・親族等による死後事務対応が困難な場合は、家庭裁判所に連絡し、必要な手続きに要す

る費用の準備を市町村社協等に依頼します。 

【市町村社協等の事務】 

・医療機関関係者等に、本人の意向を伝えます。 

・死後の事務手続きに備えて葬儀社等の条件等を確認しておきます。 

・諸手続きに必要となる金銭を準備しておきます。 

 

【都道府県社協の事務】 

・家庭裁判所に本人死亡の連絡を行います。 

【市町村社協等の事務】 

・親族等関係者に連絡します。 
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て市町村担当課と調整を行うことも考えられます。（墓地、埋葬等に関する法律第 9 条） 

火葬、納骨等の費用の支払いのための預貯金払戻しは、「相続財産の保存に必要な行為」

に該当します。その際の金額は、見積書等の疎明資料に記載された費用を支払うのに必

要な限度の金額となります。 

 ※「埋葬」について： 

「墓地、埋葬等に関する法律」では埋葬は「死体を土中に葬ること」と定義されていますが、一般的には

「納骨」を想起する表現として使われることも少なくありません。ここでは、法律の説明に関する部分で

は法律の表現を反映し、それ以外の部分では「納骨」と表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（令和 2 年 3 月改訂版 新潟県・新潟県社会福祉協議会） 

なお、法改正の規定は「後見類型」のみを対象としており、保佐、補助、任意後見には適用されません。 

  

成年後見人が行うことができる死後事務（民法第 873 条の２） 

（１） 個々の相続財産の保存に必要な行為（同条の２第１号） 

 例：ア）相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断 

   イ）相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為 等 

（２） 弁済期が到来した債務の弁済（同条の２第２号） 

 例：ア）成年被後見人の医療費、入院費及び公共料金等の支払等 

（３） その他の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為

（（１）（２）に当たる行為を除く）（同条の２第３号） 

 例：ア）遺体の火葬に関する契約の締結 

イ）成年被後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結（トラン

クルームの利用契約等） 

   ウ）成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約 

   エ）債務を弁済するための預貯金（成年被後見人名義口座）の払戻し等 

 

 

 

 

 

 

成年後見人が上記（１）～（３）の死後事務を行うための要件 

① 成年後見人が当該事務を行う必要があること 

② 成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと 

③ 成年被後見人が当該事務を行うことにつき、成年被後見人の相続人の意思に反することが明

らかな場合でないこと 

また、上記（３）の死後事務を行う場合には、①～③に加えて④家庭裁判所の許可も必要となり

ます。 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等、専門職アドバイザーを交えて死後の事務に関する対応方針、役割分担

を検討します。 

・火葬や埋葬等を後見人等として行う場合には、家庭裁判所に申立てを行います。 
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③相続人等へ引き継ぐ財産額の確定（任務終了の管理計算） 

◎本人が亡くなった日から 2か月以内に、管理していた財産の収支を計算します。また、

財産目録を作成したうえで、管理していた財産を本人の相続人に引き継ぎます。 

本人の死亡により、後見人としての任務は終了します。 

2 か月以内に、後見事務の執行に際して生じた一切の財産上の収入及び支出を明確に

し、財産の現在額を計算します。 

相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てを行ったうえで、

選任された相続財産清算人に財産を引継ぎ、清算してもらいます。（p84参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④法務局への後見終了登記の申請 

◎本人が亡くなった場合には、東京法務局に後見終了登記の申請を行う必要があります。 

後見終了登記の申請は、窓口や郵送のほかオンライン申請も可能です。 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・2か月以内に財産の収支を計算し、財産目録を作成します。 

・相続人がいない場合は、家庭裁判所に連絡し、必要に応じて相続財産清算人の選任

の申立てを行います。 

【市町村社協等の事務】 

・財産目録の作成に必要な書類等を整理します。 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・申請用紙を入手し、必要事項を記載の上、東京法務局宛に提出します（窓口、郵送、

オンライン申請）。 

・除籍謄抄本等が必要な場合は、市町村社協等法人後見担当者に連絡して入手します。 

【市町村社協等の事務】 

・必要に応じて提出に必要な書類を入手します。 
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⑤相続人への引継ぎ 《相続人がいる場合》 

◎本人の財産の収支や現在額を明確にして相続人に引き渡します。 

管理計算及び管理財産の引き渡しの相手方は下記のとおりです。 

①遺言書がある場合 

・遺言書がある場合には、家庭裁判所に「遺言書の検認の申立て」を行います。（公正

証書遺言の場合には不要。） 

・遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に対して管理計算を示し財産を引き渡します。 

・遺言執行者がいない場合は、遺言に従い、受遺者又は遺言書で「相続をさせる」と

された相続人に対して管理計算を示し、財産を引き渡します。 

②遺言書がない場合 

・戸籍謄本等で相続人を調査します。 

・相続人が 1人の場合は、その相続人に対して管理計算を示し財産を引き渡します。 

・相続人が 2人以上いる場合は、相続人間での争いの有無を確認して対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【相続人間に争いがない場合の対応】 

○財産及び財産関係書類の引継ぎ 

 管理していた財産の収支を計算し、財産及び財産関係書類を相続人へ引き継ぐ必要があります。 

○家庭裁判所への報告 

 家庭裁判所に対して、下記書類を提出します。 

 ①後見事務終了報告書（書式は各家庭裁判所に確認） 

 ②相続人作成の「引継書（受領書）」 

※引継書（受領書）と別紙「財産目録」には引継ぎを受ける方の契印（書面と書面をつなぐ印）が必要で

す。 

 ③相続人代表者指定書（作成した場合、家庭裁判所から提出を求められた場合） 

※相続人代表者指定書とは、相続人全員で相続財産を受け取る代表者を定めた場合に作成される書面です。 

～相続人間のトラブルに巻き込まれないために～ 

 以下の方法が考えられます。 

 ①相続人全員から「引継書（受領書）」に署名・押印をもらう方法 

 ②相続人全員に「相続人代表者指定書」を提出してもらい、代表者から「引継書（受領書）」に署名・押印を

もらう方法 

【相続人間に争いがある場合】 

 相続人に争いがある場合に、相続人間で遺産分割が調うまでの間、後見人が財産を保管することは、後見人に

とって負担になるばかりではなく、財産を保管する権限の根拠も含め、財産管理上問題があります。 

 財産が金銭だけであれば、供託をすることもできますが、財産関係書類等の動産類は供託をすることができま

せん。 

 そこで、相続人に遺産分割審判と審判前の保全処分の申立てをさせ、家庭裁判所が選任する遺産管理者に引き

渡す方法も考えられます。 

 

 出典：「成年後見人Ｑ＆Ａ」（令和２年４月、横浜家庭裁判所）より 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等、専門職アドバイザーを交えて対応方針検討会議を開催し、遺言書の有

無や相続人間での紛争性の有無等を確認のうえ、対応方針や役割分担を検討します。 

・相続人の状況を踏まえ、必要に応じて家庭裁判所に連絡して対応します。 

・財産を引き渡す際には、相続人から「引継書（受領書）」を受け取ります。 
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⑥相続人への引継ぎ 《相続人がいない場合》 

◎相続人がいない場合又は所在が不明の場合は、家庭裁判所に連絡し、必要に応じて相

続財産清算人・管理人を選任する申立てを行います。 

 相続人がいない、又は所在が不明の場合には、家庭裁判所に連絡して対応について指

示を仰ぎます。必要に応じて、相続財産清算人や相続財産管理人の選任の申立てを行い、

選任された相続財産清算人・管理人に相続財産を引継ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

参考 東京家庭裁判所後見センターによる引継チャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「後見人等に選任された方へ 東京家庭裁判所後見センター」ホームページ 

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/koukennin_sennin/index.html 

  

【都道府県社協の事務】 

・家庭裁判所に連絡のうえ、必要に応じて相続財産清算人・管理人の選任の申立てを行

います。 

・後見人等として保管していた物品について、選任された相続財産清算人・管理人に引

き渡す際には、「引継書（受領書）」を受け取ります。 
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３）生前債務の支払い、財産の保全 

①医療・介護・福祉サービス等の生前債務の支払い 

◎生前債務の支払いは、基本的には本人の相続人に任せます。 

本人が死亡すると、後見等は終了し本人について相続が始まります。そのため、既に発

生した医療費や福祉サービス費用等の債務も、相続人が相続放棄しない限り相続人が継

承し、相続人が支払い義務を負います。 

また、本人死亡により本人名義の預貯金口座から金銭を払い戻すことができるのは本

人の相続人になります。 

《後見人が生前債務の支払いを行う場合》 

法人後見の場合、相続人に生前債務の支払いを依頼できない事案も少なくないと考え

られます。その場合、相続人がいる場合には事前に生前債務の支払いに関する了承を得

ておき、支払い事務を行います。相続人から了承が得られていない、又は連絡が取れない

等の場合には、家庭裁判所に連絡して対応します。本人財産保全の観点から例外規定（民

法第 873条の 2）や応急処分義務（民法第 874条、民法第 654条）、事務管理（民法第 697

条）等による対応が必要と考えられます。 

相続人による支払いが困難など後見人が支払いをする必要性を慎重に検討し、相続人

からの明確な拒否がないことを確認したうえで家庭裁判所に連絡し、対応の指示を仰ぎ

ます。 

※「応急処分義務」：民法第８７４条が準用する民法第６５４条 委任が終了した場合において、急迫の事情

があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人

が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 

「事務管理」：民法第６９７条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、

もっとも本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない。 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等、専門職アドバイザーを交えて、対応方針や役割分担を検討します。

（相続人の意向等の確認） 

・相続人の状況を踏まえ、必要に応じて家庭裁判所に連絡し、指示を仰ぎます。 

【市町村社協等の事務】 

・方針に則り、必要な対応を行います。 
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②サービスの停止、解約等の手続き 

◎相続人がいる場合には相続人に、相続人がいない場合には相続財産清算人に任せるこ

とが基本と考えられます。 

  《ライフラインの停止手続き》 

   電気・ガス・水道のライフライン停止の手続きについては、相続財産の保全を図るた

めに対応が必要な場合は、家庭裁判所に連絡し、民法第 873 条の 2 の権限（後見類型の

場合）、応急処分義務又は事務管理（保佐類型、補助類型の場合）による対応を検討しま

す。 

 

  《賃貸借契約の解除手続き》 

基本的には相続人や相続財産清算人に対応を任せます。相続人による対応が困難と判

断される場合等は、家庭裁判所に連絡して対応を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《携帯電話等民間サービスへの停止手続き》 

基本的には相続人や相続財産清算人に対応を任せます。相続財産の保全を図るために

対応が必要な場合は、家庭裁判所に連絡し、応急処分義務（民法第 874 条、民法第 654

条）や事務管理（民法第 697 条）を根拠として、必要最小限の対応を行うことが考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

賃貸借契約の契約解除等について 

「住居等の契約解除に伴う原状回復義務を履行するために、利用者の身の回りの品や家財道具等

を何らかの方法で撤去（場合によっては処分）する必要が生じます。こうした問題も、原則的に

は相続人に対応を委ねることが望ましいといえます。特に、財産性のある権利（借家権等）の処

分は基本的に相続人が判断すべき事柄です。」 

出典：「専門職後見人と身上監護〔第３版〕」（上山泰、平成 27 年５月 31 日、p214～p215） 

【都道府県社協の事務】 

・市町村社協等、専門職アドバイザーを交えて、対応方針や役割分担を検討します。 

・相続人の状況を踏まえ、必要に応じて家庭裁判所に連絡して指示を仰ぎます。 

【市町村社協等の事務】 

・方針に則り、必要な対応を行います。 
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４）本人死亡以外の後見業務の終了 

①審判が取り消された場合 

◎本人の判断能力が回復して、成年後見制度の利用が必要なくなった場合、家庭裁判所

に「後見開始の審判の取消」の申立てを行います。 

   後見人等が管理していた財産等については、本人へ返却します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②後見人等の辞任  

◎正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て後見人を辞任することができます。

管理している本人の財産の収支を計算し、管理財産を後任の後見人等に引き渡します。 

後見人等は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することが

できるとされています。 

「正当な事由」があると認められる例としては、後見人等の職業上の必要性から遠隔

地への転居が必要になった場合、高齢や病気等の理由により後見人としての職務遂行に

支障が生じた場合、専門職後見人や市民後見人など他の後見人等に引き継ぐ場合等が考

えられます。 

法人後見では、他の後見人等に引き継ぐ場合等が主な理由になると考えられます。例

えば、施設入所等で本人が遠隔地の市町村に転居する場合等が想定されますが、その際

には転居先で法人後見を実施している市町村社協等や専門職後見人等への引き継ぎも含

めて検討が必要です。 

後見人等が辞任した場合には、他に後見人等がいる場合を除き、速やかに次の後見人

等の選任が必要になるため、遅滞なく後任の後見人等選任の申立てをする必要がありま

す。 

辞任が認められたときは、管理していた本人の財産について一覧表を作成するなどし

て管理状況を明らかにし、後任の後見人等に引き継ぐ必要があります。 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・法人後見運営委員会に諮り、対応方針を検討します。 

・本人に成年後見制度の利用が必要ないと判断された場合は、家庭裁判所に後見開始の審

判の取消の申立てを行います。 

・都道府県社協や市町村社協等が管理していた財産等を本人に返却します。 

 

 

 

【都道府県社協の事務】 

・法人後見運営委員会に諮り、対応方針を検討します。 

・後見人等を辞任する場合には、家庭裁判所に辞任の許可及び後見人等選任の申立てを

行います。 
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５）家庭裁判所への終了報告  

◎家庭裁判所に後見業務終了の報告等を行います。 

①後見事務終了報告書の作成 

   後見の計算（管理計算）を行って財産目録を作成し、相続人へ財産を引き継いだのち、

家庭裁判所に「後見事務終了報告書」や財産の引継書（受領書）を提出します。 

その他に添付が必要な書類は、家庭裁判所に確認します。 

②報酬付与審判申立て 

必要に応じて後見の計算上必要となる後見報酬確定のために報酬付与審判の申立てを

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【都道府県社協の事務】 

・後見事務終了報告書を作成し、家庭裁判所に必要書類とともに提出します。 

・報酬付与審判の申立てを行うかどうか、市町村社協等や専門職アドバイザーを交

えて検討します。申立てを行う場合には、必要な書類を作成し、添付資料とあわ

せて家庭裁判所に申立てを行います。 
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４．後見人等の管理物件の取り扱い 

 

（１）日常的に使用する物件  市町村社協等 

日常生活費を取り扱う通帳、健康保険証、介護保険受給者証等、日常生活上使用する通

帳や物件に関しては、法人内の金庫で、可能な限り法人後見業務専用金庫を設置して保管

します。 

 

１）管理物件責任者・担当者の選定 

本人の管理物件に関して、法人内の責任者を選定します（事務局長等）。 

本人に多額の預貯金があるときは、日常生活費のみを扱う専用口座を設け、法人後見実

務担当者や法人後見支援員等の取り扱う金銭を一定の金額に限定することが適当です。 

管理物件担当者も選定します。担当者は、責任者が指定した職員、主に法人後見実務担

当者を充てることが想定されます。 

 

２）物件の管理 

管理物件に関して、管理物件担当者は物件を厳正に管理し、管理物件責任者の承認を受

けた場合以外は保管場所から持ち出さないことを徹底します。 

 

３）物件のチェック体制 

管理物件が適正に管理してあるかどうか、法人内部で定期・臨時のチェックを行います。 

 

（２）日常的に使用しない管理物件  都道府県社協 

 年金証書、定期預金証書、権利証等、普段使用しない管理物件は、金融機関の貸金庫で保

管することが適切です。 

 

１）管理物件責任者・担当者の選定 

貸金庫で保管する物件の責任者・担当者は、責任者については事務局長等が、担当者に

ついては代表者や責任者が指定した職員を充てることが想定されます。 

 

２）物件の管理 

貸金庫内の管理物件の管理としては、貸金庫の鍵の管理は管理物件責任者が行い、開閉

は管理物件担当者が行うことが考えられます。担当者が貸金庫の管理物件を出し入れする

際には、管理物件開閉票を記載し、開閉者と日時、理由を明記しておきます。 

 

３）物件のチェック体制 

管理物件責任者は、貸金庫内の物件が適正に管理されているか、定期的に管理物件預か

り書及び管理物件引渡書と管理物件を突合して現物調査を行います。 
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５．出納事務 

 

 出納事務は厳格なルールを定めて行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（令和２年３月改訂版 新潟県・新潟県社会福祉協議会）をも

とに作成 

 

  

・金融機関所定の払戻請求書に、払戻金額等必要事項を記入する（届出

印はまだ押印しない）。 

・払戻を行うときは必ず法人の決済規定等の規定に基づき、出納管理責

任者若しくは会計責任者の決裁を受ける。 

※決裁文書には払戻金額、日時、理由を明記し、根拠となる証票（請求

書）、払戻請求書を添付し、決済書の確認を受ける。 

・決済後、払戻請求書に通帳の届出印を押し、法人の金庫（後見業務専

用金庫）から本人の通帳を取り出す。 

※通帳届出印は、届出印責任者が決裁文書と払戻請求書の金額を確認し

た上で押印する。 

※金庫の開閉は通帳の出し入れの都度、管理物件責任者が行う。 

・法人後見支援員がいる場合、法人後見担当者は金庫から取り出した通

帳と払戻請求書等必要書類を法人後見支援員に渡す。 

・法人後見支援員は金融機関で払戻を行い、本人（又はヘルパー、入所

施設職員等）に生活費を渡したり、関係機関への支払い等を行う。 

※生活費を渡す場合は「金銭授受簿」に必要事項を記載するとともに、

本人等の受領者に受取サイン（自署）をしてもらう。また、関係機関

等への支払いを行う場合は領収書等の証拠証票を受け取る。 

・法人後見支援員は支払い手続きが完了し、法人に戻ってきたら、現金

出納帳に支払い状況（日時、支払先、適用、残高等）を記入し、領収

書綴りに領収書等を添付するなど書類を整理して、法人後見担当者に

通帳及び現金出納帳、証拠証票、金銭授受簿を渡す。 

・法人後見担当者は通帳残高と現金出納帳、証拠証票、金銭授受簿等を

突合し、支払いに間違いないか確認し、通帳その他の書類を受け取る。 

・管理物件責任者は通帳その他の関係書類について確認し、再び通帳を

金庫に保管する。 

※通帳の残高や証拠証票の確認は、支払いの都度行うが、更に出納責任

者若しくは会計責任者が２か月に１回以上定期的な点検を行う。 

①払戻請求書の記入 

（法人後見担当者） 

②払戻の決済 

（法人後見担当者） 

③払戻請求書の押印

（届出印管理責任者）

と通帳の持ち出し（法

人後見担当者） 

④預貯金の払出しと

諸経費の支払等 

（法人後見担当者、支援

員） 

⑤支払後の整理 

（管理物件責任者、法人後

見担当者、支援員） 
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６．都道府県社会福祉協議会による法人後見（業務委託型）の業務一覧（フロー） 

 

都道府県社協と市町村社協の役割分担は地域や対象者によって変わることがあり得ます。 

支援チームの形成支援、自立支援が必要な場合には、市町村・中核機関にも相談すること。 

 

受任前後から家庭裁判所への初回報告まで 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県社協 

 1)・行政・中核機関・市町村
社協等からの相談 

・申立てを受けた家庭裁判所
からの受任可否の照会受付 

法人後見受任

可否の照会等 

2)情報収集（依頼） 

3)法人内部での協議 

4)法人後見運営委員会で審査 

5)法人後見受任の意向決定 

市町村社協等 

 

本人 

支援チーム等 

 

家庭裁判所等 

 

受
任
準
備 
受
任
直
後
～
初
回
報
告 

法人後見受任

可否を回答 

専門職アドバイザーの助言を受け、業務内容や役割分担を確認 

２）登記事項証明書等の取得 法務局へ申請 

３）本人、関係者との面談、情報収集等 
○本人、申立人、支援者

等と面談、情報収集 

４）財産の占有確保、財産状況の調査 
○本人等から財産や管
理が必要な物品引継ぎ 

○預貯金や債務状況を
確認 

不動産全部事項証明書の取得 法務局へ申請 

○金融機関への届出、各種手続き/○年金事務所の手続き/○保険・証
券会社等の手続き/○市町村窓口での手続き/○ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者等の手続

き/○郵便物の転送の嘱託（必要に応じて） 
家庭裁判所へ

申立て 

○本人の意思や収支に基づく後見計画案の作成 
○申請可能な年金や給付、減免等の確認／○定期預金等の管理方針

／○負債の対応方針／○支援チームとの方針検討／○本人への説明 
 

○財産目録（初回報告用）作成 

○後見事務計画、年間収支予定表（初回報告用）作成 
○添付書類の整理 

 

家庭裁判所へ

初回報告 

健康保険証、マイナンバーカ

ード、日常生活に使用する預
貯金通帳や届出印鑑等の保管 

６）後見計画案の作成 

７）家庭裁判所への初回報告 

１）対応方針検討会議 

定期預金、有価証券、保険証

書、権利証等の保管 

※必要な場合 
 

５）関係機関への届出、各種手続き 

本人と面談、意向確認 

申立人等から情報収集 

○本人の意向確認 

○支援チームとの後見
方針の確認 

日常生活自立支援事
業から成年後見制度
への移行検討 

本人、申立人等への
面談調整 
フェイスシート作成 
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定例的な業務（日常生活支援） １／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都道府県社協 

 

市町村社協等 

 

本人 

支援チーム等 

 

家庭裁判所等 

 

定
例
業
務 

日
常
生
活
支
援
（
１
／
２
） 

１）本人や支援者等との面談 

○本人との定期面談 
○サービス担当者会議出席 

○活動記録の作成 

２）見守り、緊急時対応の体制 

○見守りや緊急時の連絡・対応体制を関係者と共有 

３）預貯金、日常生活費等の管理 

○日常的に使用する預貯金管理 

○現金出納帳の作成 
○収入受領、支出の管理 

○法人内部での定期チェック 
○都道府県社協への定期報告 

４）不動産の管理 

○居住用不動産の処分／○住居のリフォーム等の手配 
※専門職アドバイザーを交えて対応を検討 

家庭裁判所へ

連絡、申立て 

※居住用不動産の処分が必要な場合 

 

○本人の意向の確認 
○親族の意向確認 

○本人や支援者への生

活費の受け渡し（受
領書の取得） 

５）医療に関する事務（日常的なもの） 

○受診、入院の手続き 
○治療方針説明への立会い 
○通院手段や入院時物品の確保 

○入院中の定期訪問（見守り） 
○医療費の支払い、退院支援 

○診療契約（入院含む）の締結 
○本人の意向の確認 

６）介護・福祉サービスの利用 

○施設入所等、サービス利用に
向けた手続き 

○定期訪問による見守り 
○サービス履行状況の確認、 
○必要に応じて改善申し入れ 

○サービス契約・解約・変更 
○利益相反、関係性注意事案は

運営委員会にて対応方針検討 

○本人の意向の確認 

○本人の生活状況や意向
等の確認 

○支援チームメンバー間
で支援方針確認 

家庭裁判所へ

連絡、申立て 

※利益相反関係にある場合、 

後見監督人の選任の申立て 
 

○定期報告の確認、必要な指
示の実施 
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定例的な業務（日常生活支援） ２／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都道府県社協 

 

市町村社協等 

 

本人 

支援チーム等 

 

家庭裁判所等 

 

定
例
業
務 

日
常
生
活
支
援
（
２
／
２
） 

７)必要に応じて実施する業務 

○本人意思に基づく臨時の契約や支出（金額が

大きい場合等は都道府県社協に相談） 
○親族との連絡 

○家庭裁判所への連絡・上申 

○本人の意向の確認 
○家族との連絡（理解
促進、関係づくり） 

家庭裁判所へ

連絡、申立て 

※連絡する必要がある場合 
 各種申立ての必要がある場合 

 

○専門職アドバイザーを交え
た検討 

８) 臨時で起こる可能性がある業務 

○緊急受診・入院への対応 

※下記の場合は、専門職アド
バイザーを交えて対応を検討 

○行政やサービス事業者への
苦情申し立て／○相続等の発
生／○債務の発覚／○有価証

券等の処分／○訴訟対応 

○診療契約（入院含む）の締結 

○住民票の異動 
 法務局、家裁への対応 

法務局へ申請 

家庭裁判所への

連絡 
○住民票の異動 

市町村、金融機関、郵便局等への変更届等 

９)頼れる親族がいない場合の死後の事務に備えた業務 

○延命治療の意向 
○墓地の有無や埋葬等の意向 

○親族による死後事務対応 

※本人が墓地や墓石の購入を希望する場合は、専門職アドバイザー
を交えて対応を検討、家庭裁判所にも報告 

○本人の意向の確認 
○親族の意向確認 

○本人の状況等の確認 
○親族等関係者への連絡 

○本人の意向の確認 

○親族の意向確認 
○親族による死後事務の
可否の確認 

家庭裁判所へ

報告 

○後見事務報告書の作成 
○財産目録の作成 
○添付書類の整理 

○報酬付与審判の申立て 

家庭裁判所へ

報告、申立て 

10）家庭裁判所への定期報告 

家庭裁判所へ

連絡・報告 

※必要に応じて 

※重大な医療の場合 
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終了時における業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都道府県社協 

 

市町村社協等 

 

本人 

支援チーム等 

 

家庭裁判所等 

 

終
了
時
に
お
け
る
業
務 

１) 本人の人生の最終段階における対応 

○延命治療の意向等 
○医療機関等に本人の意
向を伝達 

※専門職アドバイザーを交えて、本人の死後に必要な事務を確認 

 親族による死後事務が困難な場合は、家庭裁判所に連絡して必要な金
額を用意 

家庭裁判所へ

連絡 

２)死後の事務 

○本人死亡の連絡 
○火葬、納骨等を担う親族等が
いない場合（後見類型） 

家庭裁判所へ

連絡、申立て 

○本人死亡の連絡、申請等 
法務局への 

終了登記申請 
○本人死亡の連絡等 ○親族、関係者への連絡 

○管理計算、財産目録の作成 

○火葬埋葬等の手配、支払い 

○葬儀社等からの見積 

○相続人への引継ぎ、引継書（受領書）の受取り 
 ※相続人がいない場合、不明な場合等は家庭裁判所に連絡し、必要

に応じて相続財産清算人の選任の申立てを行う 

家庭裁判所へ

連絡、申立て 

３）生前債務の支払い、財産の保全 

※専門職アドバイザーを交えて対応を協議（親族等による対応が困難な
場合等） 

○医療費、介護サービス費等
の生前債務の支払い 

○ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の停止手続き等 

４）本人死亡以外の後見業務

の終了（審判の取消、辞任） 

○管理していた本人財産の引き

渡し 

○事前に親族の意向を確

認 

家庭裁判所へ

連絡、申立て 

○後見事務終了報告書の作成 
添付書類（財産目録、引継書

（受領書）等）とあわせ提出 
○報酬付与審判の申立て 

家庭裁判所へ

報告、申立て 

５）家庭裁判所への終了

報告 
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参考資料 社会福祉法人京都府社会福祉協議会の使用している書式等 

1. 社会福祉法人京都府社会福祉協議会法人後見実施要綱 

 

 

護
 
 
 
基
づ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適
切
 
管
 
 
、
 
 
 
 
 
記
載
さ
れ
 
 
 
 
 
つ

 
 
は
適
切
 
方
 
 
 
り
保
管
 
 
 
う
求
め
 
。

 

2 
第

11
条
 
基
づ
 
設
置
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従
 
 
 
京
都
府
社
協
 
 
、
 
託
先
 
 
 
、
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
は
、
 
 
上
知
り
得
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
由
 
く
他
 
 
知
 
せ
、

ま
 
は
 
 
 
目
 
 
使
用
 
 
は
 
 
 
 
。
そ
 
 
 
退
 
 
 
も
同
様
 
 
 
。

 

3 
ケ
 
 
検
討
、
啓
 
、
教
育
 
 
目
 
で
 
 
 
使
用
 
 
場
合
は
、
 
 
 
プ
ラ
イ
バ
シ
 
保
持
 

十
 
配
慮
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
 
 
訪
 
 

 

第
5
条

 
京
都
府
社
協
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
は
、
 
 
 
 
 
 
 
行
う
 
め
、

原
則
 
 
 
月

1
回
、
 
年
被
 
 
 
 
 
居
 
 
訪
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
安
否
 
 
 
 
行
う
 

 
も
 
、
心
身
 
状
 
 
 
 
 
 
状
況
 
把
握
 
努
め
 
。

 

  
財
産
目
録
 
作
 
 
 

 

第
6
条

 
京
都
府
社
協
は
、
 
年
 
 
 
 
 
就
任
 
 
 
 
は
、
京
都
家
庭
 
 
 
 
「
 
年
 
 
 
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
」
 
 
参
照
 
 
 
み
 
 
 
財
産
調
 
 
行
 
、
財
産
目
録
 
作
 
 
 
 
 
も
 
収
支
予

 
表
 
策
 
 
 
。

 

  
管
 
物
件
 
保
管
 

 

第
7
条

 
 
年
被
 
 
 
 
 
財
産
 
 
 
登
記
識
別
 
 
通
知
 
 
重
 
 
 
は
、
原
則
 
 
 
、
京
都

府
社
協
 
契
約
 
 
金
融
機
 
 
貸
金
庫
 
お
 
 
保
管
 
 
。
 
だ
 
、
次
 
各
号
 
掲
げ
 
も
 
は
、

京
都
府
社
協
ま
 
は
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
 
 
 
 
備
え
 
耐
火
性
 
金
庫
 

保
管
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

(1
)現
金

 

(2
)預
貯
金
通
帳
 
日
常
 
 
使
用
 
 
も
 
 

 

(3
)金
融
機
 
届
出
印

 

(4
)そ
 
他
前
各
号
 
準
ず
 
 
京
都
府
社
協
 
 
め
 
も
 

 

  
財
産
管
 
 
考
慮
 
項
 

 

第
8
条

 
京
都
府
社
協
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
財
産
 
管

 
 
 
 
あ
 
っ
 
は
、
 
 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
益
 
み
 
考
慮
 
 
そ
 
 
 
 
決
 
 
 
も
 
 

 
、
 
該
 
年
被
 
 
 
 
 
親
族
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
意
 
 
 
 
 
も
 
 
 
 
。
 
だ
 
、

そ
 
意
 
 
聴
く
こ
 
 
妨
げ
 
 
。

 

  
費
用
 

 

第
9
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
費
用
 
つ
 
 
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
負
 
 
 
 
。
 
だ
 
、
 

む
 
得
 
 
 
 
 
 
り
京
都
府
社
協
ま
 
は
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
財
産
 
 

費
用
 
立
替
払
 
 
 
場
合
は
、
こ
れ
 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
こ
 
 
で
 
 
。
 
お
、
求
 

社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
 
 
 
綱

 

  
趣
旨
 

 

第
1
条

 
こ
 
 
綱
は
、
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
以
下
「
京
都
府
社
協
」
 
 
う
。 

 
受
任
 
 
 
年
 
 
、
保
佐
 
 
 
助
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
 
 
 
」
 
 
う
。
 
 
 
 
必
 
 

 
項
 
 
め
 
。

 

  
 
 
 
目
 
 

 

第
2
条

 
 
 
 
 
 
 
は
、
 
知
症
高
齢
 
、
知
 
障
 
 
 
 
精
神
障
 
 
 
 
意
思
決
 
 
困
難
 

 
 
 
断
能
力
 
 
う
 
め
、
京
都
府
社
協
 
、
市
町
村
社
 
福
祉
協
議
 
 
以
下
「
市
町
村
社
協
」
 
 

う
。 
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
協
力
 
 
り
 
 
 
 
こ
 
 
 
り
、
 
年
被
 
 
 
、
被
保
佐
 
ま
 

は
被
 
助
 
 
以
下
「
 
年
被
 
 
 
 
」
 
 
う
。 
 
財
産
管
 
、
身
上
 
護
 
行
 
、
そ
 
権
 
 

擁
護
 
 
こ
 
 
目
 
 
 
 
。

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

第
3
条

 
京
都
府
社
協
 
、
 
 
 
 
 
 
 
行
う
 
 
は
、
 
 
 
意
思
 
尊
重
 
、
 
つ
そ
 
心
身
 

状
 
 
 
 
 
 
状
況
 
配
慮
 
 
、
次
 
各
号
 
掲
げ
 
 
 
 
行
う
。

 

(1
) 
年
 
 
 
、
保
佐
 
 
 
 
助
 
 
以
下
「
 
年
 
 
 
 
」
 
 
う
。 
 
 
 
 
 
 

 

(2
)そ
 
他
前
条
 
趣
旨
 
合
致
 
 
 
 
め
 
れ
 
 
 

 

2 
前
項
各
号
 
 
 
 
あ
 
っ
 
は
、
京
都
府
社
協
は
、
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
 
託
契

約
 
締
結
 
 
 
 
一
 
 
 
託
 
 
。

 

3 
 
託
先
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
 
 
場
合
、
下
記
 
基
準
 
照
 
 
、
第

12
条
 
 
り
設
置
 
 
 
 

 
 
運
営
 
 
 
 
諮
 
も
 
 
 
、
そ
 
審
 
結
果
 
踏
ま
え
 
、
京
都
府
社
協
 
長
 
 
託
先
 
 
 

適
格
性
 
 
断
 
 
。

 

 
(1

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
解
、
知
識

  

 
(2

) 
年
被
 
 
 
 
 
権
 
 
擁
護
 
、
 
 
 
遂
行
 
 
 
 
必
 
 
支
援
手
 

 

 
(3

)管
 
責
任
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
性
 
保

 

 
(4

) 
 
機
 
 
 
連
携
 
 
連
絡
調
整

 

(5
) 
令
遵
守
 
 

 

(6
) 
 
防
止
 
 

 

(7
)損
 
賠
 
保
険
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
託
 
 
 
 
京
都
府
社
協
 
 
割
・
権
限
 
 
 
 
つ
 
 
は
 
 
 
託
契
約
 
 
 
り
 
め

 
。

 

  
秘
密
 
保
持
 

 

第
4
条

 
京
都
府
社
協
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基
づ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適
切
 
管
 

 
、
 
 
 
 
 
記
載
さ
れ
 
 
 
 
 
つ
 
 
は
適
 
 
方
 
 
 
り
保
管
 
 
。

 

2 
京
都
府
社
協
は
、
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
 
 
、
そ
れ
ぞ
れ
別
 
 
め
 
 
 
 
 
保
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(1
)地
域
福
祉
権
 
擁
護
 
 
 
 
用
 
ま
 
は
 
用
 
験
 
で
 
断
能
力
 
低
下
 
 
 

 

 
(2

)市
町
村
、
中
核
機
 
 
 
年
 
 
セ
ン
タ
 
 
、
そ
 
他
公
 
 
 
機
 
 
お
 
 
、
 
 
 
 
 
 

 
支
援
 
望
ま
 
 
 
考
え
 
れ
 
 

 

 
(3

) 
年
 
 
 
 
 
 
用
 
必
 
 
 
め
 
れ
 
 
も
 
 
わ
 
ず
、
適
切
 
 
年
 
 
 
 
 
得
 

れ
 
 
 

 

 
(4

) 
象
 
 
 
 
 
 
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
、
運
営
 
 
 
 
特
 
必
 
 
 
め
 
 

 

2 
 
年
 
 
 
 
 
受
任
 
あ
 
っ
 
は
、
前
項
各
号
 
 
 
 
 
 
象
 
 
つ
 
 
、
特
 
 
 
 
 

 
 
 
支
援
 
必
 
性
 
 
通
 
・
持
続
性
、
背
景
、
 
待
さ
れ
 
効
果
 
 
 
観
点
 
十
 
 
考
慮
 
 

も
 
 
 
 
。

 

  
 
酬
付
与
 
審
 
 
申
立
 
 

 

第
14
条

 
京
都
府
社
協
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
酬
 
つ
 
 
、
家
庭
 
 
 
 
 
酬
付
与
 
審
 
 
申

 
立
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

  
 
型
 
変
更
申
請
 

 

第
15
条

 
京
都
府
社
協
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
つ
 
 
、
意
思
能
力
 
 
 
 
変
化
 
あ
っ
 
 
 
め

 
場
合
 
お
 
 
必
 
 
あ
 
 
 
は
、
 
 
、
 
託
先
市
町
村
社
協
ま
 
は
社
 
福
祉
 
 
 
 
意
 
 

聴
 
 
う
え
で
、
 
該
 
年
被
 
 
 
 
 
 
年
被
 
 
 
で
あ
 
場
合
 
あ
っ
 
は
 
 
開
始
 
審
 
 

 
消
 
、
 
助
開
始
ま
 
は
保
佐
開
始
 
審
 
 
、
被
保
佐
 
で
あ
 
場
合
 
あ
っ
 
は
保
佐
開
始
 
審
 

 
 
消
 
、
 
 
開
始
ま
 
は
 
助
開
始
 
審
 
 
、
被
 
助
 
で
あ
 
場
合
 
あ
っ
 
は
 
助
開
始
 
審

 
 
 
消
 
、
 
 
開
始
ま
 
は
保
佐
開
始
 
審
 
 
、
そ
れ
ぞ
れ
家
庭
 
 
 
 
申
 
立
 
 
も
 
 
 

 
。

 

2 
 
 
 
 
 
、
保
佐
 
 
 
、
 
助
 
 
 
 
必
 
 
場
合
は
、
適
宜
そ
 
選
任
 
申
立
 
行
う
。

 

3 
1
項
 
 

2
項
 
申
立
 
あ
 
っ
 
は
、
第

12
条

3
項
 
準
用
 
 
。

 

  
辞
任
 

 

第
16
条

 
京
都
府
社
協
は
、
次
 
各
号
 
 
ず
れ
 
 
該
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
継
続

 
 
行
う
こ
 
 
困
難
 
 
っ
 
 
 
め
 
れ
 
 
 
は
、
家
庭
 
 
 
 
辞
任
 
申
 
出
 
も
 
 
 
 
。
 

(1
) 
年
被
 
 
 
 
 
京
都
府
域
外
 
転
出
 
 
 
 

 

(2
) 
年
被
 
 
 
 
 
 
意
 
 
 
一
致
 
重
 
り
、
信
頼
 
 
 
保
 
 
く
 
っ
 
 
 

 

(3
)そ
 
他
 
特
別
 
 
由
 
 
り
、
 
 
 
 
 
 
 
継
続
 
 
行
う
こ
 
 
困
難
 
 
っ
 
 
 

 

2 
前
項

(1
)
 
場
合
 
お
 
 
、
 
該
 
年
被
 
 
 
 
 
つ
 
 
必
 
 
あ
 
 
 
め
 
れ
 
 
 
は
、

 
任
 
 
年
 
 
 
 
 
申
 
立
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

3 
1
項
 
 

2
項
 
申
立
 
あ
 
っ
 
は
、
第

12
条

3
項
 
準
用
 
 
。

 

  
そ
 
他
 

 

第
17
条

 
こ
 
 
綱
 
 
め
 
も
 
 
ほ
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
必
 
 
 
項
は
 
長
 
別
 
 
め
 
。
 

 

 
 
受
け
 
場
合
、
家
庭
 
 
 
 
 
 
そ
 
旨
 
 
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
台
帳
 
整
備
 

 

第
10
条

 
京
都
府
社
協
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
は
、
 
 
 
 
 
 
 
処
 
 
状

況
 
記
録
 
 
 
め
、
 
年
被
 
 
 
 
 
つ
 
 
 
 
毎
 
台
帳
 
そ
 
様
 
は
別
 
 
め
 
。 
 
整

備
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

2 
上
記
台
帳
 
 
完
 
ま
 
は
代
用
 
 
目
 
で
、
京
都
府
社
協
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉

 
 
 
 
間
で
、
 
 
 
 
保
護
 
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
措
置
 
十
 
 
講
 
 
上
で
オ
ン
ラ
イ
ン
 
 
 
シ
 

テ
ム
管
 
 
行
う
。

 

  
従
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
11
条

 
京
都
府
社
協
は
、
権
 
擁
護
支
援
 
 
 
 
 
 
 
 
知
識
ま
 
は
 
験
 
 
 
 
 
 
 
中

 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
従
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。

 

2 
京
都
府
社
協
は
、
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
つ
 
 
 
 
 
知
識
ま
 
は
 
験
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
託
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

3 
京
都
府
社
協
は
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・
責
任
 
 
 
 
 
 
 
う
求
め
 
。

 

4 
京
都
府
社
協
は
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
 
 
、
福
祉
 
 
 
 
 
 
 
 
知

識
ま
 
は
 
験
 
 
 
 
 
 
 
中
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
従
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
う
求
め
 
。

 

5 
京
都
府
社
協
は
、
 
託
先
市
町
村
社
協
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
、
前
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
り
、
 
年
被
 
 
 
 
 
日
常
 
 
支
援
 
従
 
 
 
 
 
 
 
 
助
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
置
く

こ
 
 
 
め
 
。

 

  
 
 
 
 
運
営
 
 
 
 

 

第
12
条

 
京
都
府
社
協
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
り
、
 
年
被
 
 
 
 
 
権
 
 
擁
護
 
 

 
 
も
 
、
 
 
 
公
 
性
 
 
 
 
性
 
 
保
 
 
 
め
、「
 
 
 
 
運
営
 
 
 
」 
以
下
「
運
営
 

 
 
」
 
 
う
。 
 
設
置
 
 
。

 

2 
運
営
 
 
 
 
 
 
は
、
全
 
ま
 
は
一
 
 
つ
 
 
、
地
域
福
祉
権
 
擁
護
 
 
 
 
 
 
「
契
約

締
結
審
 
 
」
 
 
 
兼
ね
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

3 
京
都
府
社
協
は
、
 
年
 
 
 
 
 
受
任
 
適
否
 
つ
 
 
、
運
営
 
 
 
 
諮
り
、
そ
 
審
 
結
果

 
踏
ま
え
 
、
こ
れ
 
決
 
 
 
。

 

4 
運
営
 
 
 
設
置
 
 
 
 
詳
細
は
、「
 
 
 
 
運
営
 
 
 
設
置
 
綱
」
 
 
り
別
 
 
め
 
。

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
象
 
 
 
件
 

 

第
13
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
象
 
は
、
紛
争
性
 
 
く
、
身
上
 
護
 
日
常
 
 
金
銭
管
 
 
中
心
で
、

次
 
各
号
 
う
ち
 
ず
れ
 
 
該
 
 
 
 
 
 
 
。
 
だ
 
、
第

4
号
は
京
都
府
社
協
 
 
運
営
 
 
 

 
 
断
 
 
 
。
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 附
則
 

こ
 
 
綱
は
、
令
和

6
年

5
月

29
日
 
 
 
行
 
 
。
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2. 社会福祉法人京都府社会福祉協議会法人後見運営委員会設置要綱 

 

 

 
 
 
 
 

 

第
6
条

 
運
営
 
 
 
は
 
 
長
 
招
集
 
 
。

 

2 
運
営
 
 
 
 
議
長
は
 
 
長
 
も
っ
 
充
 
 
。

 

3 
運
営
 
 
 
は
、
 
 
 
過
半
数
 
出
席
 
も
っ
 
 
立
 
 
。
 
だ
 
、
欠
席
 
 
 
 
 
 
面
審

 
可
能
 
場
合
は
、
 
面
審
 
 
も
っ
 
出
席
 
代
え
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

4 
運
営
 
 
 
 
議
 
は
、
出
席
 
 
 
 
 
過
半
数
で
決
 
、
可
否
同
数
 
 
 
は
議
長
 
決
 
 
 

こ
ろ
 
 
 
。

 

5
 
運
営
 
 
 
は
、
地
域
福
祉
権
 
擁
護
 
 
・
契
約
締
結
審
 
 
開
催
 
日
 
随
 
 
 
 
 
。

 

  
 
 
 
公
開
・
管
 
 

 

第
7
条

 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
年
被
 
 
 
 
予
 
 
 
プ
ラ
イ
バ
シ
 
 
保
護
 
 
 
 
も
 
、
 

 
 
透
 
性
 
 
保
 
 
観
点
 
 
、
 
 
 
公
開
 
管
 
は
次
 
各
号
 
通
り
 
 
 
。

 

(1
)運
営
 
 
 
で
 
り
 
う
 
別
 
案
件
は
、
 
 
 
プ
ラ
イ
バ
シ
 
 
配
慮
 
、
非
公
開
 
 
 
。

 

(2
)審
 
 
象
 
 
 
 
 
 
 
 
開
 
請
求
 
 
 
 
は
、
運
営
 
 
 
 
議
決
 
 
り
、
必
 
 
限

 
で
開
 
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

  
 
 
局
 

 

第
8
条

 
運
営
 
 
 
 
 
 
局
は
京
都
府
社
協
福
祉
 
 
 
支
援
課
 
置
く
。

 

  
そ
 
他
 

 

第
9
条

 
こ
 
 
綱
 
 
め
 
も
 
 
ほ
 
、
運
営
 
 
 
 
運
営
 
つ
 
 
必
 
 
 
項
は
京
都
府
社
協

 
長
 
別
 
 
め
 
。
 

  附
則

 

こ
 
 
綱
は
、
令
和

6
年

5
月

29
日
 
 
 
行
 
 
。

 

社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
運
営
 
 
 
設
置
 
綱

 

  
趣
旨
 

 

第
1
条

 
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
以
下
「
京
都
府
社
協
」
 
 
う
。 
 
受
任
 
 
 

年
 
 
、
保
佐
 
 
 
助
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
 
 
 
」
 
 
う
。 
 
 
 
 
あ
 
り
、
受
任
 
適

否
 
 
断
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
、
助
言
 
 
通
 
 
適
 
 
 
 
 
 
 
 
保
 
 
目
 
 
 

め
、
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
 
 
 
綱
第

12
条
 
基
づ
 
、
 
 
 
 
運
営

 
 
 
 
以
下
「
運
営
 
 
 
」
 
 
う
。 
 
設
置
 
 
。

 

  
機
能
 

 

第
2
条

 
前
条
 
目
 
 
達
 
 
 
 
め
、
運
営
 
 
 
は
次
 
掲
げ
 
各
号
 
 
 
 
行
う
。

 

 
(1

) 
年
 
 
、
保
佐
 
 
 
助
 
以
下
「
 
年
 
 
 
」
 
 
う
。 
 
受
任
 
 
辞
任
 
申
立
 
 
 

 
審
 

 

 
(2

)支
援
 
 
 
 
 
 
審
 

 

(3
) 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
苦
 
申
 
立
 
 
 
 
 
調
 
、
調
整
 
 
審
 

 

 
(4

)京
都
府
社
協
 
 
諮
 
 
受
け
 
 
項
 
 
 
 
答
申

 

 
(5

)京
都
府
社
協
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
・
助
言

 

 
(6

)そ
 
他
、
京
都
府
社
協
 
 
運
営
 
 
 
 
必
 
 
 
め
 
 
項

 

  
 
 
構
 
・
 
嘱
 
 

第
3
条

 
運
営
 
 
 
は
、
下
記
 
 
 
も
っ
 
 
 
 
 
。

 

2 
 
 
は
、
次
 
掲
げ
 
 
 
 
京
都
府
社
協
 
長
 
 
嘱
 
 
。

 

(1
) 
律
 
 
 

 

(2
)医
療
 
 
 

 

(3
)福
祉
 
 
 

 

(4
)そ
 
他
 
京
都
府
社
協
 
長
 
 
適
任
で
あ
 
 
 
め
 
 

 

3 
 
 
 
数
は
５
 
 
 
 
。

 

  
任
 
 

 

第
4
条

 
 
 
 
任
 
は

2
年
 
 
 
。
 
だ
 
、
 
欠
 
 
 
 
任
 
は
前
任
 
 
残
任
 
間
 
 
 
。 

2 
 
 
は
、
再
任
可
能
 
 
 
。

 

  
 
 
長
 
 
副
 
 
長
 

 

第
5
条

 
運
営
 
 
 
 
 
 
長
 
 
副
 
 
長
 
置
 
、
 
 
 
互
選
 
 
っ
 
こ
れ
 
 
め
 
。

 

2 
 
 
長
は
、
 
 
 
総
 
 
、
 
 
 
 
代
表
 
 
。

 

3 
副
 
 
長
は
、
 
 
長
 
 
佐
 
、
 
 
長
 
 
故
あ
 
 
 
ま
 
は
欠
け
 
 
 
は
、
そ
 
 
 
 

代
 
 
 
。
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3. 標準法人後見業務委託契約書 

 

 
 

 
れ
 
 
 

 

 
２
 
乙
 
 
 
 
 
由
 
く
 
 
通
常
考
え
 
れ
 
契
約
履
行
 
 
め
 
着
手
 
 
 
過
ぎ
 
も
 
 

 
着
手
 
 
 
 
 

 

 
３
 
乙
 
こ
 
契
約
 
各
条
項
 
違
反
 
 
 
 

 

 
４
 
乙
 
暴
力
 
 
反
社
 
 
 
力
、
ま
 
は
そ
 
構
 
 
 
 
り
 
 
 
 
こ
 
 
あ
 
 
、
 
 

 
 
 
 
疑
わ
れ
 
 
、
現
 
 
 
 
お
そ
れ
 
あ
 
 
 
め
 
れ
 
 
 

 

２
 
 
乙
は
、
甲
 
こ
 
契
約
 
各
条
項
 
違
反
 
 
 
 
は
、
こ
 
契
約
 
全
 
ま
 
は
一
 
 
解
除
 
 

こ
 
 
で
 
 
。

 

  
支
援
 
終
結
、
 
託
契
約
 
終
了
 
 

第
７
条
 
 
次
 
各
号
 
 
ず
れ
 
 
該
 
 
 
場
合
は
、
 
 
 
 
 
 
支
援
 
終
結
 
 
も
 
 
 
 
。

 
だ
 
、
各
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
甲
 
 
乙
は
協
議
 
行
 
、
残
 
処
 
 
 
 
機
 
 
 
 

連
絡
調
整
 
つ
 
 
協
力
 
 
 
り
 
む
も
 
 
 
 
。

 

 
１
 
 
 
 
死
亡

 

 
２
 
 
 
 
、
 
年
 
 
、
保
佐
 
 
 
助
 
以
下
「
 
年
 
 
 
」
 
 
う
。
 
開
始
 
審
 
 
 
消

 
 
受
け
 
 
 

 

 
３
 
甲
 
 
年
 
 
 
、
保
佐
 
、
 
助
 
 
以
下
「
 
年
 
 
 
 
」
 
 
う
。
 
 
家
庭
 
 
 
 

許
可
 
得
 
辞
任
 
 
 
 

 

２
 
次
 
各
号
 
 
ず
れ
 
 
該
 
 
 
場
合
は
、
 
 
託
契
約
 
終
了
 
 
。

 

 
１
 
甲
 
 
年
 
 
 
 
 
解
任
さ
れ
 
 
 
 

 
２
 
甲
 
民
 
８
４
７
条
３
号
、
４
号
 
 
め
 
欠
格
 
由
 
 
 
 
 
 
 

 

  
損
 
賠
 
 

 

第
８
条
 
乙
は
、
そ
 
責
め
 
帰
 
べ
 
 
由
 
 
り
、
 
託
 
 
 
処
 
 
 
 
甲
ま
 
は
第
三
 
 
損

 
 
与
え
 
 
 
は
、
そ
 
損
 
 
賠
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
権
 
 
譲
渡
 
 

 

第
９
条
 
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
っ
 
 
ず
 
権
 
ま
 
は
義
 
 
、
第
三
 
 
譲
渡
 
、
ま
 
は
引
 
受

け
さ
せ
 
は
 
 
 
 
。
 
だ
 
、
あ
 
 
 
め
甲
 
 
面
 
 
 
承
諾
 
得
 
 
 
は
、
こ
 
限
り
で

 
 
。
 

  
再
 
託
 
 
禁
止
 

 

第
１
０
条
 
乙
は
、
 
託
 
 
 
全
 
ま
 
は
一
 
 
処
 
 
第
三
 
 
 
託
 
、
ま
 
は
請
け
負
わ
せ
 

は
 
 
 
 
。
 
だ
 
、
あ
 
 
 
め
甲
 
 
面
 
 
 
承
諾
 
得
 
 
 
は
、
こ
 
限
り
で
は
 
 
。
 

 
 
 
 
 
 
 
託
契
約
 
 

  

 
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
甲
 
 
、
社
 
福
祉
 
 
〇
〇
〇
町
社
 
福
祉
協
議
 
 
乙

 
 
 
、
甲
乙
両
 
 
 
は
、
次
 
 
お
り
 
託
契
約
 
締
結
 
 
。

 

  
 
託
 
 
 
 

 

第
１
条
 
 甲
は
、
甲
 
受
任
 
 
 
年
 
 
、
保
佐
 
 
 
助
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
 
 
 
」
 
 
う
。
 

 
乙
 
 
託
 
 
。

 

  
 
託
 
 
 
処
 
方
 
 

 

第
２
条
 
 
乙
は
、
甲
 
 
 
託
 
受
け
 
前
条
 
 
 
 
以
下
「
 
託
 
 
」
 
 
う
。
 
 
つ
 
 
、
社

 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
 
 
 
綱
 
 
別
添
 
仕
様
 
 
 
り
処
 
 
 
け

れ
ば
 
 
 
 
。

 

２
 
 
乙
は
、
前
項
 
仕
様
 
 
 
め
 
 
 
 
項
 
つ
 
 
は
、
甲
 
 
 
 
受
け
 
 
託
 
 
 
遂
行
 

 
も
 
 
 
 
。
 

  
処
 
状
況
 
調
 
 
 

 

第
３
条
 
甲
は
、
必
 
 
あ
 
 
 
め
 
 
 
は
、
 
つ
で
も
 
託
 
 
 
処
 
状
況
 
乙
 
 
 
さ
せ
、

ま
 
は
自
 
そ
 
状
況
 
調
 
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

  
 
託
 
 
 
 
 
 
変
更
 

 

第
４
条
 
甲
は
、
こ
 
契
約
締
結
 
 
 
 
 
 
り
、
 
託
 
 
 
 
 
 
全
 
若
 
く
は
一
 
 
変
更
 
、

ま
 
は
 
 
 
一
 
停
止
さ
せ
 
こ
 
 
で
 
 
。
こ
 
場
合
 
お
 
 
、
 
託
 
ま
 
は
 
託
 
間
 

変
更
 
 
必
 
 
あ
 
 
 
は
、
甲
乙
協
議
 
 
 
面
 
 
り
こ
れ
 
 
め
 
も
 
 
 
 
。

 

  
 
託
 
 
支
払
 

 

第
５
条
 
 
 
託
費
は
、
甲
 
 
め
 
予
算
 
範
囲
 
 
 
 
。
こ
 
場
合
 
目
安
 
 
 
、
 
酬
額
 
基
 

 
酬
額
 
 
付
 
 
酬
額
 
 
う
ち
２
 
 
１
 
上
限
 
 
 
。

 

２
  
乙
は
、
甲
 
 
 
 
 
面
 
も
っ
 
 
託
 
 
支
払
 
請
求
 
 
も
 
 
 
 
。

 

 

 
契
約
 
解
除
 

 

第
６
条
 
 
甲
は
、
乙
 
次
 
各
号
 
 
ず
れ
 
 
該
 
 
 
場
合
は
、
こ
 
契
約
 
全
 
ま
 
は
一
 
 
解

除
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

 
１
 
乙
 
責
め
 
帰
 
べ
 
 
由
 
 
り
、
こ
 
契
約
 
履
行
 
 
 
込
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
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れ
 
違
反
 
 
場
合
は
、
京
都
府
 
 
 
 
保
護
条
例
 
平
 
８
年
京
都
府
条
例
第
１
号
 
 
 
り
罰
則

 
適
用
さ
れ
 
場
合
 
あ
 
こ
 
 
 
、
 
 
 
 
 
保
護
 
 
め
 
必
 
 
 
項
 
周
知
 
 
 

 
も
 
、
 
 
 
 
 
適
 
管
 
 
徹
底
 
 
 
れ
 
 
う
、
必
 
 
つ
適
切
 
 
 
 
行
わ
 
け

れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
１
１
 
甲
は
、
必
 
 
あ
 
 
 
め
 
 
 
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
状
況
 
つ

 
 
、
乙
 
 
 
さ
せ
、
ま
 
は
随
 
 
地
 
調
 
 
 
こ
 
 
で
 
 
も
 
 
 
 
。

 

 
１
２
 
甲
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適
 
 
 
め
 
れ
 
 
 
は
、
乙
 
 
 

 
必
 
 
 
 
 
行
う
も
 
 
 
、
乙
は
、
そ
 
 
 
 
従
わ
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
１
３
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
違
反
 
 
 
 
 
 
 
、
ま
 
は
 
 
 
お
そ
れ
 
あ
 
こ
 
 
知
っ
 

 
 
は
、
速
 
 
 
甲
 
 
 
 
、
甲
 
 
 
 
従
う
も
 
 
 
 
。

 

  
 
託
 
間
 

 

第
１
３
条

 
 
 
契
約
 
 
間
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
 
 
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で
 
 
 
。
 
だ
 
、

 
間
満
了
 
１
ヶ
月
前
ま
で
 
、
甲
 
 
乙
 
 
ず
れ
 
 
も
契
約
 
終
了
 
 
旨
 
 
面
 
 
 
申
出

 
 
さ
れ
 
 
場
合
は
、
同
一
条
件
 
 
さ
 
 
１
年
間
延
長
さ
れ
 
も
 
 
 
、
以
 
も
同
様
 
 
 
。
 

    
こ
 
契
約
 
締
結
 
証
 
 
 
 
 
２
通
 
作
 
 
、
甲
乙
記
 
押
印
 
う
え
各
自
一
通
 
保
管
 
 
。
 

 

令
和
〇
年
〇
月
〇
日

 

 

甲
 
 
 
 
 
 

 
京
都
市
中
京
区
竹
屋
町
通
烏
丸
東
 
ル
清
水
町

3
7
5
番
地

 

京
都
府
立
総
合
社
 
福
祉
 
館
 

 

社
 
福
祉
 
 

 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
長

 
 
小

 
 
畑

 
 
英

 
 
 

 

  乙
 

 
 

 
住
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
社
協
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
公
印

 

 

 
秘
密
 
保
持
 

 

第
１
１
条

 
 
乙
は
、
 
託
 
 
 
処
 
上
知
り
得
 
秘
密
 
他
 
 
漏
 
 
 
は
 
 
 
 
。

 

  
 
 
 
 
 
保
護
 

 

第
１
２
条

 
 
託
 
 
 
お
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
う
 
 
は
、
次
 
各
号
 
 
 
も
 
 
 
 
。

 

 
１
 
乙
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
っ
 
は
、
 
 
 
権
 
 
益
 
侵
 
 
 
こ
 
 
 
 
 
う

 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
２
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
 
 
 
知
 
こ
 
 
で
 
 
 
 
 
 
 
他
 
漏
 
 
 
は
 

 
 
 
。
こ
 
契
約
 
終
了
 
、
ま
 
は
解
除
さ
れ
 
 
 
お
 
 
も
、
同
様
 
 
 
。

 

 
３
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
処
 
 
 
 
め
、
 
 
 
 
 
収
集
 
、
ま
 
は
 
用
 
 
 

 
は
、
受
託
 
 
 
目
 
 
範
囲
 
で
行
う
も
 
 
 
 
。

 

 
４
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
処
 
 
 
 
め
甲
 
 
 
 
 
受
け
、
ま
 
は
乙
自
 
 
収
集

 
、
若
 
く
は
作
 
 
 
 
 
 
 
 
記
録
さ
れ
 
 
 
 
 
、
甲
 
承
諾
 
 
 
第
三
 
 
 
 

 
 
は
 
 
 
 
。

 

 
５
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
処
 
 
 
 
め
甲
 
 
 
 
 
受
け
、
ま
 
は
自
 
 
収
集
 
、

若
 
く
は
作
 
 
 
 
 
 
 
 
記
録
さ
れ
 
 
 
 
 
、
甲
 
承
諾
 
 
 
複
写
 
、
ま
 
は
複

製
 
 
は
 
 
 
 
。

 

 
６
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
処
 
 
 
 
め
甲
 
 
 
 
 
受
け
、
ま
 
は
乙
自
 
 
収
集

 
、
若
 
く
は
作
 
 
 
 
 
 
 
 
滅
失
 
 
 
損
 
防
止
 
 
 
 
措
置
 
講
 
 
け
れ
ば
 

 
 
 
。

 

 
７
 
乙
は
、
甲
 
 
 
 
 
場
 
以
外
 
場
 
で
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
う
 
 
 

処
 
 
 
は
 
 
 
 
。
 
だ
 
、
甲
 
 
 
 
 
場
 
以
外
 
場
 
で
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 

 
 
 
 
り
 
う
 
 
 
処
 
 
 
必
 
 
あ
 
場
合
 
お
 
 
、
あ
 
 
 
め
 
該
作
 
場
 
 

お
け
 
 
 
 
 
 
安
全
 
保
 
措
置
 
 
 
 
甲
 
届
け
出
 
、
甲
 
承
諾
 
得
 
場
合
は
こ
 

限
り
で
は
 
 
。

 

 
８
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
処
 
そ
 
他
こ
 
契
約
 
履
行
 
 
 
、
 
 
 
 
 
記
載
さ

れ
 
 
 
 
 
運
搬
 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
 
漏
え
 
、
 
損
 
 
滅
失
 
防
止
 
 
 
め
、
甲

 
責
任
 
お
 
 
、
 
 
 
方
 
 
 
り
運
搬
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
９
 
乙
 
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
処
 
 
 
 
め
 
、
甲
 
 
 
 
 
受
け
、
ま
 
は
乙
自
 
 
収

集
 
、
若
 
く
は
作
 
 
 
 
 
 
 
 
記
録
さ
れ
 
全
 
 
 
 
 
は
、
そ
 
契
約
完
了
 
直
ち

 
甲
 
返
還
 
、
ま
 
は
引
 
渡
 
も
 
 
 
 
。
 
だ
 
、
甲
 
別
 
 
 
 
 
 
 
は
 
該
方

 
 
 
 
も
 
 
 
 
。

 

 
１
０
 
乙
は
、
こ
 
契
約
 
 
 
 
 
 
従
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 

 
限
 
 
 
 
 
 
 
、
在
 
中
は
も
 
 
り
退
 
 
 
お
 
 
も
、
そ
 
 
 
 
 
 
 
知
り
得
 
 
 

 
 
 
み
だ
り
 
他
 
 
知
 
せ
、
ま
 
は
 
 
 
目
 
 
使
用
 
 
は
 
 
 
 
。
こ
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4. 京都府社協・法人後見・仕様書 

 

 

④
  
 
年
被
 
 
 
 
 
日
常
 
 
 
必
 
 
範
囲
 
 
金
銭
 
管
 
 
 
支
払
 

  
  

  
  
 
 
 
 
通
常
必
 
 
 
 
 
 
費
 

3
ヵ
月
 
 
 
 
上
限
 
 
 
 

 

  
  
⑤

  
 
年
被
 
 
 
 
 
保
 
 
 
通
帳
・
印
鑑
 
保
管

 

  
  

  
  
 
預
り
品
目
録
 
作
 
、
 
年
被
 
 
 
 
通
帳
 
授
受
 
 
作
 
 
 

 
 
⑥

 
税
 
申
 
・
納
付

 

⑦
 
郵
便
物
 
 
 
整
 
・
保
管

 

  
  
⑧

  
請
求
 
・
 
収
 
 
 
 
整
 
・
保
管

 

  
  
⑨

  
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
被
 
 
 
 
支
援
計
画
 
作
 
 
 
評
価
 

  
  

  
  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
 
身
上
 
護
 
中
心
 
 
年
被
 
 
 
 
支
援
計
画
 
新
 

 
作
 
 
ま
 
は
同
計
画
 
変
更
 
行
う
 
 
、
甲
 
 
前
 
承
 
 
得
 
こ
 
 
 
 
 
。
乙
は
、

 
年
被
 
 
 
 
 
つ
 
 
異
変
 
 
 
ま
 
は
そ
 
お
そ
れ
 
あ
 
 
 
め
 
場
合
、
甲
 
 
 

直
ち
 
 
 
 
助
言
・
 
 
 
受
け
 
こ
 
 
 
 
 
。
ま
 
、
同
計
画
 
基
づ
 
支
援
 
適
切
 

 
 
さ
れ
 
 
 
 
 
 
つ
 
 
点
検
・
評
価
 
、
必
 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
直
 
 
行
う
。
 

  
  
⑩

  
甲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
連
絡
・
 
 
 

  
  
⑪

  
市
町
村
 
 
年
 
 
セ
ン
タ
 
 
中
核
機
 
、
 
 
機
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
共

 
 
 
 
 
連
絡

 

 
 
⑫

 
 
 
 
 
 
 
責
任
 
、
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
支
援
 
 
配
置
 

  
  
⑬

 
そ
 
他
、
 
 
 
 
目
 
 
達
 
 
 
 
め
 
必
 
 
 
 
 

 ４
 
乙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
乙
は
、
甲
 
 
 
託
 
受
け
 
 
 
 
 
 
 
 
履
行
 
 
 
あ
 
り
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
配
置
 
 
。
 
お
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援

 
 
兼
ね
 
こ
 
 
妨
げ
 
 
 
但
 
、
 
益
 
反
 
チ
ェ
ッ
ク
 
つ
 
 
は
兼
任
で
 
 
 
 
。
 

  
①

  
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
責
任
 
は
、
甲
 
 
 
託
 
受
け
 
 
 
 
 
 
 
全
般
 
つ
 
 
責
任
 
負
う

 
で
、
主
 
、
甲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
連
絡
・
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
日
常

 
金
銭
管
 
 
 
、
通
帳
、
届
出
印
 
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
保
管
 
 
 
 
 
、
苦
 
受
付
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
保
・
配
置
 
 
 
 
・
 
 
、
 
 
機
 
 
 
保
 
 
材

育
 
、
 
 
 
 
 
 
 
、
家
庭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
協
力
 
 
 
 
割
・
責
任
 
 
 
 
 
。
 

  
②

  
 
 
 
 
 
 
 
 
主
 
 
 
 
 

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
 
年
被
 
 
 
 
支
援
計
画
 
作
 
 
 
評
価

 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 
 
ア
セ
 
メ
ン
ト
 
 
は
 
め
、
 
年
被
 
 
 
 
 

 
守
り
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
、 
年
被
 
 
 
 
 
福
祉
 
 
 
 
 
用
援
助
、

 
年
被
 
 
 
 
 
日
常
 
 
 
必
 
 
範
囲
 
 
金
銭
 
管
 
 
 
支
払 
 
 
 
通
常
必
 
 
 

 
 
 
費
 

3
ヵ
月
 
 
 
 
上
限
 
 
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
保
 
 
 
通
帳
、
印
鑑
 
 
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
保
管
、
市
町
村
 
 
年
 
 
セ
ン
タ
 
 
中
核
機
 
、
 
 
機
 
 
 
 
 
、
 

 
 
 
 
 
 
 
共
 
 
 
 
 
連
絡
、
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
 
 
 
・
助
言
・
 
 
、
甲
 
 

 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
 
 
 
 
・
連
絡
・
 
 
 
 
 
 
 
。
 

  
③

  
 
 
 
 
支
援
 
 
主
 
 
 
 
 

 

  
  

  
 
 
 
 
支
援
 
は
、
 
年
被
 
 
 
 
支
援
計
画
 
基
づ
 
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
助
言
・
 
 
 
受
け
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
自
宅
 
 
訪
 
、
 
年
被
 
 
 
 

 

社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仕
様
 

 

  
 
仕
様
 
は
、
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
以
下
「
甲
」
 
 
う
。
 
 
受
任
 
 
 

年
 
 
、
保
佐
、
 
助
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
 
 
 
」
 
 
う
。
 
 
 
 
、
甲
 
市
町
村
社
 
福

祉
協
議
 
 
 
社
 
福
祉
 
 
 
 
以
下
「
乙
」
 
 
う
。
 
 
 
託
 
 
 
 
 
基
 
 
 
枠
 
み
 

 
仕
様
 
 
 
 
 
 
 
も
 
 
 
 
。

 

 １
 
 
 
 
 
 
 
 
目
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
 
知
症
高
齢
 
、
知
 
障
 
 
 
 
精
神
障
 
 
 
 
意
思
決
 
 
困
難
 
 

 
 
断
能
力
 
 
う
 
め
、
甲
 
、
乙
 
協
力
 
 
り
、
 
年
被
 
 
 
、
被
保
佐
 
 
 
被
 
助
 

 
以
下
「
 
年
被
 
 
 
 
」
 
 
う
。
 
 
財
産
管
 
 
 
身
上
 
護
 
行
 
、
そ
 
権
 
 
擁
護

 
 
こ
 
 
目
 
 
 
 
。
 

 ２
  
甲
 
 
う
主
 
 
 
 
 
 

 

  
  
甲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
主
 
 
 
は
以
下
 
 
お
り
で
あ
 
。
 

  
  
①

 
財
産
 
調
 

 

  
  
②

 
通
帳
・
届
出
印
 
管
 

 

  
  
③

 
 
 
機
 
 
 
届
出
 

  
  
④

 
財
産
目
録
 
作
 

 

 
 
⑤

 
収
支
予
 
表
 
作
 
 

 
 
⑥

 
収
支
 
 
 
 
作
 
 

  
  
⑦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作
 

 

  
  
⑧

 
家
庭
 
 
 
 
 
 
 
各
種
許
可
申
請

 

  
  
⑨

 
家
庭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
連
絡
・
 
 

 

  
  
⑩

 
 
 
 
 
支
援
方
針
 
作
 

 

  
  
⑪

 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
守
り

 

  
  
⑫

 
福
祉
 
 
 
 
 
用
契
約
 
締
結

 

  
  
⑬

 
 
院
・
診
療
契
約
 
締
結

 

  
  
⑭

 
各
種
費
用
 
支
払
 
 

  
  
⑮

 
税
 
申
 
・
納
付

 

  
  
⑯

 
郵
便
物
 
 
管
 

 

  
  
⑰

 
 
 
 
 
 
 
配
置
 

 
 
⑱

 
乙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
⑲

 
乙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
助
言
・
 
 
 

 ３
 
乙
 
 
う
主
 
 
 
 
 
 

 

  
  
甲
は
、
乙
 
 
 
、
上
記
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
託
 
 
 
こ
ろ
、
乙
 
甲
 
 
託
 
受
け
 

 
う
主
 
 
 
は
以
下
 
 
お
り
で
あ
 
。

 

  
  
①

 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
守
り

 

  
  
②

  
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援

 

  
  
③

  
 
年
被
 
 
 
 
 
福
祉
 
 
 
 
 
用
援
助
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ア

 
現
金

 

  
  

  
①

  
日
常
 
金
銭
管
 
支
援
 
 
 
 
 
現
金
 
保
管
は
、 
 
 
通
常
必
 
 
 
 
 
 
費
 

3

ヵ
月
 
 
 
 
上
限
 
 
 
。

 

  
  

  
②

  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
現
金
 
授
受
 
 
場
合
、
授
受
 
 
年
月
日
、
 
 
 
氏
 
、

金
額
 
 
目
 
 
 
つ
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
現
金
授
受
 
 
記
録
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
 

  
  

  
③

  
乙
は
、
現
金
 
 
 
収
支
 
つ
 
 
、
現
金
出
納
帳
 
 
り
月
ご
 
 
収
支
 
管
 
 
 
 

 
も
 
残
高
 
 
 
 
、
残
金
 
あ
 
場
合
１
ヶ
月
毎
 
 
年
被
 
 
 
 
 
預
貯
金
口
座
 
 

金
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
  

  
④

  
乙
は
、
日
常
 
金
銭
管
 
支
援
 
 
 
つ
 
 
、
現
金
出
納
帳
 
作
 
 
、
 
 
 
 
 
 

責
任
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
チ
ェ
ッ
ク
 
 
 
講
 
 
け
れ
ば
 

 
ず
、
チ
ェ
ッ
ク
 
 
結
果
 
現
金
出
納
帳
 
記
録
 
 
適
切
 
保
管
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
 

 
 

 
⑤

 
乙
は
、
 
つ
で
も
甲
 
求
め
 
 
 
 
、
日
常
 
金
銭
管
 
 
 
 
つ
 
 
 
 
 
 
 
 

も
 
現
金
出
納
帳
 
 
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
 
イ

 
通
帳
 

 

 
 

 
①

 
乙
は
、
通
帳
 
 
乙
 
金
庫
 
で
保
管
 
 
場
合
、
他
 
 
 
 
 
区
 
 
 
保
管
 
 
け

れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
 

 
②

 
乙
は
、
通
帳
、
届
出
印
 
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
各
別
 
保
管
 
、
通
帳
 
つ
 
 
は
 

 
 
 
 
 
責
任
 
 
、
届
出
印
 
つ
 
 
は
 
 
 
 
局
長
 
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
つ
 

 
は
 
 
 
 
 
 
、
各
管
 
責
任
 
 
 
め
 
。

 

  
  

  
③

  
乙
は
、
保
管
 
 
 
 
通
帳
、
届
出
印
 
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
 
年
被
 
 
 
 
 
支

援
 
 
用
 
 
 
 
、
使
用
 
 
年
月
日
、
 
 
 
通
帳
 
管
 
責
任
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
氏
 
、
使
用
目
 
、
使
用
前
 
残
高
、
預
 
・
払
戻
・
払
込
 
 
金
額
、

使
用
 
 
残
高
 
 
年
被
 
 
 
 
通
帳
 
管
 
 
 
記
録
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
  

  
④

  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
お
 
 
保
管
 
 
 
 
通
帳
、
届
出
印
 
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 

ド
 
 
 
 
 
借
り
受
け
 
場
合
、
 
 
 
 
面
 
 
 
同
意
 
得
 
 
 
も
 
、
借
り
受
け
 

年
月
日
、
 
 
 
氏
 
、
通
帳
 
番
号
 
 
届
出
印
 
印
影
、
目
 
 
 
 
年
被
 
 
 
 
通
帳

 
授
受
 
 
記
録
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
  
ウ

 
 
 
 

 

  
  

  
①

  
甲
は
、
乙
 
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
支
援
 
必
 
 
範
囲
 
 
お
 
 
、
甲
 
別
 
 

め
 
方
 
 
従
 
、
乙
 
 
 
 
 
ま
 
は
別
 
 
 
 
 
場
 
 
お
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 

 
保
 
 
 
 
 
 
 
保
管
 
 
任
 
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

  
  

  
②

 
乙
は
、
 
 
 
 
預
り
品
 
つ
 
 
、
少
 
く
 
も
半
年
 
１
回
、
点
検
 
行
わ
 
け
れ
ば

 
 
 
 
。

 

 (
4)

 
 
 
 
 

 

  
  

  
乙
は
、
少
 
く
 
も
年
 
１
回
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
局
 
 
、
 
 
 
 
、
金

銭
管
 
 
 
 
益
 
反
防
止
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
甲
 
 
 
、
そ
 
結
果
 
 
 
 
 
け
れ

ば
 
 
 
 
。

 

 (
5)

  
 
 
 
 

 

  
  

  
乙
は
、
甲
 
 
 
、
年
 
１
回
、
 
 
 
 
 
 
収
支
決
算
 
 
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
 

 (
6)

  
 
地
調
 

 

  
 
①

  
乙
は
、
甲
 
 
 
、
甲
 
概
ね
半
年
 
１
回
 
 
 
 
 
地
調
 
 
 
、
１
回
は
 
 
 
 
運

 

 
 
 
 
 
 
 
支
援
、
 
年
被
 
 
 
 
 
福
祉
 
 
 
 
 
用
援
助
、
郵
便
物
 
 
整
 
・
保
管
、

請
求
 
・
 
収
 
 
 
整
 
・
保
管
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
連
絡
・
 
 
 
 
 
 
 
。

 

  
④

  
そ
 
他

 

 
 

 
上
記
以
外
 
 
 
 
つ
 
 
は
、
甲
 
 
乙
 
協
議
 
 
り
 
 
 
決
 
 
 
。
 

 ５
 
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
格
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
責
任
 
は
、
原
則
 
 
 
、
 
 
 
 
局
 
管
 
 
 
 
 
、
甲
 
 
 
 
 
初
任

 
 
 
 
受
講
済
で
あ
 
こ
 
、
ま
 
は
福
祉
 
 

3
年
以
上
 
 
 
 
験
 
 
 
 
も
 
 
 
 
 

も
 
 
 
 
。

 

 ６
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
は
、
原
則
 
 
 
、
甲
 
 
 
 
 
初
任
 
 
 
 
受
講
 
了
済
み
で
あ
 
こ
 

 
 
 
、
甲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受
講
 
努
め
 
も
 
 
 
 
。
 

 ７
  
 
 
 
 
支
援
 
 
 
格
 

 

  
  
 
 
 
 
支
援
 
は
、
原
則
 
 
 
、
甲
 
 
 
 
 
初
任
 
 
 
 
受
講
 
了
済
み
で
あ
 
こ
 

 
 
 
、
甲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受
講
 
努
め
 
も
 
 
 
 
。
 

  
  
 
 
 
 
支
援
 
 
選
任
 
あ
 
っ
 
は
、
甲
 
予
め
準
備
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
登
録
さ

れ
 
 
 
 
、
 
格
、
 
 
、
知
識
、
 
 
受
講
状
況
、
適
性
 
 
考
慮
 
 
行
う
も
 
 
 
 
。

 

 ８
 
乙
 
ガ
バ
ナ
ン
 
 
 

 

 (
1)

  
乙
 
 
 
 
 

 

  
  
①

  
乙
は
、
甲
 
 
 
、
統
括
責
任
 
、
 
 
管
 
 
、
 
 
 
 
 
、
苦
 
解
決
責
任
 
 
 
第

三
 
 
 
 
 
 
 
届
け
出
 
こ
 
 
 
 
 
。

 

 
 
②

 
乙
は
、
上
記
 
 
 
変
更
 
 
 
 
場
合
、
遅
滞
 
く
甲
 
届
け
出
 
こ
 
 
 
 
 
。
 

 (
2)

  
日
常
 
 
 
チ
ェ
ッ
ク
 

  
  
①

  
乙
は
、
 
年
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
支
援
 
 
お
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
各
 
 
つ
 

 
日
々
 
支
援
 
 
 
 
記
載
 
 
 
年
被
 
 
 
 
支
援
記
録
 
作
 
 
、
 
 
 
 
 
 
責
任

 
 
 
 
少
 
く
 
も
月
１
回
 
点
検
 
受
け
 
こ
 
 
 
 
 
。
 

 
 
②

 
乙
は
、
甲
 
 
 
オ
ン
ラ
イ
ン
方
 
 
 
り
 
年
被
 
 
 
 
支
援
記
録
 
つ
 
 
、
常
 
閲

覧
可
能
 
状
況
 
 
 
こ
 
 
 
り
、
 
 
 
 
 
努
め
 
。

 

③
 
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
支
援
計
画
 
基
づ
く
支
援
 
 
 
評
価
 
 
 
直
 
 
つ
 
 
、
少
 

く
 
も
年
 

2
回
、
甲
 
協
議
 
 
も
 
 
 
 
。
 

 (
3)

  
預
り
品
 
 
管
 

 

  
  
①

  
甲
は
、
乙
 
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
日
常
 
 
 
必
 
 
範
囲
 
お
け
 
 
 
費
 
受
渡

 
 
 
以
下
「
日
常
 
金
銭
管
 
支
援
 
 
」
 
 
う
。
 
 
行
う
 
め
、
金
銭
 
授
受
・
支
払
、

金
融
機
 
 
 
 
預
 
・
払
戻
 
 
 
 
任
 
 
こ
 
 
で
 
 
。
 

  
  
②

  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
預
貯
金
通
帳
、
届
出
印
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
、
現
金
 
 
以
下

「
通
帳
 
」
 
 
う
 
 
 
 
 
 
 
保
管
 
行
う
 
あ
 
り
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
責
任
 

 
 
め
、
乙
 
 
 
 
 
ま
 
は
甲
 
別
 
 
 
 
 
場
 
 
お
 
 
行
う
も
 
 
 
 
。
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１
１

 
 
祥
 
 
 

 

 
 
 
祥
 
・
 
 
 
防
止
 
 
万
一
 
祥
 
 
 
 
 
 
場
合
 
 
 
 
つ
 
 
、
別
 
 
め
 
「
 

祥
 
・
 
 
 
防
止
 
 
 
 
 
策
方
針
」
 
基
づ
く
も
 
 
 
 
。
 

 １
２

 
そ
 
他

 

 
 
 
件
仕
様
 
は
、
必
 
 
 
 
 
甲
乙
協
議
 
上
、
 
直
 
も
 
 
 
 
。
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
以
 
上
 

＊
 
 

 

  
 
 
 
 
支
援
方
針
 

  
 
年
被
 
 
 
 
支
援
計
画
 
 

 
 
年
被
 
 
 
 
訪
 
・
支
援
記
録

 

  
 
年
被
 
 
 
 
現
金
授
受
 
 

  
金
銭
出
納
帳

 

 
 
年
被
 
 
 
 
通
帳
 
授
受
 
 

  
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 

営
 
 
 
 
 
 
調
 
 
 
お
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
年
被
 
 

 
 
 
 
 
状
況
、
身
上
 
護
状
況
、
金
銭
管
 
状
況
 
 
 
益
 
反
防
止
状
況
 
 
つ
 
 
、
 

 
・
 
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 
  
②

 
乙
は
、
①
 
際
、
必
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
支
援
 
 
他
、
主
 
福
祉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
そ
 
他
 
 
機
 
 
 
 
 
 
 
同
席
 
求

め
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

  
  
③

  
甲
は
、
乙
 
 
 
、
 
つ
で
も
、
 
託
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
 
 
、
 
 
 
求

め
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

 ９
  
 
益
 
反
 
防
止

 

 (
1)

  
 
益
 
反
 
防
止

 

  
  

  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
、
 
年
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
は
別
 
福
祉
 
 
 
 
 
 

 
 
 
行
っ
 
 
 
場
合
ま
 
は
行
お
う
 
 
 
場
合
、 
質
 
 
益
 
反
 
陥
 
こ
 
 
防
止
 
 

 
め
、
甲
 
協
議
 
上
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
つ
 

 
、
 
該
福
祉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
離
 
 
。
 

 (
2)

  
 
 
 
 
運
営
 
 
 
 
 
 
審
 
 

 

 
 

 
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
、
 
年
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
は
別
 
福
祉
 
 
 
 
 
 

 
 
 
行
っ
 
 
 
場
合
ま
 
は
行
お
う
 
 
 
場
合
 
 
そ
 
他
 
益
 
反
 
つ
 
 
疑
義
 
 

 
 
場
合
、
甲
 
通
 
 
、
 
 
 
 
運
営
 
 
 
 
 
 
 
、
 
質
 
 
益
 
反
 
該
 
 
 
こ
 

 
 
 
 
う
 
 
・
助
言
 
求
め
、
 
質
 
 
益
 
反
 
該
 
 
 
 
旨
 
審
 
 
受
け
 
こ
 
 
 

 
 
。

 

 (
3)

  
家
庭
 
 
 
 
 
 
 
照
 

 

  
  

  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
、
 
年
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
は
別
 
福
祉
 
 
 
 
 
 

 
 
 
行
っ
 
 
 
場
合
ま
 
は
行
お
う
 
 
 
場
合
 
 
そ
 
他
 
益
 
反
 
つ
 
 
疑
義
 
 

 
 
場
合
、
甲
 
通
 
 
、
家
庭
 
 
 
 
 
 
照
 
 
、
 
 
・
助
言
 
求
め
 
。
 

 １
０

 
遵
守
 
項

 

 (
1)

  
甲
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  
乙
は
、
甲
 
 
 
、
 
年
被
 
 
 
 
 
つ
 
 
、
心
身
 
状
 
 
重
大
 
変
化
、
居
住
環
境
 

悪
化
、
そ
 
他
現
状
 
 
 
支
援
 
継
続
 
困
難
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 
場
合
、
直
ち
 
、

そ
 
旨
 
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 (
2)

  
契
約
 
変
更

 

 
 

 
乙
は
、
受
託
 
 
 
一
 
廃
止
 
 
 
 
 
 
 
 
 
託
契
約
 
 
 
変
更
 
希
望
 
 
 
 
、

甲
 
同
意
 
得
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

 (
3)

  
意
 
 
尊
重

 

  
  

  
甲
 
 
乙
は
、
互
 
 
、
 
つ
で
も
 
 
 
 
 
 
 
託
契
約
 
 
 
つ
 
 
意
 
 
述
べ
 
こ

 
 
で
 
、
互
 
 
こ
れ
 
尊
重
 
 
契
約
 
 
 
履
行
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
 

 (
4)

 
 
年
被
 
 
 
 
 
 
 
苦
 

 

 
  

  
乙
は
、
 
年
被
 
 
 
 
 
 
苦
 
 
受
け
付
け
 
場
合
、
直
ち
 
甲
 
 
 
 
、
協
議
 
上
、

甲
 
 
も
 
そ
 
解
決
 
努
め
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
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4-1.（様式）法人後見支援方針 

 

      

   

   被    氏 ： 

                 作  ： 京都府社 福祉協議   

 作 日：令和  年  月  日  

 

法人後見支援方針 

 

○   これ      意向 希望・目標  

 

 

 

 

 

 

○総合  援助方針〔  意思 尊重   意思 決 支援 〕 

 

 

 

 

  署 ：                印 

 

 

支 援 目 標 

 
財産管  身上保護 

 面 課  目標 

 

 

 

  

中  課  目標 

 

 

 

  

長  課  目標 

 

 

 

  

そ 他 
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4-2.（様式）成年被後見人等支援計画書 

 

 

 

２
．
福
祉
 
 
 
 
 
 
用
援
助
 
 
日
常
 
 
金
銭
管
 
 
援
助

 

 
１
 
 
 
 
 
支
援
 
 
ま
 
は
 
 
 
 
 
 
 
 
は
●
●
●
●
氏
 
 
 
福
祉
 
 
 
 
 
 

用
 
つ
 
 
ご
 
 
 
受
け
 
 
 
 
援
助
 
 
ま
 
。
ま
 
、
苦
 
解
決
 
 
 
 
用
 
つ
 

 
ご
 
 
 
援
助
 
 
 
 
も
 
年
金
 
現
況
届
 
 
中
心
 
 
 
郵
便
物
 
管
 
 
援
助
 

ま
 
。

 

 

 
２
 
 
 
 
 
支
援
 
 
ま
 
は
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
●
●
●
●
氏
 
 
 
依
頼
 
も
 
づ
 
、

福
祉
 
 
 
 
 
 
用
 
 
医
療
費
、
税
金
 
公
共
 
金
 
支
払
 
 
、
日
常
 
 
金
銭
管
 
 
支

払
・
払
戻
・
預
 
 
 
手
続
 
 
同
行
 
 
 
代
行
 
 
ま
 
。
そ
 
際
、
 
り
 
う
通
帳
は
、

下
記
 
 
お
り
で
 
。

 

 

記
 

 

金
融
機
 
・
支
店
 

 
 

 
○
○
銀
行
○
○
支
店

 

預
金
 
種
 
 

 
 

 
 

 
普
通
預
金

 

口
座
番
号
 

 
 

 
 

 
 
○
○
○
○
○

 

口
座
 
義
 

 
 

 
 

 
 
●
●
●
●

 

 

 
 
 
３
 
上
記
 
援
助
 
 
も
 
 
「
預
 
り
 
 
 
」
 
記
載
 
 
も
 
 
預
 
り
ま
 
。

 

※
通
帳
 
 
預
 
り
援
助
 
 
 
場
合
は
 
３
 
 
削
除
。

 

  

３
．
 
 
 
 
預
 
り
援
助

 

○
○
社
 
福
祉
協
議
 
は
、
「
預
 
り
 
 
 
」
 
記
載
 
 
も
 
 
預
 
り
ま
 
。

 

※
 
 
 
 
預
 
り
援
助
 
 
 
場
合
は
 
項
 
削
除
 
次
項
 
「
３
．
臨
 
 
援
助
」
 
 
 
。

 

  ４
．
そ
 
他
 
援
助

 

 
 
 
そ
 
他
 
援
助
 
必
 
あ
 
 
 
 
は
、
○
○
社
 
福
祉
協
議
 
は
●
●
●
●
氏
 
意
思
 
 
 
め
 

上
で
、
こ
 
計
画
 
は
 
 
援
助
 
こ
 
計
画
 
は
異
 
 
援
助
 
 
 
こ
 
 
で
 
ま
 
。

 

 

成
年
被

後
見
人
等

支
援
計
画
書

 

  
年
 
 
 

 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
は
、
 
 
 
一
 
 
○
○
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
託
 
ま
 
。
被
 

 
 
 
 
●
●
●
●
氏
 
、
○
○
社
 
福
祉
協
議
 
は
、
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
作
 
 
 
 
 
 
 
支
援
方

針
 
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
作
 
 
 
も
 
づ
 
 
、
次
 
 
お
り
、
援
助
 
詳
 
 
 
 
 
 
め
ま
 
 
。
 

 

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
 

 
 
用
 
 
 

住
 
 

氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
印
 

 

 
社
 
福
祉
協
議
 
 
 

 
在
地
 

 
称
 

 
長
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 

 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 

 

 
 
京
都
市
中
京
区
竹
屋
町
通
烏
丸
東
 
清
水
町
３
７
５

 

 
 
社
 
福
祉
 
 

 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 

 

 ○
○
社
 
福
祉
協
議
 

 

【
 
 
 
 
 
 
責
任
 
】

 
○
○
○
○

 

【
 
 
 
 
 
 
 
】
 
○
○
○
○

 

【
 
 
 
 
支
援
 
】
 
○
○
○
○

 

 【
こ
 
契
約
 
適
切
さ
 
 
 
め
 
 
 
】

 

こ
 
計
画
 
作
っ
 
日
 
 
初
回
は
３
 
月
 
、
そ
 
 
は
６
 
月
ご
 

 

 【
援
助
 
詳
 
 
 
 
】

 

１
．
訪
 
 
 
日
 
・
支
援
 
間

 

 
 
 
 
支
援
 
 
ま
 
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
毎
月
○
○
日
 
○
○
 
 
、
○
○
社
 
福
祉

協
議
 
 
行
 
、
●
●
●
●
氏
 
通
帳
 
は
ん
こ
 
預
 
り
ま
 
。
●
●
●
●
氏
 
○
○
 
訪
 
 
 

 
は
○
○
 
頃
で
 
。
 
め
 
れ
 
援
助
 
 
、
○
○
社
 
福
祉
協
議
 
 
通
帳
 
は
ん
こ
 
返
却
 

 
援
助
 
終
了
 
 
 
は
○
○
 
で
 
。

 

こ
 
間
 
支
援
 
間
は
、
○
○
 
間
で
 
。
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4-3.（様式）成年被後見人等支援記録 

 

 

 

 

  

３
 
 
 
 
費

 

交
通
費
 

そ
 
他
 
 
費

 

交
通
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

交
通
 
路
 

 そ
 
他
 

 

４
 
そ
 
他

 

検
討
 
項
 

 

次
回
訪
 
予
 
日

 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
：
 
 
 
頃
 

        

５
 
 
 
 
 
記
 
欄

 

支
援
方
針
 

 

    

 チ
ェ
ッ
ク
欄
 
受
 
日

 
令
和

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

局
 
長
 

 
 

 
 
 
 

 
備

 
 
考
 

 
 

 
 

 
 

 

 
年
被
 
 
 
 
訪
 
・
支
援
記
録

 

  
年
被
 
 
 
 
氏
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
支
援
 
氏
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

１
 
 
日
 
 
 
 
 

 

日
 
 
 
 

令
和
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
～
 

 
 
 

 
 
 

場
 
 
 
 
在
宅
・
 
設
 
 
設
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
【
身
上
保
護
】

 

   【
金
銭
管
 
】

 

   

２
 
 
 
 
 

 

ご
 
 
 
様
子

 

     

 
 
 
 
 
 

 

伝
達
 
項

 

   

そ
 
他
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4-4.（様式）成年被後見人等現金授受簿                  

 

月日 摘　 収　 支　　出 差引残高     印    印 検印

合計

 現金授受  　　○月 

被後見人　　　　　　　　　　　氏

令和　 年　 月　 日 残金を利用者　　　　　　様の口座に入金しました。 〔取扱者〕　　　　　　　印

業務責任者
検印
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4-5.（様式）金銭出納帳 

  

 

4-6.（様式）成年被後見人等通帳等授受簿 

 

被   　　　　　　　　　様

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

金銭出納帳

  印 検印
月 日
令和　年

摘　　　 収 金額 支払金額 差引残高

令和　 年　 月　 日 残金を利用者　　　　　　   様の口座に入金しました。

検 印

〔   〕　　　　　　　印
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通帳 授受  

 

被後見人      様用 

 

日 ち 

 

 間 

 

通帳    

社協     

支援   印 

 用   

  印 

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   
  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 預 りま   

  

年 月 日       社協     支援   通

帳 お返  ま   
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5. 不祥事・不正防止対策・発生時対応方針 

 

3
 
予
備
費
、
作
 
 
工
賃
 
就
労
収
 
、
預
託
金
残
金
 
 
つ
 
 
 
典
型
 
 
収
 
 
つ
 
 
、

把
握
 
 
 
チ
ェ
ッ
ク
 
行
う
こ
 

 

  
４
 
現
金
管
 
 
ル
 
ル
 
つ
 
 
、
 
 
 
 
 
、
 
 
全
 
 
共
通
 
解

 

1
 
現
金
 
 
 
 
通
帳
上
、
金
額
 
表
 
さ
れ
 
 
う
区
 
 
 
こ
 

 

2
 
現
金
出
納
 
 
基
づ
く
管
 
 
徹
底
 
 
こ
 

 

3
 
現
金
 
 
 
 
、
保
管
方
 
は
、
全
 
複
数
 
 
 
行
う
こ
 

 

  
５
 
通
帳
 
 
出
金
状
況
 
 
 
 
 
 
 

 

特
 
、
支
援
計
画
 
お
け
 
収
支
・
支
払
方
 
 
 
票
 
家
計
状
況
表
 
 
 
り
計
上
さ
れ
 
 
 
 
 

収
 
 
支
出
 
 
 
照
合
さ
せ
 
。

 

  
６
 
最
低
月
一
回
、
月
締
め
で
通
帳
 
記
帳
 
 
り
残
高
 
 
 
 
、
出
金
依
頼
 
 
金
額
、
他
 
 
出

金
 
 
 
計
算
 
 
預
貯
金
 
残
高
 
複
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
照
合
 
 
。
一
致
 
 
 
場
合
は
、
そ
 
 
点
で
原
因
 
追
 
 
 
。
さ
 
 
は
、
エ
ラ
 
 
 
状
況
 

直
ち
 
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
 
 
 
 
局
長
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
は
具
 
 
 
 
命

令
 
 
令
 
 
。

 

  
７
 
全
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
機
 
 
 
保

 

  ３
．
府
社
協
 
 
受
託
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構
築

 

 
１
 
 
 
 
 
 
意
義
 

 
 
 
 
 
目
 
 
 
 
 
 
つ
つ
、
そ
 
目
 
 
 
 
間
で
共
 
 
 
。
特
 
、
 
 
 
 
 
 
得
 

こ
 
 
前
 
 
、
 
 
 
早
 
 
 
・
把
握
 
、
把
握
 
 
 
 
 
迅
速
 
解
決
 
結
 
つ
け
 
 
め
、
 

 
課
 
 
 
 
 
 
む
 
 
風
土
 
醸
 
 
 
。

 

  
２
 
 
 
方
 

 

①
府
社
協

 

 
(
1
)
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
点
検
項
目
 
基
づ
 
、
年
 

2
回
 
 
 
 
。

 

 
 
局
長
 
 
総
 
 
長
 
、
福
祉
 
長
、
 
 
支
援
課
長
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
、
総
 
課
 
 
 
 
 
 
 
立
ち
 
う
。

 

(
2
)
 
 
結
果
 
 
 

 

 
 
結
果
は
、
文
 
 
 
り
ま
 
め
 
 
 
 
 
共
 
 
 
 
 
も
 
、
重
大
 
 
 
 
つ
 
 
 
可

能
性
 
あ
 
 
項
 
つ
 
 
は
、
 
 
局
長
 
具
 
 
 
改
善
 
 
 
文
 
で
行
う
。

 

重
大
 
 
 
 
つ
 
 
 
可
能
性
 
あ
 
 
項
 
つ
 
 
、
福
祉
 
長
は
遅
滞
 
く
京
都
家
庭
 
 
 
 
 

 
 
行
う
 
 
も
 
、
 
 
・
助
言
 
受
け
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
改
善
 
 
 
、

1
ヵ
月
以
 
 

 

 
祥
 
・
 
 
防
止
 
策
・
 
 
 
 
 
方
針

 

 

令
和

6
年

4
月

 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 

 

 １
．
 
祥
 
・
 
 
防
止
 
 
 
 
原
則
 
プ
リ
ン
シ
プ
ル
 

 

 
１
 
府
社
協
 
 
受
託
 
 
は
、
 
 
把
握
 
仕
 
み
 
持
続
 
 
つ
自
律
 
 
機
能
さ
せ
 
。

 

  
２
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
 
違
反
 
誘
 
さ
せ
 
 
 
 
目
標
・
合
意
 
 
 
 
 
。

 

  
３
 
現
場
 
管
 
 
 
間
 
双
方
向
 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 
シ
ョ
ン
 
充
 
さ
せ
、
 
 
全
 
 
 
 
、
コ
ン
 

プ
ラ
イ
ア
ン
 
意
識
 
共
 
 
 
。

 

  
４
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
 
違
反
 
早
 
把
握
、
迅
速
 
 
で
重
大
 
 
祥
 
 
 
 
展
 
防
止
 
 
。

 

  ２
．
日
常
 
金
銭
管
 
支
援
 
お
け
 
 
祥
 
・
 
 
防
止
 
 
 
 
具
 
 
方
策

 

 
１
 
通
帳
 
 
 
出
金
処
 
、
公
印
 
 
 
 
 
ル
 
ル
化

 

1
 
払
戻
伝
票
 
公
印
 
押
 
場
合
、
出
金
依
頼
 
 
 
 
 
徹
底
 
 
こ
 

 

2
 
公
印
は
、
出
金
依
頼
 
 
 
 
 
 
上
で
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
在
 
場
合
は
 
 
責
任
 
 

 
押
印
 
 
こ
 

 

3
 
公
印
 
 
必
ず
記
 
 
 
こ
 

 

4
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
 
在
 
場
合
は
 
 
責
任
 
 
 
 
 
 
検
印
 
 
 
こ
 

 

5
 
払
戻
伝
票
は
 
 
 
 
で
記
 
 
 
こ
 

 

6
 
払
戻
・
出
金
処
 
 
 
支
援
 
 
 
 
、
払
戻
・
出
金
依
頼
 
 
権
限
あ
 
責
任
 
 
検
印
 
受

け
 
こ
 
 
証
憑
 
 
揃
っ
 
 
 
 
場
合
、
都
 
、
証
憑
 
 
整
え
 
 
う
 
 
 
 
 

 

  
２
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
 
 
 
出
金
処
 
 
ル
 
ル
化

 

1
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
 
 
 
 
最
小
限
 
 
、
口
座
間
で
 
 
 
 
原
則
 
 
 
こ
 

 

2
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
 
用
 
必
 
 
さ
れ
 
場
合
 
根
拠
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
承
 
 
行

う
こ
 

 

3
 
払
戻
・
出
金
処
 
 
 
支
援
 
 
 
 
、
都
 
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
は
支
援
 
 
 
通
帳
 

残
高
 
照
合
 
 
 
行
う
こ
 
 
証
憑
 
 
揃
っ
 
 
 
 
場
合
、
都
 
、
証
憑
 
 
整
え
 
 

う
 
 
 
 
 

 

4
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
 
ド
 
 
 
 
、
保
管
方
 
は
、
全
 
複
数
 
 
 
行
う
こ
 

 

  
３
 
現
金
 
 
 
 
 
必
 
 
さ
れ
 
 
 
場
合
 
根
拠
 
 
 
化
 
支
援
 
 
 
把
握

 

1
 
現
金
 
 
 
 
 
最
小
限
 
 
、
口
座
間
で
 
 
 
 
原
則
 
 
 
こ
 

 

2
 
現
金
 
 
 
 
 
必
 
 
さ
れ
 
場
合
 
根
拠
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
承
 
 
行
う
こ
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４
 
 
 
 
 
前
自
主
点
検

 

点
検
項
目

 
 
 
 
 

 

１
．
通
帳
残
高
 
照
合

 
月
締
め
で
以
下
 
 
 

 

①
 
月
締
め
で
通
帳
 
記
帳
 
 
り
残
高
 
 
 

 

②
 
依
頼
 
 
金
額
、
他
 
 
出
金
 
口
座
振
替
 
 
 
計
算

 

③
 
通
帳
残
高
 
①
 
 
出
 
金
合
計
 
②
 
 
複
数
 
 
で
照
合

 

２
．
依
頼
 
・
証
憑
 
 
 
 

 
毎
回
 
支
援
 
 
 
 
、
証
憑
 
 
揃
っ
 
 
 
 
 
 

 

依
頼
 
 
権
限
あ
 
責
任
 
 
検
印
 
押
印

 

３
．
 
 
 
 
 
出
金
 
 
 

 
 
用
 
 
 
 
収
 
 
 
 
支
出
 
把
握
、
漏
れ
 
 
 
 
 
 

 

４
．
金
庫
 
 
保
管
物
 
点
検

 
支
援
 
 
り
預
 
っ
 
 
 
も
 
以
外
 
 
 
 
 
 
 
瞭
 
預

金
通
帳
 
現
金
は
 
 
 
 
う
 

 

 

改
善
状
況
 
つ
 
 
、
再
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
 
 
 
、
京
都
家
庭
 
 
 
 
 
 
・
助
言

 
受
け
、
 
 
結
果
 
つ
 
 
 
 
 
行
う
。

 

 

②
受
託
 
 

 

 
(1

) 
 
 
 

 

 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
点
検
項
目
 
基
づ
 
、
年
 

2
回
 
 
 
 
 
日
常
 
金
銭
管
 
支
援
 
 

託
 
 
 
含
ま
れ
 
 
 
 
場
合
は
年
 

1
回
 。

 

 
 
 
 
局
長
 
 
 
 
 
 
責
任
 
 
、
 
 
 
 
 
 
責
任
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
立
ち
 
う
。
ま
 
、
必
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 
同
席
 
求
め
 
。

 
お
、
必
 
 
 
 
 
、
府
社
協
 
 
 
 
 
 
立
ち
 
う
こ
 
 
あ
 
。

 

(2
) 
 
結
果
 
 
 

 

 
 
結
果
は
、
文
 
 
 
り
ま
 
め
 
 
 
 
共
 
 
 
 
 
も
 
、
重
大
 
 
 
 
つ
 
 
 
可
能

性
 
あ
 
 
項
 
つ
 
 
は
、
 
 
 
 
局
長
 
具
 
 
 
改
善
 
 
 
文
 
で
行
う
。
ま
 
、
府
社
協

 
 
 
 
遅
滞
 
く
 
 
結
果
 
 
 
 
行
わ
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

重
大
 
 
 
 
つ
 
 
 
可
能
性
 
あ
 
 
項
 
つ
 
 
、
府
社
協
は
、
遅
滞
 
く
京
都
家
庭
 
 
 

 
 
 
 
行
う
 
 
も
 
、
 
 
・
助
言
 
受
け
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
改
善
 
 
 
、
1
ヵ
月
以
 
 

改
善
状
況
 
つ
 
 
再
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
府
社
協
は
再
 
 
 
 
 
 
 
立
ち
 
う
。
こ
 
場

合
も
、
京
都
家
庭
 
 
 
 
 
 
・
助
言
 
受
け
、
再
 
 
 
 
 
 
結
果
 
つ
 
 
 
 
 
行
う
。

 

  
３
 
 
適
切
処
 
 
 
 
 
 
場
合
 
 
 

 

 
適
切
処
 
 
 
 
さ
れ
 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
任
せ
 
せ
ず
、
 
 
 
 
直
ち
 
適
切
 
処
 
 
完

結
さ
せ
 
も
 
 
 
 
。
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６
．
通
帳
残
高
 
照
合

 
 
1

. 
支
援
用
通
帳
 
残
高
は
、
 
 
 
通
常
必
 
 
 
 
 
 
費
 
３
ヵ

月
 
 
範
囲
 
 
 
ま
っ
 
 
 
 
。

 

2
. 
通
帳
残
高
 
出
 
金
合
計
 
口
座
振
替
 
 
含
む
 
 
照
合
 
、
金
額

 
合
致
 
 
 
 
 

 

７
．
通
帳
・
印
鑑
持
出
 

 
 
 
 
 

①
 
通
帳
、
印
鑑
管
 
 
 
作
 
 
、
適
 
 
管
 
さ
れ
 
 
 
 
。

 

②
 
持
出
 
 
 
は
、
例
外
 
く
複
数
 
 
 
行
わ
れ
 
 
 
 
。

 

８
．
金
庫
 
 
保
管
物

 
点
検
 

①
 
通
帳
・
証
 
記
載
 
 
は
最
新
 
も
 
 
更
新
さ
れ
 
 
 
 
。

 

②
 
台
帳
記
載
 
保
管
物
 
 
足
 
 
 
 
 
現
物
 
 
 
。

 

③
 
台
帳
記
載
外
 
 
 
 
 
 
瞭
 
保
管
物
 
預
 
っ
 
 
 
 
 
。

 

 【
 
 
支
援
点
検
項
目
】

 

点
検
項
目
 

 
 
 
 
 

１
．
ケ
 
 
記
録
 
 

 
 
 

①
 
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
ケ
 
 
記
録
 
速
 
 
 
 
出
さ
れ
 
 

 
 
。

 

②
 
ケ
 
 
記
録
 
 
 
は
適
切
 
。

 

２
．
支
援
計
画
 
評
価

 
変
更
 

①
 
適
切
 
支
援
 
 
 
さ
れ
 
 
 
 
。
 
 
 
 
 
支
援
 
 
支
援
 

 
お
け
 
同
席
 
 
 

 

②
 
臨
 
 
 
支
援
 
適
切
さ
 
つ
 
 
評
価
 
協
議
 
行
わ
れ
 
 
 

 
。

 

③
 
 
 
 
 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 
 
 
 
 
 
 
外
 
目
 
 
 
検
討
 

行
わ
れ
 
 
 
 
。

 

３
．
 
用
 
状
況
 
 
 
 
 
用
 
 
 
 
 
 
は
 
 
く
把
握
さ
れ
 
 
 
 
。

 

 

 
３
 
 
 
 
 
点
検
項
目

 

【
日
常
 
金
銭
管
 
支
援
点
検
項
目
】

 

点
検
項
目
 

 
 
 
 
 

１
．
預
 
り
品
 
保
管

 
 
 

1
. 
 
 
 
 
 
り
 
め
 
れ
 
預
 
り
品
 
種
 
 
通
帳
、
印
鑑
、
証
 

 
 
 
 
 
 
、
 
 
さ
れ
 
保
管
場
 
 
保
管
さ
れ
 
 
 
 
。

 

2
. 
 
 
 
 
 
り
 
め
 
れ
 
預
 
り
品
 
種
 
 
 
 
、
 
 
 
 

 
 
管
 
責
任
 
 
 
め
 
れ
、
ル
 
ル
通
り
行
わ
れ
 
 
 
 
。

 

3
. 
預
 
り
品
 
存
否
は
、
月
 
１
 
、
予
め
 
め
 
れ
 
管
 
責
任
 

 
 
り
 
 
 
行
わ
れ
 
 
 
 
。

 

4
. 
全
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
機
 
 
設
け
 
れ
 
 
 
 
。
ま
 
、

 
 
間
 
意
思
疎
通
 
普
段
 
 
 
 
れ
 
 
 
 
。

 

２
．
預
貯
金
通
帳
 
依

頼
 
 
照
合

 

①
 
「
預
貯
金
通
帳
」
 
 
金
・
出
金
 
 
 
 
 
「
依
頼
 
」
 
 
べ
 

あ
 
 
。

 

②
 
通
帳
 
記
載
さ
れ
 
 
 
金
額
 
、
依
頼
 
 
記
載
さ
れ
 
 
 
金
額

は
合
致
 
 
 
 
 
。

 

③
 
依
頼
 
 
 
用
 
 
署
 
・
印
鑑
 
漏
れ
は
 
 
 
。
 
但
 
、
 
用

 
 
署
 
・
押
印
 
求
め
 
こ
 
 
著
 
く
困
難
 
場
合
 
除
く
 

 

３
．
依
頼
 
・
証
憑
 
 

 
 
 

①
 
毎
回
 
支
援
 
 
 
 
、
証
憑
 
 
全
 
揃
っ
 
 
 
 
。

 

②
 
依
頼
 
 
権
限
あ
 
責
任
 
 
検
印
 
押
印
 
あ
 
 
。

 

４
．
現
金
出
納
処
 
 

 
 
 
 

①
 
現
金
出
納
 
 
別
段
 
記
帳
さ
れ
 
 
 
 
。

 

②
 
現
金
出
納
 
行
う
必
 
性
、
根
拠
は
適
切
 
。

 

③
 
現
金
出
納
 
 
作
 
 
、
適
 
 
管
 
さ
れ
 
 
 
 
。

 

④
 
現
金
 
 
 
 
 
は
、
例
外
 
く
複
数
 
 
 
行
わ
れ
 
 
 
 
。

 

⑤
 
残
金
は
翌
月
 
通
帳
 
 
金
さ
れ
 
 
 
 
。

 

５
．
 
 
 
 
 
出
金

 
 
 
 

①
 
 
用
 
 
 
 
収
 
 
 
 
支
出
 
把
握
 
 
 
 
 
。

 

②
 
 
 
 
 
出
金
 
漏
れ
 
 
 
月
 
 
 
 
。
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【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
状
況
】
 

点
検
項
目

 
 
 
 
 

 

１
．
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

1
. 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
支
援
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
行
わ
れ
 
 
 
 
。

 

2
. 
困
難
ケ
 
 
 
つ
 
 
、
随
 
、
日
常
 
 
 
 
 
 
 
支
援
 
 

 
仕
 
化
さ
れ
 
 
 
 
。

 

２
．
 
 
 
 
 
協
議

 
場

 

 
 
 
 
 
 
局
 
 
 
 
 
ケ
 
 
検
討
 
 
 
協
議
 
場
 
設
 
さ

れ
 
 
 
 
。

 

３
．
地
域
連
携
 
場

 
随
 
ま
 
は
 
 
 
 
 
年
 
 
セ
ン
タ
 
 
中
核
機
 
 
 
 
 
機
 

 
 
連
携
・
協
議
 
場
 
設
 
さ
れ
 
 
 
 
。

 

  

４
．
府
社
協
 
 
 
受
託
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 

 

 
１
 
府
社
協
 
 
 
 
 
 
地
調
 
 
 
 
地
 
 
・
 
 
 
年

2
回
 

 

別
紙
「
 
 
 
 
 
 
 
 
・
点
検
項
目
」
 
基
づ
く

 

  
２
 
府
社
協
 
 
 
 
運
営
 
 
 
 
 
 
 
地
調
 
 
年

1
回
 

 

  ５
．
 
祥
 
・
 
 
 
 
方
針

 

 
１
 
 
祥
 
 
案
 
把
握

 

 
①
府
社
協
 
で
 
祥
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
局
長
 
責
任
 
 
 
り
、
 
揮
・
命
令
 
行
う

 

・
初
 
調
 
、
 
 
 
 

 

・
府
社
協
 
副
 
長
、
 
 
 
 
迅
速
 
 
 
・
協
議

 

 
 
福
祉
 
長
 
、
京
都
家
庭
 
 
 
 
 
 
・
協
議
 
行
う

 

・
京
都
家
庭
 
 
 
 
 
セ
ン
タ
 
 
 
迅
速
 
 
 
・
協
議
 
 
 
・
 
 
 
 

  
②
受
託
 
 
 
お
 
 
 
祥
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
府
社
協
 
 
局
長
 
責
任
 
 
 
り
、
 
揮
・
命
令
 
行
う

 

・
府
社
協
 
副
 
長
、
 
 
 
 
迅
速
 
 
 
・
協
議

 

府
社
協
福
祉
 
長
 
、
受
託
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
行
う

 

・
初
 
調
 
、
 
 
 
 

 

 
 
受
託
 
 
 
 
局
長
 
、
府
社
協
 
 
 
・
 
 
 
基
づ
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
行
う

 

・
初
 
調
 
、
 
 
 
 

 

・
受
託
 
 
 
 
副
 
長
、
 
 
 
 
迅
速
 
 
 
・
協
議

 

 
 
府
社
協
福
祉
 
長
 
、
京
都
家
庭
 
 
 
 
 
 
・
協
議
 
行
う

 

・
京
都
家
庭
 
 
 
 
 
セ
ン
タ
 
 
 
迅
速
 
 
 
・
協
議
 
 
 
・
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２
 
 
 
機
 
・
 
 
 
 
 
 
 

府
社
協
福
祉
 
長
 
、
次
 
機
 
、
 
 
 
 
み
 
 
 
 
 
 
行
う
 

・
京
都
府
健
康
福
祉
 
 
 
課
 
障
 
 
支
援
課
、
地
域
福
祉
推
進
課
 
 

・
受
託
 
 
 
在
地
 
市
町
村
行
政
 
年
 
 
 
 
 
局
 
 
迅
速
 
 
 
 

 
 
 
・
厚
 
労
働
省
社
 
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
 
年
 
 
 
 
 
用
促
進
室

 

 
 
 
・
全
国
社
 
福
祉
協
議
 
地
域
福
祉
 

 

 
 
 
・
京
都
弁
護
士
 

 

 
 
 
・
公
益
社
 
 
 
 
年
 
 
セ
ン
タ
 
・
リ
 
ガ
ル
 
ポ
 
ト
京
都
府
支
 
 

 
 
 
・
一
般
社
 
 
 
京
都
社
 
福
祉
士
 

 

  
３
 
主
 
メ
デ
ィ
ア
 
 
記
 
 
表
・
記
 
 
 
 

府
社
協
 
 
、
 
 
局
長
、
福
祉
 
長
 
 
 
 
 

 

 
 
 
・
迅
速
 
つ
 
 
 
 
 
開
 
 

 
 
 
・
第

1
回
 
記
 
 
表
 
も
、
調
 
 
 
 
原
因
究
 
 
進
捗
状
況
 
随
 
 
 
 

  
４
 
府
社
協
 
 
受
託
 
 
 
 
 
 

府
社
協
福
祉
 
長
 
 
 
 
 
 

・
ホ
 
ム
ペ
 
ジ
で
 
 
 
公
表
 
お
詫
 
 
掲
載

 

・
府
社
協
 
 
 
 
運
営
 
 
 
 
緊
急
招
集
・
 
 
方
針
 
 

 

・
受
託
 
 
 
在
地
 
市
町
村
行
政
 
年
 
 
セ
ン
タ
 
 
中
核
機
 
 
 
 
 
 
 

府
社
協
 
 
、
 
 
局
長
、
受
託
 
 
 
 
、
 
 
局
長
 
 
 
 
 
 

・
府
社
協
 
 
受
託
 
 
 
お
け
 
機
 
 
 
 
 
、
評
議
 
 
 
 
 
 
 
 

・
 
 
 
 
処
 
 

  
５
 
第
三
 
 
 
 
 
設
置
 
独
立
性
・
中
立
性
・
 
 
性
 
 
保
 
 

 
 
 
 
 
 
 
託
先
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
」
 
 
う
 
 
お
 
 
、
犯
罪
行
為
、
 
令
違
反
、
社
 

 
非
難
 
招
く
 
う
 
 
 
・
 
適
切
 
行
為
 
 
 
 
 
 
場
合
 
 
 
 
 
疑
わ
れ
 
場
合
 
お
 

 
、
 
 
 
 
 
独
立
 
 
 
 
 
み
 
も
っ
 
構
 
さ
れ
、
徹
底
 
 
調
 
 
 
 
 
 
上
で
原
因
 

 
析
 
、
具
 
 
 
再
 
防
止
策
 
 
 
言
 
 
 
 
 
 
以
下
「
第
三
 
 
 
 
」
 
 
う
 
 
設
置

 
 
。
 

第
三
 
 
 
 
 
設
置
は
、
府
社
協
 
 
、
 
 
局
長
、
福
祉
 
長
 
 
 
 
 
 

 
 
第
三
 
 
 
 
 
詳
細
は
、「
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
第
三
 
 
 
 
設

置
 
綱
」
 
 
り
別
 
 
め
 
。
 

  
６
 
改
善
計
画
 
策
 
 
 
行
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6. 社会福祉法人京都府社会福祉協議会法人後見第三者委員会設置要綱 

 

 

 
 
 
構
 
 

 

第
5
条

 
第
三
 
 
 
 
 
 
 
数
は

3
 
以
上
 
原
則
 
 
 
。

 
 

2
 
 
 
は
、
 
律
 
 
 
、
公
 
 
計
士
、
そ
 
他
 
案
 
性
質
 
 
 
 
 
 
家
、
学
識
 
験
 
 
 

わ
 
。

 

3
 
 
 
は
 
 
聴
 
能
力
、
証
拠
評
価
能
力
、
 
 
 
 
能
力
 
 
十
 
 
備
え
 
 
で
 
け
れ
ば
 
 

 
 
。

 

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
 
 
 
就
任
 
 
こ
 
 
で
 
 
 
。

 

  
 
 
長
 
 
副
 
 
長
 

 

第
6
条

 
第
三
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
副
 
 
長
 
置
 
、
 
 
 
互
選
 
 
っ
 
こ
れ
 
 
め
 
。

 

2
 
 
 
長
は
、
 
 
 
総
 
 
、
 
 
 
 
代
表
 
 
。

 

3
 
副
 
 
長
は
、
 
 
長
 
 
佐
 
、
 
 
長
 
 
故
あ
 
 
 
ま
 
は
欠
け
 
 
 
は
、
そ
 
 
 
 

代
 
 
 
。

 

  
 
 
 
 

 

第
6
条

 
第
三
 
 
 
 
は
 
 
長
 
招
集
 
 
。

 

2
 
第
三
 
 
 
 
 
議
長
は
 
 
長
 
も
っ
 
充
 
 
。

 

3
 
第
三
 
 
 
 
は
、
 
 
 
過
半
数
 
出
席
 
も
っ
 
 
立
 
 
。
 
だ
 
、
欠
席
 
 
 
 
 
 
面

審
 
可
能
 
場
合
は
、
 
面
審
 
 
も
っ
 
出
席
 
代
え
 
こ
 
 
で
 
 
。

 

4
 
第
三
 
 
 
 
 
議
 
は
、
出
席
 
 
 
 
 
過
半
数
で
決
 
、
可
否
同
数
 
 
 
は
議
長
 
決
 
 

 
こ
ろ
 
 
 
。

 

  
 
 
 
酬
 

 

第
7
条

 
第
三
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
酬
は
、

1
日
あ
 
り

1
0
,
0
0
0
円
 
 
 
。

 

2
 
第
三
 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
 
 
 
、
そ
 
任
 
 
全
う
 
 
 
め
 
 
 
 
 
 
間
 
費
 
 
調

 
 
必
 
で
あ
り
、
そ
れ
 
 
 
 
費
用
 
 
 
 
 
こ
 
 
、
 
前
 
 
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
辞
任
 

 

第
8
条

 
 
 
は
、
第
三
 
 
 
 
 
求
め
 
れ
 
任
 
 
全
う
で
 
 
 
状
況
 
至
っ
 
場
合
、
辞
任
 

 
こ
 
 
で
 
 
。

 

  
文
 
化
 

 

第
9
条

 
第
三
 
 
 
 
は
、
第
三
 
 
 
 
 
設
置
 
あ
 
っ
 
、
 
 
 
 
 
間
で
、
 
設
置
 
綱
 

沿
っ
 
 
項
 
 
 
 
 
文
 
 
 
り
交
わ
 
も
 
 
 
 
。

 

  
そ
 
他
 

 

第
1
0
条

 
こ
 
 
綱
 
 
め
 
も
 
 
ほ
 
、
第
三
 
 
 
 
 
運
営
 
つ
 
 
必
 
 
 
項
は
京
都
府

社
協
 
長
 
別
 
 
め
 
。

 

社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
 
 
 
第
三
 
 
 
 
設
置
 
綱

 

  
趣
旨
 

 

第
1
条

 
社
 
福
祉
 
 
京
都
府
社
 
福
祉
協
議
 
 
以
下
「
京
都
府
社
協
」
 
 
う
。
 
 
受
任
 
 
 

年
 
 
、
保
佐
 
 
 
助
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
 
 
 
」
 
 
う
。
 
 
 
 
 
あ
 
り
、
 
 
 
 

 
託
先
 
 
 
 
以
下
「
 
 
 
」
 
 
う
 
 
お
 
 
、
犯
罪
行
為
、
 
令
違
反
、
社
 
 
非
難
 
招
く

 
う
 
 
 
・
 
適
切
 
行
為
 
 
以
下
「
 
適
切
行
為
 
」
 
 
う
 
 
 
 
 
 
場
合
 
 
 
 
 
疑

わ
れ
 
場
合
 
お
 
 
、
調
 
 
 
 
 
 
上
で
原
因
 
 
析
 
、
再
 
防
止
策
 
 
 
言
 
 
 
 
 
 
以

下
「
第
三
 
 
 
 
」
 
 
う
 
 
設
置
 
 
。

 

  
第
三
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
2
条

 
前
条
 
目
 
 
達
 
 
 
 
め
、
第
三
 
 
 
 
は
次
 
掲
げ
 
各
号
 
 
 
 
従
 
 
 
。

 

 
(
1
)
 
適
切
行
為
 
 
 
 
 
調
 

 

 
(
2
)
調
 
 
基
づ
く
 
 
 
 

 

(
3
)
 
 
 
 
 
評
価
、
 
適
切
行
為
 
 
原
因
 
 
析

 

 
(
4
)
調
 
結
果
 
基
づ
く
再
 
防
止
策
 
 
 
言

 

 
(
5
)
調
 
 
 
 
 
り
ま
 
め

 

 
(
6
)
調
 
 
 
 
 
 
公
表
・
 
 

 

 
 

 
 
 
だ
 
、
調
 
 
 
 
 
全
 
ま
 
は
一
 
 
非
公
表
 
 
 
場
合
は
、
 
 
 
は
そ
 
 
由
 

開
 
 
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。
非
公
表
 
 
 
場
合
は
、
公
 
機
 
 
 
 
捜
 
・
調
 
 
支
障
 
与

え
 
可
能
性
、
 
 
 
 
プ
ラ
イ
バ
シ
 
 
保
護
 
、
具
 
 
 
も
 
で
 
け
れ
ば
 
 
 
 
。

 

  
中
立
性
、
独
立
性
 

 

第
3
条

 
第
三
 
 
 
 
は
、
依
頼
 
形
 
 
 
 
わ
 
ず
、
 
 
 
 
 
独
立
 
 
立
場
で
、
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
め
 
、
中
立
・
公
 
で
客
観
 
 
調
 
 
行
う
。

 

  
 
 
 
 
協
力
 

 

第
4
条

 
第
三
 
 
 
 
は
、
そ
 
任
 
 
果
 
 
 
め
、
 
 
 
 
 
 
 
、
調
 
 
 
 
 
全
面
 
 

協
力
 
 
め
 
具
 
 
 
 
 
求
め
 
も
 
 
 
、
 
 
 
は
、
第
三
 
 
 
 
 
調
 
 
協
力
 
 
け
れ

ば
 
 
 
 
。

 

 
(
1
)
 
 
 
 
、
第
三
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
ゆ
 
 
 
、
 
 
、
 
 
 
 

 
 
ア
ク
セ
 
 
保
障
 
 
こ
 

 

 
(
2
)
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第
三
 
 
 
 
 
 
 
調
 
 
 
 
 
優
先
 
 
協
力
 
 

 
 
 
 
命
令
 
 
こ
 

 

 
(
3
)
 
 
 
は
、
第
三
 
 
 
 
 
求
め
 
あ
 
場
合
 
は
、
第
三
 
 
 
 
 
調
 
 
 
助
 
 
 
め

 
適
切
 
 
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
局
 
設
置
 
 
こ
 
。
 
該
 
 
局
は
第
三
 
 
 
 
 
直
属

 
 
も
 
 
 
、
 
 
局
 
 
 
 
 
 
 
 
間
で
、
厳
格
 
 
 
隔
壁
 
設
け
 
こ
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  附
則
 

こ
 
 
綱
は
、
令
和

6
年

5
月

29
日
 
 
 
行
 
 
。
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7. 法人後見（役割分担イメージ）_(2024.8.23修正第三版) 

 

 

京都府社協  う       町社協        ・機   割  イメ ジ 

　　大項目 中項目 小項目 府社協町社協   家族
中核

機 
行政

  

機 
備考

1 受任決 まで

①  受付 ◎ ○ ○ ◎ 〇 ○

・   想 

 地権   用     親族 行政   機   

・中核機  ケ  検討

②調    収集 ◎ ◎ ○ ○ ○ 〇 ○

・  訪 

・      ヒアリング

・  状況・課 把握

・親族   財産状況   

・代 権・同意権付与 必  行為   

③府社協・町社協協議 ◎ ◎ ・受任 可否 協議・検討

④    運営   審 ◎ 〇
・受任適否 検討

・    り        出席

⑤    受任 意向決 ◎ 〇 ○ ○ ○ 〇 ○

・         機  通知

・      申立代  若 くは申立   出

・家  打診・紹介→受諾 回答

・家     出

2 受任直    

①審   受  審      

１ 通常  ◎

・申立代  若 くは申立  り申立   受 

・審     記録 謄写 面接記録・閲覧  

・登記 項証   徴求

２ 緊急  ◎
・虐待案件 財産保全 で緊急  必 

→家  「審   証  」 申請・受 

② 年被          面

接 記録 閲覧      収集

１  年被      面接 ◎ ◎ ◎ ○ ○ 〇 ○
・ 用 宅 訪   面接

・    り    支援 立ち合 

２       聴  り ◎ ◎ 〇 ○ ○ 〇 ○ ・ 割     

３ 家 で申立  記録 閲覧・謄写 ◎

③財産 占  保

１ 通帳 権    印  占  保 ◎ 〇 〇 〇

・「管 物件預 り 」作 ・交付

・「管 物件引受け 」作 ・交付

・「管 物件引渡 」 収受

・   自宅で財産 捜索   ・複数 立ち合  

２ 引渡拒否   ◎ 〇 〇 〇
・ 年金振込先 通帳  再 行手続

・訴訟 起

④金融機   届け出

１     選任届・代  届 出 ◎ 〇

２ 復代  選任 届出 ◎ 〇

⑤郵便物 転送

１ 〔  〕郵便物  回送嘱託申立 ◎ ◎
・郵便物  信 便物 回送嘱託申立

・回送 間 6カ月  過  再申立

２ 郵便局  転送手続 ◎ 〇 ◎ 〇 〇
・被保佐  被 助  転送 措置は行われ く っ 

・福祉支援    ホ ムヘルパ  ケアマネ   協力

３ 公 機  各 送元 送付先変更 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

⑥登記 項証   申請

１ 登記 項証   申請 ◎ ・交付申請は東京  局 郵送 

２ 登記 項証   保管 ◎ ◎

⑦財産目録 就   作 

１ 財産 調 ◎ 〇 ◎ 〇
・病院  設   機 預 り 現金残高   

・保証金       

２         就   作 ◎ 〇 〇

・1カ月以  作   家   出

・臨 支出 10万円以上     作 

・初回   遅れ 場合は 上申   出

・初回   調  間 合わ    は「調 中」で 出

３ 財産目録作 ◎ 〇 ・1カ月以  作   家   出

４  続財産目録作 ◎ 〇 ・1カ月以  作   家   出

⑧年間収支予 表 就   作 

１ 現状把握 収支計画 作 ◎ 〇 ◎ ・1カ月以  作   家   出

3 通常  

 日常  支援 ①預貯金 管 

１  用 ・  費 管 〇 ◎ ◎ 〇
・ 用 /  費 管   設 病院  行う場合あり

・上記管  つ   ヘルパ     管   場合あり

２    通帳 変更・統合 ◎ ◎ ◎

②  収  年金・保護   受 

１ 収    ・記帳 ◎ ◎

２ 必  収  保 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 ・年金手続   保護申請手続 

３ 福祉減免 手続 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 ・介護     医療費 高額療 費 支給申請

③税金 そ 他 費 支払

１     費用 医療費 支払 〇 ◎ ◎ 〇 〇
・現金出納帳 記録

・金銭管 授受   収  証拠証票綴り

２ 税 申 ◎ ◎ ◎

④預貯金  出金・出納  記 

１ 預貯金  出金 出納  記 〇 ◎ ◎ 〇 ・ 設 病院で現金管 →出納  つけ   こ  あ 

⑤食品・衣 品・日用品 物品購 

１   費 渡 ◎ ◎ 〇 ・金銭授受     

２ 福祉      用支援 ◎ ◎ 〇 〇 ・   必  支援    用支援

３ 福祉    機   依頼 ◎ ◎

・ホ ムヘルパ   設  日常  費 預託

・ホ ムヘルパ   設 は「現金出納帳」 記録

・金銭授受  ホ ムヘルパ   設  

・残高          ⇔ヘルパ ・ 設 

⑥    支援信託・支援預金

１ 信託・預金  用 ◎ 〇 ◎ 〇



118 

 

 

 

 

4 そ 他   

①居住用  産 処 

　 売却 賃借権  保権設   １ 方向性   ◎ 〇 ◎ 〇 〇 ・推  続    

２ 家  許可申立 ◎ ・ 設   転居  空 家 売却・処 

３ 住居 売却手続   手配  ◎ 〇 ◎ 〇

②住居 賃貸借契約 締結・解約

１ 方向性   ◎ 〇 ◎ 〇 〇

２ 契約 締結・解約 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

・賃貸アパ ト グル プホ ム  高住   契約解除 

・   居住用  産 「賃貸」  場合は家  許可必 

・   居住用  産 「賃借」  場合は家  許可  

・   居住用賃借  産 「解除」  場合 許可必 

③増改築・ 繕

１ 方向性   ◎ 〇 ◎ 〇 〇
・家 許可 必    「処 」 該    → 別   

・建物解 ・ 壊 は家  許可 必 

２ 増改築・ 繕 手配 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

④自宅・私 地 清掃・管  

１      手配 〇 ◎ ◎ 〇 ・必       手配

⑤住民基 台帳  異 届 

１ 転居 伴う  手続 ◎ 〇 〇 〇 〇

・市町村  届出 住民票 介護保険  

・住 地変更  年  登記申請 東京  局 

・家   住 地変更 上申  出

・金融機   異 届

・郵便局  転送届

⑥周辺住民  連絡調整・苦 解決

１ 苦   〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎

⑦ 続

 遺産 割・ 続承 ・放棄 １ 方向性   ◎ 〇 ◎ 〇

２  続手続 ◎ ・ 続放棄申述 間 伸長申立 

⑧株券  価証券 管 

１  価証券 保管 ◎ 〇

２  価証券 売却 ◎ ◎

⑨医療

１ 診療契約・ 院契約 締結 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

２ 日常   守り ◎ ◎ 〇 〇

３ 受診 送迎手配 ◎ ◎ ・タクシ  移送       用

４ 受診結果・治療方針    立合 〇 ◎ ◎ 〇 〇

５ 医療    同意 ◎ 〇

６ 医療保護 院 同意 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇

⑩福祉      用

１ 福祉 設  用 準備・調整 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇

２ 福祉 設  用  退 申請手続 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 ・町社協       用    も 益 反は  ？

３ 福祉 設        〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 ・  前 支  送迎手配 

４ 介護     モニタリング 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇

５ 介護      苦 申 立 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

６ 身 拘束 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

７ 介護      用・解約・変更 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 ・  通知  異議申立は府社協同席必須

⑪教育・リハ リ      

１ 学校・訓練     学・退学 ◎ ◎ ◎ 〇 〇

２ 教育・訓練状況  守り ○ 〇

３ リハ リ   め 〇 ◎ ◎ 〇 〇

４ 余暇   推進 〇 ◎ ◎ 〇 〇

⑫  支援全般

１ 日常    訪 ・電話連絡 ◎ ◎ 〇 〇 〇

２ 夜間 緊急   〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇
・親族 社 福祉 設   機  予め協議

・緊急  おけ 連絡  ・  方針 予め  

３ そ 他・全般 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

・ 命保険 損 保険 契約請求   費用請求   多 

・原付バイク クルマ 農機具  産 管 ・処 

・状況  り 代 権付与 追   申立 必    

・ 型 変更  助→保佐→   手続 必  場合 あ 

5      終了

① 年被     死亡

１ 死亡    連絡・  ◎ ○ 〇 〇 〇 〇

・親族   機 

・家 

・  終了登記 申請 東京  局 

２    計算 清算   ◎ ○
・2ヵ月以     計算 権  宛   家  連絡 

・   酬付与審 申立  続   日 酬請求 通  

３ 家     ◎ ○ ・     終了  

②死   

１ 〔  〕 続財産管 ◎
・特  続財産 保存行為

・弁済 到来 債  弁済

２ 〔  〕火葬・埋葬 契約 ◎ ・埋葬  行う         も は市町村長   

３   ◎ ◎ 〇 〇 〇

・火葬・埋葬で 親族    場合     引受け こ 

 あ 

・親族 協力  待で     は 親族 同意 得   

      場合 あ 

・お金     場合は アパ ト 退去・引渡 タッチ 

   敷金 あ 場合は 大家 負  

・   死亡  福祉    ・医療     費用 支

払 年金 死亡届 出 場合 あ 

・ 続    場合は  続  支払手続 協力 求め 

・親族 協力 得 れ  場合は  前    話 聴 納

骨手続  行うこ  あ 

③ 年被      断能力 回復

１   開始 審   消 申立 ◎ ○ ◎ 〇 〇 〇 〇

２  年     辞任 ◎ ○ ◎ 〇 〇 〇 〇
・辞任 申立 家  許可 

・ 任  年    選任 申立

④ 前     債   清算

１ 債  支払 行為 △ △ ○
・ 続   ね 

・ だ   急処 義  民 654条 同 873条 2 

２ 管 財産引渡 ◎ 〇

・遺言執行 

・遺言執行      遺言執行 ま は 続 

・ 続   存在・   → 続財産管   選任申立

6 家     ・申請

①  上 記録

１ 財産 記録・保管 ◎ ◎

２       記録 ◎ ◎

② 年  登記

１ 変更登記申請・終了登記申請 ◎

③家     

１ 家       ◎ 〇 ・             状況 財産・収支状況 

２    酬 申立 ◎ 〇 ・   酬付与 申立 

３  型変更 代 権・同意権 追 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇
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8. 事情説明書資料（府社協・市町村社協の預貯金や現金等管理チェック手順） 

 

 

５
．
 現
金
の
保
管
方
法
に
つ
い
て

 

①
 
事
務
所
の
金
庫
で
保
管
。
 

②
 
ク
リ
ア
ケ
ー
ス
に
ケ
ー
ス
番
号
と
氏
名
を
記
載
し
、
封
筒
に
現
在
残
高
を
記
載
し
、
ク
リ
ア
ケ
ー
ス
に

入
れ
て
保
管
。
 

③
 
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
全
て
現
金
出
納
帳
に
登
録
。
 

 ６
．
 現
金
の
金
庫
か
ら
の
引
き
出
し
手
順
に
つ
い
て

 

①
 
事
務
局
長
が
当
日
の
銀
行
関
係
の
業
務
指
示
を
出
す
。
 

②
 
指
示
を
受
け
た
総
務
担
当
が
、
対
象
の
ケ
ー
ス
の
現
金
を
金
庫
か
ら
出
し
用
意
す
る
。
 

③
 
支
援
担
当
が
請
求
書
、
振
込
票
等
を
確
認
し
、
支
払
い
に
必
要
な
現
金
の
み
を
別
封
筒
に
入
れ
、
事

務
所
よ
り
持
ち
出
し
た
上
で
、
手
続
き
を
行
う
。
 

④
 
支
援
担
当
は
、
手
続
き
を
済
ま
せ
事
務
所
に
戻
っ
た
後
、
手
続
き
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
シ

ス
テ
ム
の
現
金
出
納
帳
に
入
力
す
る
。
 

⑤
 
支
援
担
当
は
現
金
出
納
帳
と
封
筒
内
の
現
金
残
高
に
誤
差
が
な
い
か
確
認
す
る
。
 

⑥
 
支
援
担
当
課
長
、
総
務
担
当
は
、
支
援
課
担
当
が
行
っ
た
銀
行
で
の
入
出
金
等
手
続
き
全
て
に
つ

い
て
、
間
違
い
が
な
い
か
、
振
込
票
等
と
シ
ス
テ
ム
の
出
納
帳
と
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。
（
帳
票
類
は

個
別
に
フ
ァ
イ
ル
保
管
す
る
） 

 ７
．
 現
金
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
つ
い
て

 

①
 
動
き
が
あ
る
現
金
に
つ
い
て
は
常
時
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
体
制
と
す
る
。
 

②
 
預
か
っ
て
い
る
現
金
に
つ
い
て
は
月
締
め
と
す
る
。
 

 ８
．
 現
金
の
本
人
受
け
渡
し
ま
で
の
手
順
に
つ
い
て
（町
村
社
協
の
み
） 

①
 
法
人
後
見
専
門
員
又
は
法
人
後
見
支
援
員
が
訪
問
時
に
本
人
へ
生
活
費
を
渡
す
際
に
は
、
事
前
に

事
務
局
長
又
は
法
人
後
見
業
務
責
任
者
の
許
可
を
得
る
。
 

②
 
対
象
の
ケ
ー
ス
の
現
金
を
金
庫
か
ら
出
し
用
意
す
る
。
 

③
 
本
人
に
生
活
費
を
手
渡
す
際
に
は
、
受
領
証
、
領
収
書
等
に
署
名
し
て
も
ら
う
。
 

④
 
事
務
所
に
戻
っ
た
後
、
シ
ス
テ
ム
の
訪
問
記
録
と
合
わ
せ
て
、
現
金
出
納
帳
に
入
力
す
る
。
 

⑤
 
シ
ス
テ
ム
の
現
金
出
納
残
高
と
、
金
庫
保
管
の
封
筒
の
現
金
残
高
に
誤
差
が
な
い
か
確
認
す
る
。
 

⑥
 
持
ち
帰
っ
た
受
領
書
、
領
収
書
は
ケ
ー
ス
ご
と
に
フ
ァ
イ
ル
し
て
保
管
す
る
。
 

 ９
．
 事
業
所
等
へ
管
理
を
依
頼
す
る
場
合
に
つ
い
て
（町
村
社
協
の
み
） 

①
 
法
人
後
見
専
門
員
又
は
法
人
後
見
支
援
員
が
、
本
人
の
自
宅
に
て
生
活
費
を
金
庫
保
管
に
て
現
金

管
理
す
る
場
合
は
、
出
納
帳
の
記
載
を
事
業
所
に
依
頼
し
、
訪
問
時
に
出
納
帳
の
残
高
と
金
庫
内

現
金
残
高
を
確
認
し
、
必
要
な
金
額
の
み
補
充
し
出
納
帳
に
記
載
す
る
。
 

事
業
所
へ
直
接
預
け
る
場
合
、
出
納
帳
へ
の
記
載
と
現
在
残
高
の
確
認
が
出
来
な
い
場
合
は
、
受

 

事
情
説
明
書
資
料

 

１
．
 
預
貯
金
の
通
帳
・キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
管
理
方
法
に
つ
い
て

 

①
 
事
務
所
の
金
庫
に
て
保
管
。
 

②
 
ク
リ
ア
ケ
ー
ス
に
ケ
ー
ス
番
号
と
氏
名
を
記
載
し
、
ク
リ
ア
ケ
ー
ス
に
入
れ
金
庫
で
保
管
。
 

 ２
．
 預
貯
金
通
帳
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
持
ち
出
し
時
の
手
順
に
つ
い
て

 

【支
援
課
担
当
が
支
払
い
等
に
つ
い
て
起
案
し
、
決
裁
を
と
る
】 

①
 
事
務
局
長
が
当
日
の
銀
行
関
係
の
業
務
指
示
を
出
す
。
 

②
 
指
示
を
受
け
た
総
務
担
当
が
、
対
象
の
ケ
ー
ス
の
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
金
庫
か
ら
出
し
用

意
す
る
。
 

③
 
総
務
担
当
と
支
援
担
当
が
、
通
帳
等
授
受
簿
に
記
録
す
る
。
支
援
担
当
が
請
求
書
、
振
込
票
等
を
確

認
し
、
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
の
手
続
き
が
必
要
な
ケ
ー
ス
を
確
認
し
、
事
務
所
よ
り
持
ち
出

し
た
上
で
、
支
払
い
手
続
き
を
行
う
。
 

④
 
手
続
き
後
、
総
務
担
当
に
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
渡
し
、
通
帳
等
授
受
簿
に
記
録
す
る
。
 

⑤
 
総
務
担
当
が
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
金
庫
に
戻
す
。
 

 ３
．
 預
貯
金
の
入
出
金
の
手
順
に
つ
い
て

 

①
 
事
務
局
長
が
当
日
の
銀
行
関
係
の
業
務
指
示
を
出
す
。
 

②
 
指
示
を
受
け
た
総
務
担
当
が
、
対
象
の
ケ
ー
ス
の
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
金
庫
か
ら
出
し
用

意
す
る
。
 

③
 
総
務
担
当
と
支
援
担
当
が
、
通
帳
等
授
受
簿
に
記
録
す
る
。
支
援
担
当
が
請
求
書
、
振
込
票
等
を
確

認
し
、
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
の
手
続
き
が
必
要
な
ケ
ー
ス
を
確
認
し
、
事
務
所
よ
り
持
ち
出

し
た
上
で
、
入
出
金
手
続
き
を
行
う
。
 

④
 
支
援
担
当
は
、
手
続
き
を
済
ま
せ
事
務
所
に
戻
っ
た
後
、
手
続
き
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
シ

ス
テ
ム
の
預
金
・現
金
出
納
帳
に
入
力
す
る
。
 

⑤
 
支
援
担
当
課
長
、
総
務
担
当
は
、
支
援
担
当
が
行
っ
た
銀
行
で
の
入
出
金
、
支
払
い
手
続
き
全
て
に

つ
い
て
、
間
違
い
が
な
い
か
、
振
込
票
等
と
シ
ス
テ
ム
の
出
納
帳
と
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。
（
帳
票
類

は
個
別
に
フ
ァ
イ
ル
保
管
す
る
）
 

 ４
．
 預
貯
金
の
入
出
金
の
法
人
チ
ェ
ッ
ク
体
制
つ
い
て

 

①
 
動
き
の
あ
る
預
貯
金
に
つ
い
て
は
常
時
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
体
制
と
し
て
い
る
。
 

②
 
動
き
の
あ
る
通
帳
に
関
し
て
、
支
援
担
当
が
記
帳
、
シ
ス
テ
ム
に
入
力
を
し
、
支
援
課
内
で
複
数
チ

ェ
ッ
ク
を
行
う
。
 

③
 
定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て
、
２
カ
月
に

1
回
（年
金
月
で
あ
る
偶
数
月
）
に
、
全
て
の
通
帳
の
記
帳

を
行
い
、
支
援
及
び
総
務
担
当
双
方
が
残
高
チ
ェ
ッ
ク
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
を
し
、
入
出
金
の
動

き
を
確
認
す
る
。
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①
 
け
渡
し
た
者
よ
り
受
領
証
・
預
か
り
証
等
を
受
け
取
る
。
 

②
 
法
人
後
見
専
門
員
又
は
法
人
後
見
支
援
員
は
、
補
充
後
の
出
納
帳
を
必
要
に
応
じ
て
写
真
撮
影
、

事
業
所
か
ら
出
納
記
録
を
提
供
し
て
も
ら
い
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
総
務
担
当
が
確
認
す
る
。
 

③
 
法
人
後
見
専
門
員
又
は
法
人
後
見
支
援
員
は
、
③
の
記
録
を
シ
ス
テ
ム
の
現
金
出
納
帳
に
入
力
す

る
。
 

④
 
提
供
を
受
け
た
資
料
、
受
領
証
な
ど
は
ケ
ー
ス
ご
と
に
フ
ァ
イ
ル
し
て
保
管
す
る
。
 

⑤
 
③
の
記
録
に
誤
差
等
が
あ
る
場
合
、
法
人
後
見
業
務
責
任
者
へ
報
告
し
、
事
業
所
へ
確
認
の
連
絡

を
入
れ
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
等
を
依
頼
す
る
。
 

 １
０
．
 
現
金
の
受
け
渡
し
の
法
人
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
つ
い
て

 

 
 

 
①

 
町
村
社
協
で
法
人
後
見
専
門
員
及
び
経
理
担
当
者
が
、
町
村
社
協
担
当
が
行
っ
た
生
活
費
の
受
け

渡
し
に
つ
い
て
、
訪
問
記
録
、
シ
ス
テ
ム
の
現
金
出
納
帳
に
て
確
認
す
る
。
 

 
②

 
府
社
協
支
援
担
当
が
、
①
に
つ
い
て
シ
ス
テ
ム
上
で
確
認
す
る
。
 

 
 

 
③

 
事
業
者
が
管
理
す
る
出
納
帳
に
つ
い
て
は
、
町
村
社
協
法
人
後
見
専
門
員
が
入
力
を
行
い
、
経
理

担
当
が
現
金
出
納
帳
に
て
確
認
す
る
。
 

 １
１
．
 
そ
の
他
の
財
産
の
管
理
方
法
の
手
順
や
法
人
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
に
つ
い
て

 

 
 

 
①

 
預
貯
金
等
の
財
産
管
理
に
つ
い
て
は
、
不
正
防
止
の
た
め
、
入
出
金
を
伴
う
業
務
を
行
う
支
援
担

当
、
そ
の
他
の
事
務
・
定
期
記
帳
の
通
帳
入
力
等
を
行
う
支
援
担
当
、
入
出
金
を
伴
う
業
務
の
チ
ェ

ッ
ク
を
行
う
総
務
担
当
と
そ
れ
ぞ
れ
分
業
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
②

 
ケ
ー
ス
個
人
で
、
土
地
家
屋
の
権
利
証
等
預
か
り
品
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
、
預
か
り
品
の
量
に
よ

っ
て
は
、
ケ
ー
ス
個
別
で
貸
金
庫
を
用
意
し
保
管
す
る
。
 

 
 

 
③

 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
物
品
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
支
援
担
当
が
購
入
品
を
支
援
担
当
課
長

に
報
告
し
、
起
案
、
決
裁
を
と
っ
た
上
で
、
支
援
担
当
が
購
入
手
続
き
を
行
う
。
支
払
い
に
つ
い
て

は
、
支
援
担
当
が
行
い
、
支
援
担
当
課
長
、
総
務
担
当
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。
 



121 

 

参考文献 

 

■行政計画、説明資料等 

○「第二期成年後見制度利用促進基本計画」令和 4 年 3 月 25 日閣議決定 

○令和 5 年 6 月 30 日 第 168 回市町村職員を対象とするセミナー資料 

○「成年後見制度関係資料集（ver.7）」（令和 5 年 8 月 1 日、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利

用促進室） 

 

■ガイドライン等 

○「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」（令和 2 年 10月 30 日、意思決定支援ワーキング・グループ） 

○「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（平成 30 年度厚

生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業「医療現場における成年後見制度への理解

及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班） 

 

■裁判所等によるハンドブック、Ｑ＆Ａ等 

○「裁判手続 家事事件Ｑ＆Ａ」（https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kaji92） 

○「『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』（平成 28 年改正）に

関するＱ＆Ａ」（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#10） 

○「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック（Ｑ＆Ａ付き）」（令和 4 年 4 月、東京家庭裁判所後見センター・東

京家庭裁判所立川支部後見係） 

○「成年後見人 Ｑ＆Ａ」（令和 2 年 4 月、横浜家庭裁判所） 

○「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」（令和元年 10 月、名古屋家庭裁判所後見センター） 

○「成年後見人ハンドブック 早わかり 成年後見人」（平成 27年 1 月改訂版、京都家庭裁判所） 

 

■法人後見業務マニュアル 

○「大阪府 法人後見活動マニュアル」（令和 5 年 6 月第 3版、大阪府） 

○「成年後見制度 法人後見業務マニュアル」（令和 2 年 3月改訂版、新潟県・新潟県社会福祉協議会） 

○「市町村社協における法人後見業務の手引き－第 3 版－」（平成 31年 3 月、埼玉県社会福祉協議会） 

○「支援者のための成年後見制度活用ハンドブック」（平成 26 年、名古屋市・名古屋市成年後見あんしんセンター） 

 

■成年後見実務の解説 

○松原正明・浦木厚利編（2020）『実践 成年後見法』勁草書房 

○赤沼康弘・土肥尚子編（2016）『事例解説 成年後見の実務』青林書房 

○上山泰（2015）「専門職後見人と身上監護〔第３版〕」民事法研究会 

○片岡武・金井繁昌・草部康司・川畑晃一（2011）『第 2 版 家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務』日本

加除出版 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本資料は、令和６年度 厚生労働省 委託事業成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策 

調査等一式において作成したものです。 

 

都道府県社会福祉協議会による法人後見（業務委託型）実施の手引き 

 

株式会社日本総合研究所 

 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-18-1  

大崎フォレストビルディング 

TEL： 080-7477-8926   FAX 03-6833-9481 

 


